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電子ブック案内

友だちに
地元の特徴を伝えたい

かわにし 市民べんり帳

地元目線の
観光情報を知りたい

電子ブックはこんなときに活用できます

いつでも！誰でも！どこからでも！

冊子が
見つからない

ブックマークは
こちらから

川西市

このまちの
手続きを知りたい

タブレット パソコン スマートフォン

外出時に
防災情報が気になった

6

２５１１川西市7(SG90)企画前半.indd   6 2025/09/10   16:52:42

7

２５１１川西市7(SG90)企画前半.indd   7 2025/09/12   13:07:44



40
国民年金
国民健康保険
後期高齢者医療

40
41
43

年金と医療保険

45
介護保険
高齢者の福祉
高齢者の社会参加・生きがい
障がいのある人の福祉

45
50
53
54

福 祉

62
年間行事・災害時の対応
幼稚園
小・中・特別支援学校
教育相談
ひきこもり等の相談
スクールソーシャルワーカー
（SSW）の相談
生涯学習

62
62
63
65
65
65

65

教育と生涯学習

66
参画と協働
地域・市民活動
人権・男女共同参画・多文化共生
川西市国際交流協会
子どもの人権

66
66
67
67
67

市民活動・人権

80
ごみの収集
ごみの減量
環境・衛生
水道
下水道
市営住宅の申し込み
駐輪場の利用
墓地

80
83
83
85
86
86
88
89

住まいと暮らし

68
川西市立総合医療センター
健康診査と各種がん検診など
成人・高齢者の健康づくり
母子の健康づくりと子育て支援
予防接種
予防歯科センター業務
医療サービス
県伊丹健康福祉事務所
献血の推進事業
川西市医師会
医療費の助成

68
69
72
73
74
76
77
78
78
78
78

健康と保健

91
中小企業
農林業
就職・労働
（公社）川西市シルバー人材センター

91
91
91
91

商工・農業・労働

99
川西市医師会
川西市歯科医師会
川西市薬剤師会
病院・医院/薬局・薬店MAP(南部）
病院・医院/薬局・薬店MAP(中部）
歯科医院MAP(南部)
歯科医院MAP(中部)
暮らしのマップ
家づくり・リフォームの基礎知識
相続について
葬儀について
空家対策の基礎知識

100
102
104
106
110
112
114
116
118
122
124
126

生活ガイド

93文化・観光・スポーツ

92
市議会92

議 会

94
文化・スポーツ施設
公民館
川西市総合センター
（川西隣保館・川西児童館）

94
96
98

施設ガイド

90
道路
交通安全施設
交通安全啓発

90
90
90

道路・交通

57
保育施設
子育て支援
民生委員・児童委員

57
60
61

子育て

38
市県民税・森林環境税
軽自動車税
市税に関する証明書
固定資産税・都市計画税

38
38
38
39

市 税12
防災・消防・救急
いざという時に頼りになる！
あなたのそばの医療機関（広告）

12
18

いざというとき
見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

22
川西ってこんなところ22

川西ガイド

24 歴史
26 豊かな自然
27 お祭り
27 特産品

28
市役所の主な窓口
各行政センターのご案内
相談窓口

28
29
30

主な窓口・相談窓口

戸籍、住民票などの届出 33
本人確認にご協力を　
住所の異動
印鑑登録
マイナンバー（個人番号）カード
について
各種証明書申請の注意点
住民票の写し・印鑑登録証明書
の時間外受付
戸籍の届出
特別永住者証明書の有効期間に
ついて
特別永住者証明書（カード）の
交付申請
本人通知制度

33
33
34
34

35
35

36
36

37

37

8

２５１１川西市7(SG90)企画前半.indd   8 2025/10/14   13:03:55

40
国民年金
国民健康保険
後期高齢者医療

40
41
43

年金と医療保険

45
介護保険
高齢者の福祉
高齢者の社会参加・生きがい
障がいのある人の福祉

45
50
53
54

福 祉

62
年間行事・災害時の対応
幼稚園
小・中・特別支援学校
教育相談
ひきこもり等の相談
スクールソーシャルワーカー
（SSW）の相談
生涯学習

62
62
63
65
65
65

65

教育と生涯学習

66
参画と協働
地域・市民活動
人権・男女共同参画・多文化共生
川西市国際交流協会
子どもの人権

66
66
67
67
67

市民活動・人権

80
ごみの収集
ごみの減量
環境・衛生
水道
下水道
市営住宅の申し込み
駐輪場の利用
墓地

80
83
83
85
86
86
88
89

住まいと暮らし

68
川西市立総合医療センター
健康診査と各種がん検診など
成人・高齢者の健康づくり
母子の健康づくりと子育て支援
予防接種
予防歯科センター業務
医療サービス
県伊丹健康福祉事務所
献血の推進事業
川西市医師会
医療費の助成

68
69
72
73
74
76
77
78
78
78
78

健康と保健

91
中小企業
農林業
就職・労働
（公社）川西市シルバー人材センター

91
91
91
91

商工・農業・労働

99
川西市医師会
川西市歯科医師会
川西市薬剤師会
病院・医院/薬局・薬店MAP(南部）
病院・医院/薬局・薬店MAP(中部）
歯科医院MAP(南部)
歯科医院MAP(中部)
暮らしのマップ
家づくり・リフォームの基礎知識
相続について
葬儀について
空家対策の基礎知識

100
102
104
106
110
112
114
116
118
122
124
126

生活ガイド

93文化・観光・スポーツ

92
市議会92

議 会

94
文化・スポーツ施設
公民館
川西市総合センター
（川西隣保館・川西児童館）

94
96
98

施設ガイド

90
道路
交通安全施設
交通安全啓発

90
90
90

道路・交通

57
保育施設
子育て支援
民生委員・児童委員

57
60
61

子育て

38
市県民税・森林環境税
軽自動車税
市税に関する証明書
固定資産税・都市計画税

38
38
38
39

市 税12
防災・消防・救急
いざという時に頼りになる！
あなたのそばの医療機関（広告）

12
18

いざというとき
見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

22
川西ってこんなところ22

川西ガイド

24 歴史
26 豊かな自然
27 お祭り
27 特産品

28
市役所の主な窓口
各行政センターのご案内
相談窓口

28
29
30

主な窓口・相談窓口

戸籍、住民票などの届出 33
本人確認にご協力を　
住所の異動
印鑑登録
マイナンバー（個人番号）カード
について
各種証明書申請の注意点
住民票の写し・印鑑登録証明書
の時間外受付
戸籍の届出
特別永住者証明書の有効期間に
ついて
特別永住者証明書（カード）の
交付申請
本人通知制度

33
33
34
34

35
35

36
36

37

37

9

２５１１川西市7(SG90)企画前半.indd   9 2025/10/14   13:04:01



12
13
救急
火災

14
16
防災
避難場所

80
83
85
54
54
89

ごみの収集
動物の相談
水道
障害者手帳の交付
障がい福祉サービス
墓地

38
40
市税等について
国民年金の学生
納付特例制度・
納付猶予制度

63
63
63

入学手続き
就学援助制度
転校手続き
（転入・転出するとき）

36
41
出生届
国民健康保険の
届出

73
78
60
57

乳幼児健診
医療費の助成
児童手当
保育所への入所

62
28
74

幼稚園
子育て相談
乳幼児の予防接種

住み始めた日から14日以内に33転入届
転入してきたら

引っ越しする前に33転出届
市外に転出していくとき

引っ越しした日から14日以内に33転居届
市内で住まいが変わったら

34印鑑登録
必要な方

死亡したことを知った日
から7日以内に

36死亡届
家族が亡くなったら

こ
ん
な
と
き
は
市
役
所
へ

届
出
て
く
だ
さ
い
。

45
43
40
41

介護保険
後期高齢者医療制度
国民年金の届出
国民健康保険

72
69
健康相談
各種検診（健診）

36
40
婚姻届
国民年金の届出

10

２５１１川西市7(SG90)企画前半.indd   10 2025/09/10   16:52:51

12
13
救急
火災

14
16
防災
避難場所

80
83
85
54
54
89

ごみの収集
動物の相談
水道
障害者手帳の交付
障がい福祉サービス
墓地

38
40
市税等について
国民年金の学生
納付特例制度・
納付猶予制度

63
63
63

入学手続き
就学援助制度
転校手続き
（転入・転出するとき）

36
41
出生届
国民健康保険の
届出

73
78
60
57

乳幼児健診
医療費の助成
児童手当
保育所への入所

62
28
74

幼稚園
子育て相談
乳幼児の予防接種

住み始めた日から14日以内に33転入届
転入してきたら

引っ越しする前に33転出届
市外に転出していくとき

引っ越しした日から14日以内に33転居届
市内で住まいが変わったら

34印鑑登録
必要な方

死亡したことを知った日
から7日以内に

36死亡届
家族が亡くなったら

こ
ん
な
と
き
は
市
役
所
へ

届
出
て
く
だ
さ
い
。

45
43
40
41

介護保険
後期高齢者医療制度
国民年金の届出
国民健康保険

72
69
健康相談
各種検診（健診）

36
40
婚姻届
国民年金の届出

11

２５１１川西市7(SG90)企画前半.indd   11 2025/10/09   11:09:00



落ち着いて伝えよう
119番通報は、落ち着いて火災やケガ、
病人の状態を詳しくお伝えください。
指令員の質問に、あわてずにはっきり
と答えましょう。

いろいろな通信機器から通報できる！
119番は、自宅の固定電話はもとより公衆電話、携帯電話から
も通報できます。最近ではＦＡＸや携帯電話のWeb機能を
利用して通報することも可能です。

エアゾール式簡易消火具の注意点
ガス系の消火薬剤(二酸化炭素、ハロン)を使用したエアゾー
ル式簡易消火具では天ぷら油火災の消火は困難です。一旦消
火できたように見えますが、再燃するおそれがありますので、
強化液を使用した物を購入してください。

共通の注意点
● 使用方法は容器に表示されているので、常日頃から確認

しておいてください。
● 消火できたと思っても安心せずに消火薬剤を使い切って

ください。
● 消火できたらガスこんろの火を消し、天ぷら油の温度が十

分に下がるまでは鍋から目を離さないでください。
● 火災の初期段階に一定の消火効果があるものです。火の

勢いが強い場合は避難してください。

防火の基本
●調理中にはガスこんろから目を離さないこと
●ガスこんろから離れるときには必ず
火を消すこと

万一、不注意から天ぷら油が発火した
場合、住宅用消火器や強化液が入ったエアゾール式簡易
消火具による消火が安全で確実です。慌てて水をかけると油
が飛び散って炎が急に大きくなり、大変危険です。いざという
時のために台所の近くに常備しておいてください。

車の運転中は通報しない！
運転中の通報は、大変危険です。安全な場所に停車してから
通報してください。通報終了後、消防指令センターから電話を
かけることがありますので電源は切らないでください。

救急車を本当に必要としている人のために
本当に緊急で救急車を必要としている人が利用できるように、
今一度通報前に緊急かどうか確認をお願いします。緊急の
場合はすぐに119番通報してください。
緊急を要しない場合は、テレホン案内 072-759-1234に
おいて病院情報をお知らせしています。救急車の適正利用に
ご協力をお願いします。

災害場所を正確に伝える
携帯電話からの119番通報は市町境界付近からの通報や、
地形・電波状態から他市町の消防へつながる場合があります。
必ず、災害場所の市町名を指令員にお伝えください。
住所が分からない場合は、近くの大きな建物や店名、交差点
などの目印となるものを詳しく伝えてください。

通報は自宅電話がベスト！
できる限り自宅の固定電話から通報してください。災害場所の特定
がしやすく、早急に消防車や救急車を出場させることができます。

通報から出場までの流れ
川西市内から通報された119番は宝塚市・川西市・
猪名川町消防指令センターで受信し、最寄りの消防
署から災害現場へ出場します。下記の流れで消防
隊・救助隊・救急隊が向かいます。

テレホン案内　 072-759-1234

病院情報・災害情報は

●病院情報（救急医療機関情報）
兵庫県広域災害・救急医療情報システムに登録されて
いる救急医療機関情報をテレホン案内によりお知らせ
しています。個人の診療所などは把握していません。

●災害情報
火災・救助・その他災害が発生したときに、その情報を
市民に提供します。

天ぷら油火災になったら

住宅用火災警報器とは
住宅用火災警報器は、火災により発生する煙を
感知し、音や音声により警報を発して火災の発生
を知らせてくれる機器です。機器本体を天井や壁
に設置するだけで、機能を発揮します。

定期的にお手入れをしましょう
住宅用火災警報器はホコリが入ると誤作動を起こす場合が
あります。定期的にお掃除を行いましょう。お掃除の方法は機種
によって違いますので取扱説明書をご確認ください。

警報音が鳴った時は…
住宅用火災警報器は、電池が切れそうになった際や故障の際
に音や光で知らせてくれる機種があります。警報音が鳴った時
の対処方法は取扱説明書を確認してください。 

本体交換及び廃棄方法
住宅用火災警報器本体もセンサー等の寿命により交換が必要
です。10年を目安に交換してください。また、捨てる際は本体と
電池を別にして捨てましょう。

維持管理
住宅用火災警報器が適切に機能するためには維持管理が
重要です。「いざ」というときに住宅用火災警報器がきちんと
働くよう、日頃から作動確認とお手入れをしておきましょう。

「電池切れ」に注意！
定期的に作動確認をしましょう

住宅用火災警報器は電池が切れると作動しなくなります。定期
的に点検ボタンを押すなどして作動確認を行いましょう。

住宅用火災警報器について

いざというときの119番の利用方法

消防・救急119番

住宅用消火器の注意点
指示圧力計が適正範囲内であるか確認しておいて
ください。

いざというとき
防災
特集
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共通の注意点
● 使用方法は容器に表示されているので、常日頃から確認

しておいてください。
● 消火できたと思っても安心せずに消火薬剤を使い切って

ください。
● 消火できたらガスこんろの火を消し、天ぷら油の温度が十

分に下がるまでは鍋から目を離さないでください。
● 火災の初期段階に一定の消火効果があるものです。火の

勢いが強い場合は避難してください。

防火の基本
●調理中にはガスこんろから目を離さないこと
●ガスこんろから離れるときには必ず
火を消すこと

万一、不注意から天ぷら油が発火した
場合、住宅用消火器や強化液が入ったエアゾール式簡易
消火具による消火が安全で確実です。慌てて水をかけると油
が飛び散って炎が急に大きくなり、大変危険です。いざという
時のために台所の近くに常備しておいてください。

車の運転中は通報しない！
運転中の通報は、大変危険です。安全な場所に停車してから
通報してください。通報終了後、消防指令センターから電話を
かけることがありますので電源は切らないでください。

救急車を本当に必要としている人のために
本当に緊急で救急車を必要としている人が利用できるように、
今一度通報前に緊急かどうか確認をお願いします。緊急の
場合はすぐに119番通報してください。
緊急を要しない場合は、テレホン案内 072-759-1234に
おいて病院情報をお知らせしています。救急車の適正利用に
ご協力をお願いします。

災害場所を正確に伝える
携帯電話からの119番通報は市町境界付近からの通報や、
地形・電波状態から他市町の消防へつながる場合があります。
必ず、災害場所の市町名を指令員にお伝えください。
住所が分からない場合は、近くの大きな建物や店名、交差点
などの目印となるものを詳しく伝えてください。

通報は自宅電話がベスト！
できる限り自宅の固定電話から通報してください。災害場所の特定
がしやすく、早急に消防車や救急車を出場させることができます。

通報から出場までの流れ
川西市内から通報された119番は宝塚市・川西市・
猪名川町消防指令センターで受信し、最寄りの消防
署から災害現場へ出場します。下記の流れで消防
隊・救助隊・救急隊が向かいます。

テレホン案内　 072-759-1234

病院情報・災害情報は

●病院情報（救急医療機関情報）
兵庫県広域災害・救急医療情報システムに登録されて
いる救急医療機関情報をテレホン案内によりお知らせ
しています。個人の診療所などは把握していません。

●災害情報
火災・救助・その他災害が発生したときに、その情報を
市民に提供します。

天ぷら油火災になったら

住宅用火災警報器とは
住宅用火災警報器は、火災により発生する煙を
感知し、音や音声により警報を発して火災の発生
を知らせてくれる機器です。機器本体を天井や壁
に設置するだけで、機能を発揮します。

定期的にお手入れをしましょう
住宅用火災警報器はホコリが入ると誤作動を起こす場合が
あります。定期的にお掃除を行いましょう。お掃除の方法は機種
によって違いますので取扱説明書をご確認ください。

警報音が鳴った時は…
住宅用火災警報器は、電池が切れそうになった際や故障の際
に音や光で知らせてくれる機種があります。警報音が鳴った時
の対処方法は取扱説明書を確認してください。 

本体交換及び廃棄方法
住宅用火災警報器本体もセンサー等の寿命により交換が必要
です。10年を目安に交換してください。また、捨てる際は本体と
電池を別にして捨てましょう。

維持管理
住宅用火災警報器が適切に機能するためには維持管理が
重要です。「いざ」というときに住宅用火災警報器がきちんと
働くよう、日頃から作動確認とお手入れをしておきましょう。

「電池切れ」に注意！
定期的に作動確認をしましょう

住宅用火災警報器は電池が切れると作動しなくなります。定期
的に点検ボタンを押すなどして作動確認を行いましょう。

住宅用火災警報器について

いざというときの119番の利用方法

消防・救急119番

住宅用消火器の注意点
指示圧力計が適正範囲内であるか確認しておいて
ください。

いざというとき
防災
特集
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地域の防災力を高めよう ～いざというときのために備える～

地域福祉課 072-740-1172安否確認登録については

避難行動要支援者の支援
高齢者、障がい者、傷病者など、災害時に自力で避難すること
が困難な人のことを避難行動要支援者といいます。
川西市では、コミュニティや自治会、民生委員・児童委員や
福祉委員などの協力を得て、地震や風水害などの災害発生時
に、避難行動要支援者として、登録いただいた方の安否確認を
実施しています。

上記以外の方でも、身体状況等により
安否確認を希望される方は、登録可能。

● ひとり暮らしの高齢者（65歳以上で自力で避難が困難な方）
● 自力避難が困難な介護保険要介護認定4

および5の在宅高齢者
● 自力避難が困難な障がい者

● 身体障がい者のうち、
肢体不自由者（1・2級で下肢、体幹、

　移動機能に障がいのある方）、
　視覚障がい者（1・2級）、
　聴覚障がい者（2級）、
　内部障がい者（1級）
● 知的障がい者（A判定）
● 精神障がい者（1級）

地域の自主防災組織
自主防災組織とは、「自分たちのまちは
自分たちで守る」という、地域住民の共助
の意識に基づいて結成される防災組織
のことです。
川西市の自主防災組織は（概ね）小学校区単位で組織されて
おり、コミュニティや自治会等で構成されています。平常時は、
防災啓発活動や防災訓練等を行っていますので、万が一の
災害に備えて、各地域の諸活動に参加してみてください。

防災マップ
洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域
などの災害危険区域や避難所などを
掲載した防災マップがあります。

「紙面版」とともに、グーグルマップを
利用した「Web版」でも閲覧可能です。

●「Web版」の特徴
・スマートフォン、タブレット、パソコン等で閲覧可能
・災害種別（洪水・土砂災害・内水）ごとの閲覧が可能
・グーグルマップ同様の機能

　  （住所検索、拡大縮小、航空写真への切替 等）
・印刷機能搭載。家庭・地域で「災害時の避難マップ」を独自

　   で作成可能

https://bousai.city.kawanishi.hyogo.jp/hazardMap/flow_01.html

● 兵庫県CGハザードマップについて
兵庫県が作成している「CGハザードマップ」
では、上記を含めた自然災害の危険箇所が閲
覧可能です。情報は最新のものとなります。詳
細は兵庫県のホームページをご覧ください。
http://www.hazardmap.pref.hyogo.jp/

「Web版」は
こちらから

防災出前講座
「災害に備える～自分の命を守
るために～」と題し、地震・風水
害等への防災・減災対策を市職
員等がわかりやすく解説しま
す。ご希望の団体は、危機管理
課までお問い合わせください。

確認！ 判断材料の
入手

何が危険？
大雨や台風の時に何を確認？

いつ！ 逃げ時 何がどうなったら？

どこに！ 避難先
どこに？
どのルートで？

昼
（明るい時）

夜
（暗い時）

その他 メモ

どのように？ 昼
（明るい時）

夜
（暗い時）

避難する
方法

だれと？
歩いて？車で？

マイ避難カード 災害の種類 名前

危機管理課　 072-740-1145

行政の防災情報を活用しよう

防災行政無線屋外スピーカー

みんな    はやく

050で始まるIP電話は 　 072-740-0190（有料）へ

フリーダイヤル無料　 0120-367-889

緊急時に、市内25箇所に設置した屋外スピーカーから情報を
伝達します。

放送内容が聞き取りにくい際は、テレホンサービスで確認
することができます。

● 避難指示等の避難情報　● 緊急地震速報
● 国民保護情報（弾道ミサイルに関する情報、大規模テロ情報など）
● 気象等の特別警報　● 定期試験放送（毎月17日17時から）
● 訓練放送  など

配信内容

川西市ホームページ

https://www.city.kawanishi.hyogo.jp/

緊急災害情報 防災 気象情報
など重要な防災情報を案内しています

ここから

ひょうご防災ネット（かわにし安心ネット）

緊急時に、スマートフォンアプリにて情報配信します。外国語
（12言語）にも対応しています。

● 緊急情報（避難指示等の避難情報、避難所開設情報、国民保
護情報〈弾道ミサイルに関する情報、大規模テロ情報など〉）

● お知らせ情報（上記緊急情報以外のお知らせ情報）
● 気象情報メール（震度4以上の地震情報、気象警報、土砂

災害警戒情報、河川洪水予報など）
※登録・利用は無料ですが、Web接続料は別途かかります。

配信内容

右の２次元コードから案内ページをご覧い
ただき、アプリをダウンロードしてください。
初期設定で、「川西市」を選択してください。

登録方法

サンテレビ
テレビの地上デジタル放送3チャンネル（サンテレビ）で、リモ
コンの「dボタン」を押すと市の災害情報が確認できます。

川西市公式 LINE アカウント

広報広聴課
072-740-1104

https://lin.ee/pcWTDsE

友達追加は
こちらから
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● 避難地

ローリングストック法
定期的に（1ヶ月に1~2度）備蓄品
を食べて、食べた分を買い足して
備蓄していく方法。食べながら備
えるため、消費期限が短いレトル
ト食品等も非常食として扱えます。

● 避難所・避難場所

□ ラジオ □ 電池（多めに用意）
携帯ラジオ

□常備薬
□傷薬

□風邪薬
□ 鎮痛剤

□ 絆創膏
□ 包帯

□ 胃腸薬
□ マスク

□ 消毒液
緊急医療品

□現金
□印鑑

□ 健康保険証
□ 貯金通帳

□ 免許証
□ 権利証書

貴重品

□懐中電灯（できれば一人にひとつ） □電池（多めに用意）
懐中電灯

□非常用食品
□缶詰
□缶切り

□紙皿
□水筒
□ミネラル
　 ウォーター

□栓抜き
□紙コップ
□はし・スプーン・
　 フォーク

非常食品等（火を通さないで食べられるもの）

□衣類（下着・上着など）
□生理用品　□離乳食
□ウエットティッシュ
□ヘルメット
□ラップフィルム
　 （止血や食器にかぶせて使う）

□防災マップ　□タオル
□粉ミルク・ほ乳ビン
□カッパ・雨具
□ライター
□携帯電話の充電器
□ごみ袋

その他

チェックリスト 災害時の避難所・避難場所
非常持ち出し品

自分や家族の状況に合わせ必要なものを
男性15kg、女性10kgを目安に準備

□ペットボトルや缶入りのミネラルウォーター
□貯水したポリタンク

飲料水

□お米（缶詰・レトルト・アルファ化米）
□缶詰・レトルト食品　□梅干し・調味料など
□ドライフーズ・チョコレート・あめ（菓子類）

非常食品

□生活用水（風呂・洗濯機などに貯水）
□毛布・寝袋・洗面用具・ドライシャンプーなど
□調理器具（なべ・やかん等）
□バケツ・各種アウトドア用品

その他

□卓上コンロ　□ガスボンベ　□固形燃料
燃料

非常時用備蓄品
食糧品は最低3日分、巨大地震に備え7日分を備蓄
水は1人1日３リットルが目安

避難所・避難場所 
洪水浸水想定区域内に位置する避難所では、
洪水時には2階以上に避難（1階使用不可）…【●】
開設不可…【×】

日頃から避難場所を確認しておこう！

市では、地震や洪水・土砂災害など災害が起こった際の避難
所・避難場所を定めていますので、日ごろから位置及び避難
経路を確認しておきましょう。市ホームページや市防災マップ
でも確認できます。避難指示などの避難情報は、「防災行政無
線」、「ひょうご防災ネット」での配信のほか、各携帯電話会社
サービスの「エリアメール」「緊急速報メール」、広報車や市
ホームページ・市公式facebookページ、アプリ（Yahoo!防災
速報アプリ）、ケーブルテレビ(J-COM)、報道機関などを通じ
てお知らせします。避難の際には、高齢者や体の不自由な人
に声をかけ、助け合って避難してください。

危機管理課 072-740-1145

ローリング
ストック

備える

協定等に基づき避難所開設を要請したのちに開設される避難所です。
● 市公共施設以外の施設

一般の避難所では生活に支障があり、特別な配慮を必要とする人を
対象に、必要に応じて開設される避難所です。災害発生当初には開設
されません。

● 福祉避難所

名称 所在地 洪水時
1 北久代会館 久代2丁目5-6

2 久代幼稚園 久代2丁目12-1

3 久代会館 久代2丁目12-6

4 川西南中学校 久代3丁目3-1

5 川西南公民館 久代3丁目16-29

6 久代児童センター 久代3丁目16-30

7 久代春日会館 久代3丁目25-9

8 久代小学校 久代3丁目27-9

9 西久代会館 久代4丁目2-7

10 東久代春日会館 東久代1丁目3-17 ●

11 東久代会館 東久代2丁目10-11 ●

12 加茂ふれあい会館 加茂3丁目13-23 

13 加茂小学校 加茂3丁目14-1

14 川西小学校 栄根1丁目1-1 ●

15 アステ市民プラザ 栄町25-1 アステ川西6階

16 みつなかホール 小花2丁目7-2 ●

17 桜が丘小学校 日高町4-1

18 総合センター 日高町１-２

19 満願寺ふれあい会館 満願寺町5-22

20 総合体育館 火打1丁目1-4 ●

21 キセラ川西プラザ 火打1丁目12-16 ●

22 川西北小学校 丸の内町7-1

23 川西中学校 松が丘町1-1

24 明峰小学校 萩原台西3丁目242
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● 避難地

ローリングストック法
定期的に（1ヶ月に1~2度）備蓄品
を食べて、食べた分を買い足して
備蓄していく方法。食べながら備
えるため、消費期限が短いレトル
ト食品等も非常食として扱えます。

● 避難所・避難場所
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携帯ラジオ
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□ マスク

□ 消毒液
緊急医療品

□現金
□印鑑

□ 健康保険証
□ 貯金通帳

□ 免許証
□ 権利証書

貴重品

□懐中電灯（できれば一人にひとつ） □電池（多めに用意）
懐中電灯

□非常用食品
□缶詰
□缶切り

□紙皿
□水筒
□ミネラル
　 ウォーター

□栓抜き
□紙コップ
□はし・スプーン・
　 フォーク

非常食品等（火を通さないで食べられるもの）

□衣類（下着・上着など）
□生理用品　□離乳食
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□ヘルメット
□ラップフィルム
　 （止血や食器にかぶせて使う）

□防災マップ　□タオル
□粉ミルク・ほ乳ビン
□カッパ・雨具
□ライター
□携帯電話の充電器
□ごみ袋

その他

チェックリスト 災害時の避難所・避難場所
非常持ち出し品

自分や家族の状況に合わせ必要なものを
男性15kg、女性10kgを目安に準備

□ペットボトルや缶入りのミネラルウォーター
□貯水したポリタンク

飲料水

□お米（缶詰・レトルト・アルファ化米）
□缶詰・レトルト食品　□梅干し・調味料など
□ドライフーズ・チョコレート・あめ（菓子類）

非常食品

□生活用水（風呂・洗濯機などに貯水）
□毛布・寝袋・洗面用具・ドライシャンプーなど
□調理器具（なべ・やかん等）
□バケツ・各種アウトドア用品

その他

□卓上コンロ　□ガスボンベ　□固形燃料
燃料

非常時用備蓄品
食糧品は最低3日分、巨大地震に備え7日分を備蓄
水は1人1日３リットルが目安

避難所・避難場所 
洪水浸水想定区域内に位置する避難所では、
洪水時には2階以上に避難（1階使用不可）…【●】
開設不可…【×】

日頃から避難場所を確認しておこう！

市では、地震や洪水・土砂災害など災害が起こった際の避難
所・避難場所を定めていますので、日ごろから位置及び避難
経路を確認しておきましょう。市ホームページや市防災マップ
でも確認できます。避難指示などの避難情報は、「防災行政無
線」、「ひょうご防災ネット」での配信のほか、各携帯電話会社
サービスの「エリアメール」「緊急速報メール」、広報車や市
ホームページ・市公式facebookページ、アプリ（Yahoo!防災
速報アプリ）、ケーブルテレビ(J-COM)、報道機関などを通じ
てお知らせします。避難の際には、高齢者や体の不自由な人
に声をかけ、助け合って避難してください。

危機管理課 072-740-1145

ローリング
ストック

備える

協定等に基づき避難所開設を要請したのちに開設される避難所です。
● 市公共施設以外の施設

一般の避難所では生活に支障があり、特別な配慮を必要とする人を
対象に、必要に応じて開設される避難所です。災害発生当初には開設
されません。

● 福祉避難所

名称 所在地 洪水時
25 明峰公民館 萩原台西3丁目282-11

26 明峰中学校 湯山台1丁目39-1

27 多田中学校 新田2丁目29-1

28 多田小学校 多田院1丁目4-1 ●

29 多田幼稚園 多田院1丁目4-3 ●

30 多田公民館 多田院1丁目5-1 ●

31 多田東小学校 東多田3丁目21-1

32 多田東会館 多田桜木1丁目7-24 ×
33 緑台公民館 向陽台1丁目6-38

34 緑台小学校 向陽台1丁目7-1

35 市民体育館 向陽台1丁目11-1

36 陽明小学校 向陽台3丁目6-219

37 緑台中学校 向陽台3丁目11-35

38 けやき坂公民館 けやき坂2丁目63-1

39 けやき坂小学校 けやき坂3丁目1-2

40 清和台小学校 清和台東2丁目2-2

41 清和台中学校 清和台西2丁目3-57

42 清和台公民館 清和台西3丁目1-7

43 清和台南小学校 清和台西5丁目1-2

44 東谷中学校 見野1丁目9-1

45 東谷公民館 見野2丁目21-11

46 東谷小学校 見野2丁目30-1

47 牧の台小学校 大和東1丁目47-1

48 牧の台会館 大和西2丁目5-1

49 北陵小学校 丸山台1丁目3-2

50 北陵公民館 丸山台1丁目5-2

51 黒川里山センター 黒川字中尾264

名称 所在地 洪水時
1 平木谷池公園 大和西2丁目5

2 清和台中央公園 清和台東3丁目1

3 水明台第５公園 水明台4丁目8

4 けやき坂中央公園 けやき坂2丁目62

5 湯山台運動公園 湯山台2丁目79

6 北ひばりが丘公園 南野坂2丁目1

7 市民運動場 向陽台1丁目11

8 キセラ川西せせらぎ公園 火打1丁目

9 出在家健幸公園 出在家町21

名称 所在地 洪水時

1 東洋食品工業短期大学
（体育館） 南花屋敷4丁目23-2 ×

2 アステ川西ぴぃぷぅ広場 栄町25-1 アステ川西1階 ×
3 川西明峰高等学校 萩原台西2丁目324

4 TOYOTIRE株式会社基盤
技術センター（食堂） 矢問3丁目10-１ ×

5 川西緑台高等学校 向陽台1丁目8

6 大阪青山学園
北摂キャンパス（体育館） 長尾町9-8

7 川西北陵高等学校 緑が丘2丁目14-1

8 国崎クリーンセンター 国崎字小路13

9 雲雀丘学園小学校（体育館） 宝塚市雲雀丘4丁目2-1

10 宝塚市立長尾台小学校 宝塚市長尾台1丁目1-1

名称 所在地 洪水時
1 あいな清和苑 久代6丁目1-98 ●

2 総合福祉施設ハピネス川西 加茂3丁目13-26 

3 ひまわり荘 湯山台2丁目46

4 養護老人ホーム満寿荘 湯山台2丁目46

5 やわらぎの里　西多田 西多田2丁目1-7

6 湯々館 西多田字平井田筋5

7 やわらぎの里　ぷらす館 清和台東4丁目5-1

8 やわらぎの里　清和台 清和台東4丁目5-26

9 清和苑 清和台東2丁目4-32

10 やわらぎの里　東谷 一庫字北中島1-1

11 老人福祉施設さぎそう園 丸山台3丁目5-6

12 牧の台みどりこども園 大和東1丁目47-5

13 加茂こども園 加茂3丁目13-22

14 川西こども園 栄根1丁目1-1 ●

15 川西北こども園 丸の内町7-1 ●
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※このページは有料広告掲載ページです。　※掲載している広告は、川西市が推薦するものではありません。

あなたのそばの

医療機関

いざという時に頼りになる！

胃腸内科
消化器内科

病 院

内 科 呼吸器内科 緩和ケア

循環器内科

脳神経内科

皮膚 科

小児科

外 科
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あなたのそばの

医療機関

いざという時に頼りになる！

気持ちよく眠りにつくために

お風呂は、ぬるめのお湯にゆっくりと入って。寝つきの悪い人は、軽い読書やマッサー
ジ、音楽を聴いたり、神経を鎮める香りを利用するなど、「お休みの習慣」を自分なりに
工夫してみましょう。

寝る前にリラックスタイムをもとう

寝る前には、頭や体を興奮させる刺激を避けましょう。熱いお風呂も、食事も就寝の
2時間前までにすませましょう。覚醒作用のあるコーヒーやお茶は5～6時間前から、
また、たばこも控えましょう。

寝る前には刺激を避ける

「眠らなければ」と意気込むと、かえって頭が冴えて寝つきを悪くしてしまいます。眠れ
ないときはいったん布団を出てリラックスし、眠くなってからもう一度床につくように
しましょう。

眠くなってから床につく

寝酒は睡眠薬代わりにはなりません。少量なら麻酔作用で眠りやすくはなりますが、
短時間で作用が切れ、目が覚めてしまうことも。慣れると量が増えて精神的・身体的
問題が起こりやすくなります。また、飲みすぎると翌朝に疲れが残るもとになります。

寝酒は不眠の元

正しい薬の使い方

●病状、アレルギーの有無、妊娠の有無を伝える
●ほかに飲んでいる薬があれば伝える。薬の飲み合わせ（相互作用）によって、副作用
が出る場合があります。漢方薬も含めて2種類以上の薬を使用するときは、自己判
断せず、必ず医師や薬剤師に相談しましょう。

薬をもらうとき

●コップ一杯の水か白湯（ぬるま湯）で飲む。薬の成分が水で薄められ、粘膜への刺激
を少なくします。
●お茶、ジュースなどほかの飲み物を水代わりにする人もいますが、薬の作用が抑え
られたり、逆に効きすぎたり、副作用の危険が高まる場合があるのでやめましょう。
アルコールで飲むことは必ず避けましょう。

水や白湯と一緒に飲む

眼 科

産婦人科 歯 科

小児歯科

薬局

20

２５１１川西市7(SG90)企画前半.indd   20 2025/10/20   16:09:07

※このページは有料広告掲載ページです。　※掲載している広告は、川西市が推薦するものではありません。

あなたのそばの

医療機関

いざという時に頼りになる！

気持ちよく眠りにつくために

お風呂は、ぬるめのお湯にゆっくりと入って。寝つきの悪い人は、軽い読書やマッサー
ジ、音楽を聴いたり、神経を鎮める香りを利用するなど、「お休みの習慣」を自分なりに
工夫してみましょう。

寝る前にリラックスタイムをもとう

寝る前には、頭や体を興奮させる刺激を避けましょう。熱いお風呂も、食事も就寝の
2時間前までにすませましょう。覚醒作用のあるコーヒーやお茶は5～6時間前から、
また、たばこも控えましょう。

寝る前には刺激を避ける
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しましょう。

眠くなってから床につく

寝酒は睡眠薬代わりにはなりません。少量なら麻酔作用で眠りやすくはなりますが、
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問題が起こりやすくなります。また、飲みすぎると翌朝に疲れが残るもとになります。

寝酒は不眠の元

正しい薬の使い方

●病状、アレルギーの有無、妊娠の有無を伝える
●ほかに飲んでいる薬があれば伝える。薬の飲み合わせ（相互作用）によって、副作用
が出る場合があります。漢方薬も含めて2種類以上の薬を使用するときは、自己判
断せず、必ず医師や薬剤師に相談しましょう。

薬をもらうとき

●コップ一杯の水か白湯（ぬるま湯）で飲む。薬の成分が水で薄められ、粘膜への刺激
を少なくします。
●お茶、ジュースなどほかの飲み物を水代わりにする人もいますが、薬の作用が抑え
られたり、逆に効きすぎたり、副作用の危険が高まる場合があるのでやめましょう。
アルコールで飲むことは必ず避けましょう。

水や白湯と一緒に飲む
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兵庫県

川西市

ところ

152,281人

72,174

総人口

世帯数

71,661人男性
80,620人女性

令和7年8月末現在の住民基本台
帳

人口・世帯数

って 川西を図案化したもので、中央の
「川」は川西の「川」と市内を流れる猪
名川を兼ねて表しています。全体の円
形は「西」を丸くしたもので、平和と円
満を表しています。

昭和43年1月に市民の投票を
受け「りんどう」に決定しまし
た。昔川西をひらいた源氏が旗
印にササリンドウを使用してい
たところから選ばれました。

昭和43年1月に市民の投票を
受け「さくら」に決定しました。
市内の名所旧跡に咲き誇り、春
の野山を彩って市民を楽しま
せています。

川西市のインフォメーション
HP

Facebook

LINE

YouTube

Instagram

X
（旧Twitter）

こんな

世帯

りんどう さくら
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の貯水池である知明湖など自

然も共存するバランスのとれた
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市
の
花

市

章

市
の
木

市の情報をキャッチしよう！
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市内で最も代表的な遺跡は加茂遺跡です。縄文時代
後期にはすでに集落が営まれ、狩猟や採集などをし
て人々が生活を送っていました。それから約2000年
後の弥生時代中期には、東西800メートルに及ぶ、
全国でも最大級の大規模環壕集落となりました。こ
のうちの約3.68ヘクタールが国の史跡に指定され
ています。遺跡の歴史は、明治44年にこの加茂遺跡
で「栄根銅鐸」が発見されたことに始まりました。

川
西
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清
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源
氏
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と
と
し
て
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の
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す
。

「あじさい寺」として知られる寺で、6月に
は500株のあじさいが咲き、アマチュア
写真家や画家などの目を楽しませてい
ます。能勢電鉄のガードをくぐると、静寂
な空間が広がり、本堂へのアプローチと
なる石段を上がると約15本の梅が来訪
者を出迎えてくれます。
東畦野2-17-2

栄根遺跡や下加茂遺跡、
前方後円墳である勝福寺
古墳の他、川西最古の寺
院である栄根寺廃寺など
も存在します。

現在の多田神社の境内は、国指定史跡
多田院であり、本殿・拝殿・随神門は徳川
四代将軍家綱によって再建されたもの
で、国の重要文化財に指定されていま
す。その他にも、国の重要文化財の「多田
神社文書」や源家の宝刀「鬼切丸」など、
清和源氏にまつわる歴史的価値のある
文化財などが数多く残っています。

今から1000年以上前、第56代清和天皇の曾孫に
当たる源満仲公が当時の京都を離れ、川西の多田
盆地を拠点に猪名川上流域を開発し、強力な武士
団を形成。天禄元年（970年）に多田院（現多田神
社）を創建し清和源氏の礎を築きました。後世、鎌
倉幕府を開いた源頼朝や室町幕府を開いた足利
尊氏など、全国に名をはせた源氏の武将たちは、こ
の満仲公の子孫であり、川西は「清和源氏発祥の
地」といわれています。

奈良時代に建立され、源満仲公が多田の地
に館を構えて以来、源氏ゆかりの「祈願所」
として栄えました。山門には、明治時代の神
仏分離の際に多田院から移設された金剛力
士像が2体立っています。

清和源氏と
武士団発祥の地

源満仲公の子、頼光公の家来に
坂田金時（幼名金太郎）という人
がいました。坂田金時は四天王の
一人として大活躍。市内には坂田
金時のお墓もあり、市民に親しま
れています。

きんたくんのモデル、
坂田金時ってどんな人？

▲満願寺【坂田金時の墓】

JR川西池田駅前で
市民の往来を見守る
源満仲公の像です

川西の歴史を
めぐる散歩も
おすすめです

加茂1、南花屋敷2・3

満願寺町7-1

多田院多田所町1-1

歴 史
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川西を
知る
川西を
知る知る知る知る

豊かな自然

川西を
知る

お祭り・特産品

「日本一の里山・黒川」をはじめ、
川西には豊かな自然が
いまも変わらず残っています。

野生の桜の一種。3月下旬から4月上旬
にかけて淡い紅色の花を咲かせます。エ
ドヒガンは単体としては県内でも見られ
ますが、エドヒガン群落は県のレッド
データブック（絶滅危惧種）Bランクに指
定されていて、その一部は市指定文化
財となっています。

「日本の里100選」に選ばれた黒川エリ
アにある市営キャンプ場、近くには黒
川里山センターや黒川ファームなど、
みどころも盛りだくさんです。

市の南北を流れる美しい
猪名川。飲料水や農業用
水に必要不可欠な資源と
なっています。

澄んだ水の流れる場所に、6月になる
とゲンジボタルが現れます。また、一
部の森林では歯切れよく明滅するヒ
メボタルが見られます。

ダリア

“清和源氏発祥の地”である川西市
の歴史や文化、観光などをPRする
ため、4月に川西能勢口駅及びキセ
ラ川西せせらぎ公園周辺で開催し
ます。メインの懐古行列には勇壮な
源氏の騎馬武者や少年少女武者、
稚児など約250人が参加。懐古行列
が行われる沿道には、市内外から
21,000人以上の人が訪れ、川西の
春を彩る華麗なる時代絵巻を楽し
みます。

川西の最北部に位置する黒川地区で
は、茶会で使用される最高級品の炭
「一庫炭」を生産。古くは豊臣秀吉や
千利休も愛用したとされ、長い歴史が
あります。クヌギの木を焼いてできた

炭は、切り口が菊の花のよう
に美しいことから「菊炭」
とも呼ばれています。

夏の夜空を彩る4,000発の光の芸術。
毎回「色彩の魔術師」などテーマが決
められ、池田市と共催されます。青色
の花火や仕掛け花火といった全国で
も珍しい花火がたくさんあがるのも見
どころの一つです。（隔年開催）

大阪府、京都府と隣接す
る北摂地区では、1000年
以上前から栗の栽培が行
われてきました。当時の朝
廷や幕府の将軍もこの地
区の栗を口にしたといわ
れています。

“朝採り・完熟”のいちじくとして有名
で、新鮮さがセールスポイント。愛称
は「朝採りの恵み」。主に市南部で栽
培され、収穫したその日のうちに店頭
に並び、消費者のもとへ運ばれます。

県下でも有数の桃の産地で、特に他よりも一足早く
出荷される“早生桃”は旬の桃の味を求める人に人
気があります。市南部の加茂地区などで栽培され、
桃で作った「桃ジャム」などの商品もあります。

川西にはまちを活気づける
お祭りや特産品が
たくさんあります。

4月

5月

8月

12月

3月

11月

6月

7月

9月

10月

●清和源氏まつり
●マス釣り大会

●金時まつり(R7.5月中止）

●いちじく品評即売会
●猪名川花火大会（隔年開催）

●桃の品評即売会

●流木ペインティング

●イルミネーション
「手をつなぐ川西 光の和」

●三ツ矢の日記念イベント

●黒川ダリア園開園

●北摂栗特設販売

みずみずしく
すっきりとした
甘さです

例年、収穫祭が
開かれます

火付きと火持ちがよく、
立ち消えしにくく、
煙が立たず静かに
燃えるのが特徴です

いちじく使用の  
関連商品も
たくさん！  

●川西一庫ダム周遊
里山ファンラン

●加茂遺跡スタンプラリー
●郷土館まつり

知明湖

菊 炭

早生桃（わせもも）

銀寄（ぎんよせ）

桝井ドーフィン

清和源氏まつり

猪名川花火大会

エドヒガン

猪名川

ヒメボタル・
ゲンジボタル

川西は絶滅危惧種に
指定されている貴重な植物が

たくさん自生しています

ホタルの観賞は
環境と地域へのマナーを

忘れずに

つぼみがひょうたんの
ように膨れている
のが特徴

Event Calender

一庫炭

桃

北摂栗

いちじく

ヒメボタル

ゲンジボタル
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※一部窓口のみのご案内となります。

☎072-740-1111川西市役所代表

市役所の主な窓口

商工・労働について ☎（740）1162
農林業について ☎（740）1164
■ 商工業の振興／中小企業の支援　■ 就労支援／労働者支援
■ 農林業の振興／生産組合／有害鳥獣による農作物被害 など

産業振興課

文化について ☎（740）1106
観光について ☎（740）1161
スポーツについて ☎（740）1245
■ 観光事業／芸術・文化の振興／都市交流
■ スポーツの推進／社会体育施設・東久代運動公園 など

文化・観光・スポーツ課

■ 証明書の発行／会議室等の貸し出し　など
　 ※証明書の発行は、2025年12月28日で終了します。

アステ市民プラザ ☎（740）1115

市民生活について

■ 戸籍・住民票の交付／戸籍届出（出生・婚姻等）
■ 住所変更／印鑑登録／マイナンバーカード など

市民課 ☎（740）1165

時間外交付サービス
平日17時～20時、土日祝日（年末年始を除く）9時30分～20時に、
時間外交付サービスを行っています。主な業務内容は、住民票の
写し、印鑑登録証明書の交付です。時間外交付サービスを利用する
時は、あらかじめ電話での予約が必要です。
※戸籍届出については、土日祝日を含め24時間受付しています。

人権について

■ 人権施策／平和施策／ジェンダー平等・男女共同参画施策／多文化共生
■ 子どもの人権オンブズパーソン 

人権推進多文化共生課 ☎（740）1150

など☎（740）1235

税務について

■ 市税等の徴収及び収納　■ 所管する税務証明　など

市税収納課 ☎（740）1134

■ 固定資産税・都市計画税等の賦課　■ 所管する税務証明 など

資産税課 ☎（740）1133

■ 市県民税・森林環境税の賦課／軽自動車税(種別割)の賦課
　 ／法人市民税の賦課／市たばこ税の賦課／入湯税の賦課
■ 所管する税務証明 など

市民税課 ☎（740）1132

手当・ひとり親家庭の支援など ☎（740）1179
■ 児童手当　■ ひとり親家庭の支援

障がい児への支援など ☎（740）1400
■ 障がい児が利用できる福祉サービスなど

こども支援課

保育所等就学前施設の入所など ☎（740）1175
■ 保育所/幼稚園/認定こども園/小規模保育事業所の入所・入園相談

留守家庭児童育成クラブの入所など ☎（740）1215
■ 留守家庭児童育成クラブの入所相談、運営

入園所相談課

こども・家庭について

■ 養育相談や児童虐待の相談など
■ 若者のひきこもりの相談など
■ 就学前までのお子さんに関する悩みの相談、プレイルーム、
　 一時預かりなど

こども若者相談センター（キセラ川西プラザ内）

☎（740）1152
☎（758）5044

☎（740）1248

まちづくりについて

■ 道路の管理　■ 交通安全施設及び安全灯　■ 里道・水路等

道路管理課 ☎（740）1182

■ 公園及び緑地／街路樹の剪定／児童遊園地
■ 近郊緑地保全区域　■ 緑化推進

公園緑地課 ☎（740）1185

道路整備課 ■ 道路及び橋りょうの維持補修 など ☎（740）1188

■ 障がい者が利用できる福祉サービスなど

障害福祉課 ☎（740）1178

福祉について
生活支援課 ■ 生活保護の相談 ☎（740）1173

■ 民生委員・児童委員など
■ 在宅高齢者の支援／高齢者の生きがいづくりなど
■ 生活困窮者の相談など
■ 社会福祉法人等の監査指導など

地域福祉課
☎（740）1172

☎（740）1174
☎（740）1189

☎（740）1172

保険について

■ 福祉医療・後期高齢者医療について
■ 国民年金について

医療助成・年金課
☎（740）1108

☎（740）1171

■ 国民健康保険の加入などに関すること
■ 国民健康保険の給付に関すること

国民健康保険課
☎（740）1170

☎（740）2006

■ 要介護認定など
■ 介護保険料の相談
■ 地域支援事業など
■ 介護保険事業者の指定／介護保険の給付など

介護保険課
☎（740）1147
☎（740）1148
☎（740）1148

☎（740）1149

■ 国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の収納・納付相談など

保険収納課 ☎（740）1177

教育総務課 ■ 就学に関すること ☎（740）1256

給食課 ■ 給食に関すること ☎（740）1243

学校教育・就学前教育保育について

■ 学習指導に関することなど
■ 生徒指導と体験活動に関することなど
■ 研修に関すること
■ 幼稚園・保育所・認定こども園の教育及び保育について

教育保育課
☎（740）1254

☎（740）1254
☎（740）1212

☎（740）1212

■ 特別な支援に関すること 

インクルーシブ推進課
☎（740）1401

■ 子どもの発達や不登校に関することなど
■ 就学前までの子どもに関する相談・プレイルーム・一時預かりなど

こども若者相談センター（キセラ川西プラザ内）

☎（757）8080

☎（740）1248

広報について

■ 広報誌の発行やホームページの運営、報道機関への情報提供など

広報広聴課 ☎（740）1104

水道の申し込みなどについて

■ 水道の使用開始／使用中止／名義変更／上下水道料金の問い合わせ など

上下水道局お客さまセンター ☎072-740-1262

火災予防について
■ 火災予防対策／防火管理について
■ 危険物製造所等の許可、検査及び届出／危険物の運搬

☎072-757-9946

☎072-757-9947

その他の窓口

詳しくは下記の各行政センターへ
お問い合わせください。

川西市内には９ケ所の行政センターを設けており、
住民票や印鑑登録証明書、戸籍証明などを交付する
ことができます。（大和以外は公民館併設）

各行政センターのご案内

072-
757-8623

川西南行政センター
〒666-0024 久代３丁目16-29所

072-
759-6901

明峰行政センター
〒666-0006 萩原台西3丁目282-11所

072-
798-0770

けやき坂行政センター
〒666-0145 けやき坂２丁目63-１所

072-
792-4951

緑台行政センター
〒666-0115 向陽台１丁目６-38所

072-
794-0004

東谷行政センター
〒666-0105 見野２丁目21-11所

072-
794-9090

北陵行政センター
〒666-0152 丸山台１丁目５-２所

072-
793-0011

多田行政センター
〒666-0126 多田院１丁目５-１所

072-
794-5945

大和行政センター
〒666-0112 大和西４丁目１-１所

072-
798-1280

清和台行政センター
〒666-0143 清和台西３丁目１-７所

● 住民票（除票）の写し・住民票記載事項証明書
● 印鑑登録証明書（印鑑登録証（青いカード）を持参）
● 戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）・戸籍個人事項証明

書（戸籍抄本）・除籍・改製原戸籍・附票・身分証明書
● 市税、国民健康保険税に関する証明書の交付
● 市税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医

療保険料その他諸収入金（水道・保育料など）の収納

行政センターで発行できる証明書

ごみについて

☎（764）5379
■ ごみ収集・減量について
■ 大型ごみの予約について

美化推進課
☎（744）1124

〒666-0152 丸山台3丁目43所

市外局番は☎072 です。
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※一部窓口のみのご案内となります。

☎072-740-1111川西市役所代表

市役所の主な窓口

商工・労働について ☎（740）1162
農林業について ☎（740）1164
■ 商工業の振興／中小企業の支援　■ 就労支援／労働者支援
■ 農林業の振興／生産組合／有害鳥獣による農作物被害 など

産業振興課

文化について ☎（740）1106
観光について ☎（740）1161
スポーツについて ☎（740）1245
■ 観光事業／芸術・文化の振興／都市交流
■ スポーツの推進／社会体育施設・東久代運動公園 など

文化・観光・スポーツ課

■ 証明書の発行／会議室等の貸し出し　など
　 ※証明書の発行は、2025年12月28日で終了します。

アステ市民プラザ ☎（740）1115

市民生活について

■ 戸籍・住民票の交付／戸籍届出（出生・婚姻等）
■ 住所変更／印鑑登録／マイナンバーカード など

市民課 ☎（740）1165

時間外交付サービス
平日17時～20時、土日祝日（年末年始を除く）9時30分～20時に、
時間外交付サービスを行っています。主な業務内容は、住民票の
写し、印鑑登録証明書の交付です。時間外交付サービスを利用する
時は、あらかじめ電話での予約が必要です。
※戸籍届出については、土日祝日を含め24時間受付しています。

人権について

■ 人権施策／平和施策／ジェンダー平等・男女共同参画施策／多文化共生
■ 子どもの人権オンブズパーソン 

人権推進多文化共生課 ☎（740）1150

など☎（740）1235

税務について

■ 市税等の徴収及び収納　■ 所管する税務証明　など

市税収納課 ☎（740）1134

■ 固定資産税・都市計画税等の賦課　■ 所管する税務証明 など

資産税課 ☎（740）1133

■ 市県民税・森林環境税の賦課／軽自動車税(種別割)の賦課
　 ／法人市民税の賦課／市たばこ税の賦課／入湯税の賦課
■ 所管する税務証明 など

市民税課 ☎（740）1132

手当・ひとり親家庭の支援など ☎（740）1179
■ 児童手当　■ ひとり親家庭の支援

障がい児への支援など ☎（740）1400
■ 障がい児が利用できる福祉サービスなど

こども支援課

保育所等就学前施設の入所など ☎（740）1175
■ 保育所/幼稚園/認定こども園/小規模保育事業所の入所・入園相談

留守家庭児童育成クラブの入所など ☎（740）1215
■ 留守家庭児童育成クラブの入所相談、運営

入園所相談課

こども・家庭について

■ 養育相談や児童虐待の相談など
■ 若者のひきこもりの相談など
■ 就学前までのお子さんに関する悩みの相談、プレイルーム、
　 一時預かりなど

こども若者相談センター（キセラ川西プラザ内）

☎（740）1152
☎（758）5044

☎（740）1248

まちづくりについて

■ 道路の管理　■ 交通安全施設及び安全灯　■ 里道・水路等

道路管理課 ☎（740）1182

■ 公園及び緑地／街路樹の剪定／児童遊園地
■ 近郊緑地保全区域　■ 緑化推進

公園緑地課 ☎（740）1185

道路整備課 ■ 道路及び橋りょうの維持補修 など ☎（740）1188

■ 障がい者が利用できる福祉サービスなど

障害福祉課 ☎（740）1178

福祉について
生活支援課 ■ 生活保護の相談 ☎（740）1173

■ 民生委員・児童委員など
■ 在宅高齢者の支援／高齢者の生きがいづくりなど
■ 生活困窮者の相談など
■ 社会福祉法人等の監査指導など

地域福祉課
☎（740）1172

☎（740）1174
☎（740）1189

☎（740）1172

保険について

■ 福祉医療・後期高齢者医療について
■ 国民年金について

医療助成・年金課
☎（740）1108

☎（740）1171

■ 国民健康保険の加入などに関すること
■ 国民健康保険の給付に関すること

国民健康保険課
☎（740）1170

☎（740）2006

■ 要介護認定など
■ 介護保険料の相談
■ 地域支援事業など
■ 介護保険事業者の指定／介護保険の給付など

介護保険課
☎（740）1147
☎（740）1148
☎（740）1148

☎（740）1149

■ 国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の収納・納付相談など

保険収納課 ☎（740）1177

教育総務課 ■ 就学に関すること ☎（740）1256

給食課 ■ 給食に関すること ☎（740）1243

学校教育・就学前教育保育について

■ 学習指導に関することなど
■ 生徒指導と体験活動に関することなど
■ 研修に関すること
■ 幼稚園・保育所・認定こども園の教育及び保育について

教育保育課
☎（740）1254

☎（740）1254
☎（740）1212

☎（740）1212

■ 特別な支援に関すること 

インクルーシブ推進課
☎（740）1401

■ 子どもの発達や不登校に関することなど
■ 就学前までの子どもに関する相談・プレイルーム・一時預かりなど

こども若者相談センター（キセラ川西プラザ内）

☎（757）8080

☎（740）1248

広報について

■ 広報誌の発行やホームページの運営、報道機関への情報提供など

広報広聴課 ☎（740）1104

水道の申し込みなどについて

■ 水道の使用開始／使用中止／名義変更／上下水道料金の問い合わせ など

上下水道局お客さまセンター ☎072-740-1262

火災予防について
■ 火災予防対策／防火管理について
■ 危険物製造所等の許可、検査及び届出／危険物の運搬

☎072-757-9946

☎072-757-9947

その他の窓口

詳しくは下記の各行政センターへ
お問い合わせください。

川西市内には９ケ所の行政センターを設けており、
住民票や印鑑登録証明書、戸籍証明などを交付する
ことができます。（大和以外は公民館併設）

各行政センターのご案内

072-
757-8623

川西南行政センター
〒666-0024 久代３丁目16-29所

072-
759-6901

明峰行政センター
〒666-0006 萩原台西3丁目282-11所

072-
798-0770

けやき坂行政センター
〒666-0145 けやき坂２丁目63-１所

072-
792-4951

緑台行政センター
〒666-0115 向陽台１丁目６-38所

072-
794-0004

東谷行政センター
〒666-0105 見野２丁目21-11所

072-
794-9090

北陵行政センター
〒666-0152 丸山台１丁目５-２所

072-
793-0011

多田行政センター
〒666-0126 多田院１丁目５-１所

072-
794-5945

大和行政センター
〒666-0112 大和西４丁目１-１所

072-
798-1280

清和台行政センター
〒666-0143 清和台西３丁目１-７所

● 住民票（除票）の写し・住民票記載事項証明書
● 印鑑登録証明書（印鑑登録証（青いカード）を持参）
● 戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）・戸籍個人事項証明

書（戸籍抄本）・除籍・改製原戸籍・附票・身分証明書
● 市税、国民健康保険税に関する証明書の交付
● 市税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医

療保険料その他諸収入金（水道・保育料など）の収納

行政センターで発行できる証明書

ごみについて

☎（764）5379
■ ごみ収集・減量について
■ 大型ごみの予約について

美化推進課
☎（744）1124

〒666-0152 丸山台3丁目43所

市外局番は☎072 です。
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相談・お問い合わせは ☎072-740-1167消費生活センター
相談名 内　容 相談日・時間 会　場 相談方法・相談時間

消費生活・
多重債務相談

面談、電話、
インターネット相談受付

月曜日～金曜日
午前9時～正午
午後0時45分～4時

市役所2階①番
消費生活センター

消費生活相談員による消費生活に
関する相談・多重債務に関する相談

何かで困ったとき、解決に役立つ相談やお問い合わせ先をご案内します。相談窓口❶

詳しくは
P.32へ！

相談名 内　容 相談日・時間 会　場 相談方法・相談時間・予約

市役所2階①番
生活安全課

市役所2階①番
生活安全課

アステ川西6階
アステ市民プラザ

市役所2階①番
生活安全課

市役所2階①番
生活安全課

市役所2階①番
生活安全課

市役所2階①番
生活安全課

市役所2階①番
生活安全課

東谷公民館
☎072-794-0004

市役所2階①番
生活安全課

弁護士相談

家事調停相談

税理士相談

行政書士相談

土地家屋
調査士相談

司法書士相談

国などへの
行政相談

公正証書相談

● 面談のみ1回30分
● 原則相談日1週間前の
　午前9時から電話予約／先着8人

● 面談のみ1回30分
● 原則相談日9日前の金曜日
　午前9時から電話予約／先着6人

● 面談のみ１回45分
● 原則相談日1週間前の
　午前9時から電話予約／先着4人

● 面談のみ1回30分
● 原則相談日1週間前の
　午前9時から電話予約／先着6人

● 面談のみ１回30分
● 原則相談日1週間前の
　午前9時から電話予約／先着6人

● 面談のみ1回45分
● 原則相談日1週間前の
　午前9時から電話予約／先着4人

● 面談のみ1回30分
● 原則相談日1週間前の
　午前9時から電話予約／先着6人

● 面談のみ
● 当日、直接会場へ

● 面談のみ1回30分
● 原則相談日1週間前の
　午前9時から電話予約／先着6人

毎週水曜日（原則月4回）
午後1時半～3時半

毎月第2・4日曜日
午後1時半～4時半

毎月第2・4木曜日
午後1時～4時

毎月第3木曜日
午後1時～4時
（3月の相談はありません。）

毎月第1火曜日
午後1時～4時

毎月第3火曜日
午後1時～4時

毎月第2・4火曜日
午後1時～4時

毎月第1月曜日
午後2時～4時

毎月第3木曜日
午前10時～正午

4月及び10月の
第3金曜日午後1時～4時

近隣トラブル・離婚・交通事故など
日常生活の法律に関する相談
※同内容の相談は1回限り

家庭裁判所調停委員経験者による
離婚問題や家庭問題に関する
家事調停の相談

所得税・相続税など国税に関する
相談
※同内容の相談は1回限り

遺言書・遺産分割協議書・契約書
の書き方の相談

不動産の測量・表示登記などの
相談

相続・不動産の登記・名義変更など
に関する相談
※同内容の相談は1回限り

行政相談委員による国・特殊法人
等に対する意見・要望など

公証人による相続・遺言・金銭貸
借などの公正証書に関する相談

※原則祝日、振替休日は実施しません。日程は変更される場合があります。予約・お問い合わせは ☎072-740-1333生活安全課

相談・お問い合わせは ☎072-740-2050生活安全課
相談名 内　容 相談日・時間 会　場 相談方法・相談時間

● 面談のみ1回60分
● 前週の水曜日までに電話予約
　／先着2人

毎月第2・4月曜日
午後1時～3時

市役所2階①番
生活安全課

（公社）ひょうご被害者支援センターの犯罪被害
相談員による犯罪被害者や家族・遺族が抱える
問題に関する相談

犯罪被害者相談

事前にメモをしておくと便利です。
実際に書いてみることで問題を整理することができます。

相談をするときには
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相談・お問い合わせは ☎072-740-1167消費生活センター
相談名 内　容 相談日・時間 会　場 相談方法・相談時間

消費生活・
多重債務相談

面談、電話、
インターネット相談受付

月曜日～金曜日
午前9時～正午
午後0時45分～4時

市役所2階①番
消費生活センター

消費生活相談員による消費生活に
関する相談・多重債務に関する相談

何かで困ったとき、解決に役立つ相談やお問い合わせ先をご案内します。相談窓口❶

詳しくは
P.32へ！

相談名 内　容 相談日・時間 会　場 相談方法・相談時間・予約

市役所2階①番
生活安全課

市役所2階①番
生活安全課

アステ川西6階
アステ市民プラザ

市役所2階①番
生活安全課

市役所2階①番
生活安全課

市役所2階①番
生活安全課

市役所2階①番
生活安全課

市役所2階①番
生活安全課

東谷公民館
☎072-794-0004

市役所2階①番
生活安全課

弁護士相談

家事調停相談

税理士相談

行政書士相談

土地家屋
調査士相談

司法書士相談

国などへの
行政相談

公正証書相談

● 面談のみ1回30分
● 原則相談日1週間前の
　午前9時から電話予約／先着8人

● 面談のみ1回30分
● 原則相談日9日前の金曜日
　午前9時から電話予約／先着6人

● 面談のみ１回45分
● 原則相談日1週間前の
　午前9時から電話予約／先着4人

● 面談のみ1回30分
● 原則相談日1週間前の
　午前9時から電話予約／先着6人

● 面談のみ１回30分
● 原則相談日1週間前の
　午前9時から電話予約／先着6人

● 面談のみ1回45分
● 原則相談日1週間前の
　午前9時から電話予約／先着4人

● 面談のみ1回30分
● 原則相談日1週間前の
　午前9時から電話予約／先着6人

● 面談のみ
● 当日、直接会場へ

● 面談のみ1回30分
● 原則相談日1週間前の
　午前9時から電話予約／先着6人

毎週水曜日（原則月4回）
午後1時半～3時半

毎月第2・4日曜日
午後1時半～4時半

毎月第2・4木曜日
午後1時～4時

毎月第3木曜日
午後1時～4時
（3月の相談はありません。）

毎月第1火曜日
午後1時～4時

毎月第3火曜日
午後1時～4時

毎月第2・4火曜日
午後1時～4時

毎月第1月曜日
午後2時～4時

毎月第3木曜日
午前10時～正午

4月及び10月の
第3金曜日午後1時～4時

近隣トラブル・離婚・交通事故など
日常生活の法律に関する相談
※同内容の相談は1回限り

家庭裁判所調停委員経験者による
離婚問題や家庭問題に関する
家事調停の相談

所得税・相続税など国税に関する
相談
※同内容の相談は1回限り

遺言書・遺産分割協議書・契約書
の書き方の相談

不動産の測量・表示登記などの
相談

相続・不動産の登記・名義変更など
に関する相談
※同内容の相談は1回限り

行政相談委員による国・特殊法人
等に対する意見・要望など

公証人による相続・遺言・金銭貸
借などの公正証書に関する相談

※原則祝日、振替休日は実施しません。日程は変更される場合があります。予約・お問い合わせは ☎072-740-1333生活安全課

相談・お問い合わせは ☎072-740-2050生活安全課
相談名 内　容 相談日・時間 会　場 相談方法・相談時間

● 面談のみ1回60分
● 前週の水曜日までに電話予約
　／先着2人

毎月第2・4月曜日
午後1時～3時

市役所2階①番
生活安全課

（公社）ひょうご被害者支援センターの犯罪被害
相談員による犯罪被害者や家族・遺族が抱える
問題に関する相談

犯罪被害者相談

事前にメモをしておくと便利です。
実際に書いてみることで問題を整理することができます。

相談をするときには
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column

ネットで商品注文後、
「在庫なし、〇〇payで返金する」
と言われ、指示通り操作したら

送金だった。

安価なサプリメントを購入したら
定期購入だった。

しかも、2回目からは高額だ。
解約できない。

「無料で点検する」
と訪問してきた業者と
排水管・床下・屋根等の
高額な工事契約をした。

儲かる方法を教えると言われ、
高額なサポート費用を
消費者金融で借金して
払ったが、全く儲からない。

パソコンにウイルス感染の
警告画面が出て

高額なセキュリティ代を
払わされた。

「なんでも買い取る」と
言われて来てもらったが、
売るつもりのない貴金属を

買い取られた。

相談窓口 ❷
川西市 消費生活センターへご相談ください！川西市 困ったときは

消費者トラブルで

ほかにも、「消費者金融の返済が難しい」「製品から突然煙が出た」「クリーニングから戻った衣服が変色していた」などのご相談も受付けています。

インターネット
で相談予約が
できます

川西市 消費生活センター（市役所2階①番窓口）

☎072-740-1167
●月～金（祝日除く） ●午前9時～正午/午後0時45分～4時
※土・日・祝日は消費者ホットライン （局番なし）☎188

水漏れやトイレなど水回りの修理

広告を見て、安価な料金のはずが

来てもらうと高額請求に！？

水漏れやトイレのトラブルでネット検索やマグネット
広告などで修理代が安く表示されていても、実際に来て
もらうと予想外に高額になる相談が寄せられています。
一例では、広告では980円の表示だったが、作業後には
10万円を請求されたケースもあります。
業者との契約などで困ったときは消費生活センター
へ相談を。 詳細はこちら
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　証明書の不正取得、虚偽の届出を防止し、皆様の個人情
報を保護するため、各種証明書の交付申請時および転出・
転入・転居等のお届けの際に受付窓口にて請求者又は届出
人の本人確認をさせていただいております。
　皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

本人確認書類（窓口にて確認させていただくもの）
1点確認 �官公庁が発行した顔写真付きの本人確認書類

運転免許証・パスポート・在留カード・マイナン
バーカード　等

2点確認 �上記以外のもの
年金手帳・資格確認書　等

◎�本人確認は市民課で交付するすべての証明書及び各種
届出が対象となります。

対象となるもの
住民票（除票）の写し
住民票記載事項証明書
印鑑登録証明書
戸籍全部（個人）事項証明書、改製原戸籍・除籍　等
戸籍（除籍）電子証明書提供用識別符号
戸籍の附票
�身分証明書（禁治産、準禁治産・後見登記、破産宣告に関
する身分証明）
その他　諸証明
転入・転出等の届出
印鑑登録
�マイナンバーカードの受取り
（マイナンバー担当　 072-740-1340）
※�本人確認書類をお持ちでない方は、受付窓口でお尋ねください。

�市民課 072-740-1165
本人確認にご協力を

　住所が記録されている住民基本台帳は、選挙権の行使や
就学手続、国民健康保険、国民年金給付の基礎となるもの
です。住所の変更があった場合は忘れずに届けましょう。
　マイナンバーカードをお持ちの方は、転入届の特例を受
けることができます。転入届の際はマイナンバーカードの
提示が必要となりますので、窓口までご持参ください。
　また、転出届はマイナンバーカードを活用してオンライ
ン申請サービスにより届出ができます。このサービスを使
用する人は、転出にあたり川西市役所への来庁が原則不要
です。転入届と転居届については来庁が必要ですので、市
区町村の窓口に行って手続きをしてください。

�市民課 072-740-1165
住所の異動

種類 こんな場合 届出期間 必要なもの

転
入
届

他市から川
西市に引っ
越して来た
場合

住み始め
てから14
日以内

�転出証明書またはマイナン
バーカード（カードを利用し
て転出届をされた方）
�マイナンバーカード（異動者
全員分）
�在留カード等（外国人住民の
方のみ）
�パスポート（海外から帰国さ
れる場合または、海外からの
入国後初めて日本に住所を登
録される場合）
�届出人の本人確認書類

転
出
届

川西市から
他市へ引っ
越しする場
合

引っ越し
日の14日
前から受
付可能

�届出人の本人確認書類
�介護保険証（資格者のみ）

転
居
届

川西市内の
引っ越し

住み始め
てから14
日以内

�届出人の本人確認書類
�マイナンバーカード（異動者
全員分）
�在留カード等（外国人住民の
方のみ）
�介護保険証（資格者のみ）

世
帯
変
更
届

（
分
離・合
併
）

世帯主の変
更や、世帯
を分離また
は合併する
場合

変更の事
実が発生
してから
14日以内

�届出人の本人確認書類

住所の異動届一覧

＊�いずれの場合も、代理人での届出には委任状が必要です。

　他市で発行されたマイナンバーカードをお持ちの方は、
川西市でも継続してご利用いただけます。継続利用の手続
きには、あらかじめ登録されている4桁の暗証番号が必要
です。
　転入届の際にマイナンバーカードの継続利用の手続を
されていない方は、転入してから90日以上経過するとマ
イナンバーカードは失効となりますのでご注意ください。

マイナンバーカードの継続利用

　外国人住民の方も同様に住民異動届が必要です。届出の
際は在留カード等を忘れずにお持ちください。また、お持
ちの方はマイナンバーカードも忘れずにお持ちください。
海外から入国後初めて日本に住所を登録される場合は、パ
スポートもお持ちください。

外国人住民の方

戸籍、住民票などの届出
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廃止後の取り扱い
　法改正により、通知カードに関する以下の手続きができ
ません。
通知カードの新規発行
氏名、住所などの記載事項の変更手続き
紛失などによる再発行手続き

廃止後のマイナンバー証明方法
�通知カード（住民票上の記載内容と一致しているものに
限る）
マイナンバーカード（個人番号カード）
マイナンバー入りの住民票発行

廃止後のマイナンバーの通知方法
　初めてマイナンバーが付番される方には、「個人番号通
知書」で番号を通知します。
　この通知書は、マイナンバーの証明書類としてはご使用
いただくことはできませんので、ご注意ください。

本人が直接申請する場合
　登録する印鑑（実印）と本人確認書類を持って窓口へお
越しください。
官公庁発行の顔写真付きの本人確認書類をお持ちの場合

は、登録証および印鑑登録証明書の即日交付が可能です。
　上記のような本人確認書類をお持ちでない方は、申請を
受けた後に照会回答書を送付いたします。
　登録証の交付は回答を得てからとなるため、登録証およ
び印鑑登録証明書の即日交付はできません。

代理人が申請する場合
　仕事などで本人が来られない場合は、本人からの委任状
を添えて代理人が申請することも可能です。（注：委任状
がない場合は受付できません。）委任状と登録する印鑑（実
印）、代理人の本人確認書類を持って窓口へお越しくださ
い。代理人からの申請を受けた後、申請が本人の意思に基
づくものであるかを確認するために、本人に照会回答書を
送付いたします。
登録証の交付は本人の回答を得てからとなるため、登録

証および印鑑登録証明書の即日交付はできません。

　印鑑登録は各市区町村での登録事務となります。転入前
の住所地で登録されていたとしても、転出と同時に廃止と
なっております。必要があれば再度申請してください。
　また、印鑑登録証明書は、家や土地の売買、金銭貸借など
責任の所在を証明する大切なものです。登録申請は原則と
して本人が直接窓口で行ってください。
登録できる人 �川西市に住民登録のある15歳以上の方
登録できる場所 �川西市役所本庁舎1階　市民課③窓口
登 録 手 数 料 �200円

�市民課 072-740-1165
印鑑登録

�市民課 072-740-1340
マイナンバー（個人番号）カードについて

　マイナンバーをお知らせするために送付していた「通知
カード」が、法改正により令和2年5月25日に廃止されまし
た。廃止後は、通知カードの取り扱いが変わりますのでご
注意ください。
　現在通知カードをお持ちの方は、内容に変更がない場合
や正しく変更手続きがとられているものに限り、引き続き
使用することができます。通知カードに記載されたマイナ
ンバーは、引き続き使用する番号ですので紛失しないよう
にご注意ください。

通知カード

　顔写真付きで公的な本人確認書類としてお使いいただ
けるほか、希望により国税の電子申告（e-Tax）などの電子
的行政手続きに使える電子証明書等が格納されます。
　あらかじめ交付申請をする必要があります。
　申請は、平成27年11月にお住まいへ届いた個人番号通
知カードに同封された「マイナンバーカード交付申請書」
に顔写真を貼り付けポストに投函するか、スマートフォン
等を利用したオンライン申請もできます。「マイナンバー
カード交付申請書」を紛失された場合は、市民課でお渡し
ができます。
　交付は、申請後に送られてくる交付通知書と、運転免許
証などの本人確認書類、通知カードをあわせて市民課へお
持ちください。
　詳しいお手続きについては、個人番号通知カードに同封
された申請手続きのご案内をご覧いただくか、市民課（
072-740-1340）へお問い合わせください。

マイナンバーカード

　住基カードのICチップを利用した電子証明書の交付は
平成27年12月22日で終了しました。交付期間終了後に更
新を希望される方は、マイナンバーカードを申請してくだ
さい。

電子証明書の交付
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取得できる証明書
住民票の写し・住民票記載事項証明書
印鑑登録証明書
戸籍全部（個人）事項証明書・戸籍の附票（戸籍証明は住
所地及び本籍地が川西市の方のみ）
利用できる小売店
「セブン・イレブン」「ローソン」「ファミリーマート」
「ミニストップ」「イオンリテール」「ポプラ」
※�多機能端末機（マルチコピー機）を設置していない店舗ではご
利用いただけません。
取得できる時間
毎日午前6時30分～午後11時まで（年末年始等を除く）
（但し、戸籍証明は祝日を除く月曜から金曜の午前9時～午
後5時まで）

�市民課 072-740-1165
各種証明書申請の注意点

　本人または同一世帯員の方以外からの請求には委任状
が必要となります。
　同一住所で世帯のみ分けられている場合も、委任状が必
要です。

住民票の請求について

　戸籍関係の証明書は本籍地が川西市にある方しか申請
が出来ません。
　ただし、戸籍届の受理証明書および記載事項証明に関し
ては、お届けを出された市区町村での発行となります。
また、戸籍の請求は本人、配偶者または直系親族に限られ

ます。それ以外の方からの申請には原則委任状が必要です。
なお、戸籍（除籍）謄本は本籍地が川西市でなくても申請
いただけます。ただし、本人、配偶者又は直系親族が窓口に
て官公署発行の顔写真付き本人確認書類（運転免許証、マ
イナンバーカードなど）を提示する必要があります。郵送
や代理人による請求はできません。

戸籍などの証明の請求について

種類 手数料
住民票（除票）の写し
住民票記載事項証明書 300円

印鑑登録証明書 300円
印鑑登録証（青いカード） 200円
戸籍全部（個人）事項証明書（戸籍謄（抄）本） 450円
戸籍電子証明書提供用識別符号 400円
除籍・改製原戸籍 750円
除籍電子証明書提供用識別符号 700円
戸籍証明（受理証明書・記載事項証明書） 350円
戸籍の附票 300円
身分証明書
�禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていな
い。後見の登記の通知を受けていない。
�破産宣告又は破産手続き開始決定の通知を受け
ていない。

1件につき
300円

改葬許可証 300円

※各種証明書コンビニ交付サービス
　�マイナンバーカード（利用者証明用電子証明書搭載）を持って
いる方で、以下の証明書は全国のコンビニで取得できます。

　申請の際には必ず印鑑登録証（青いカード）が必要です。
登録証がない場合は証明書の交付は出来ませんのでご注
意ください。
　証明書の申請には登録印は不要です。代理人が申請する
場合は印鑑登録証が委任状の代わりとなるので、委任状も
不要です。

各種証明書手数料一覧

印鑑登録証明書の請求について

　仕事などで、市役所の執務時間内に来られない人のため
に、電話で予約をすれば、市役所の時間外受付窓口で証明
書の交付を受けることができます。

交付できる
証明書の種類

�住民票の写し
�住民票記載事項証明書
�印鑑登録証明書

予約及び受け取り
ができる人 本人および同一世帯員の方のみ

予約受付時間

開庁時の午前9時から午後5時
時間外の予約は原則取りに来られる当日
の受付となります。
＊�ただし、土日の受け取りを希望される場
合は金曜日の執務時間内にご予約して
ください。
＊�祝日の受け取りを希望される場合は、そ
の前日（祝日が続く場合は最初の閉庁日
前日）にご予約してください。

交付時間
月曜日から金曜日
　午後5時～午後8時
土・日・祝日
　午前9時30分～午後8時

交付場所 市役所1階　休日・夜間受付窓口
（北側駐車場側）

受け取りの際に
必要なもの

�受け取りに来られた方の本人確認書類
�手数料
�印鑑登録証明書を予約された場合は、印
鑑登録証（青いカード）

※�印鑑登録証明書を予約される際には、登録番号が必要となりま
す。わからない場合は予約が出来ませんのでご注意ください。
※�別世帯・別住所の方からの予約は受け付けが出来ませんのでご
注意ください。
※�年末年始の時間外予約については、直接市民課窓口までお問い
合わせください。

住民票・戸籍証明等の郵送請求
　住民票の写し、戸籍の全部（個人）事項証明書、戸籍附票
などの証明書は郵送で請求できます。
　ただし、各行政センターでは郵送の請求は受付していま
せん。
　詳しくは市民課へお問い合わせください。

��市民課 072-740-1165
住民票の写し・印鑑登録証明書の時間外受付
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　戸籍は、夫婦・親子などの関係を生涯通じて証明する大
切なものです。
　子どもが生まれたときや婚姻、離婚、死亡等の際は、届出
してください。

�市民課 072-740-1165
戸籍の届出

種類 届出期間 届出に必要なもの 注意事項

出
生
届

生まれた日
を含め14
日以内

出生届

※�届出は本籍地・届出人
の所在地・出生地のい
ずれかへ
※�名前は常用漢字・人名
用漢字・カタカナ・ひら
がなを使用
※�届書には医師か助産師
の出生証明書への記載
が必要

婚
姻
届

届出日が法
律上の婚姻
日となりま
す

婚姻届

※�届出は本籍地・届出人
の所在地のいずれかへ
※�届書には成人2人の証
人の署名が必要

　休日または執務時間外の戸籍届書の受付は、本庁1階　
休日・夜間受付窓口（北側駐車場側）で行っています。
　なお、預かりのみで説明等は行えません。
　行政センターでは受付していません。

届書の休日・執務時間外の受付

種類 届出期間 届出に必要なもの 注意事項

死
亡
届

死亡を知っ
た日から7
日以内

死亡届

※�届出は死亡者の本籍
地・届出人の所在地・死
亡地のいずれかへ
※�届書には医師の死亡診
断書または死体検案書
が必要
※�後見人・保佐人等が届
出をする場合は別途書
類が必要

転
籍
届

－ 転籍届
※�届出は本籍地・届出人
の所在地・転籍地のい
ずれかへ

＊�戸籍に関する届出には、このほか認知・養子縁組・養子離縁・離
婚・入籍・氏と名の変更届などがあります。手続きには複雑なも
のもありますので、事前にお問い合わせください。
＊�外国籍の方は届出に必要なものが異なる場合がありますので、
事前にお問い合わせください。
＊�戸籍届出と同時に転入届をされる方は、転出証明書が必要で
す。（転入届は、平日執務時間内）
＊�国民健康保険・国民年金・児童手当等に関しては、別途手続が必
要ですので、各窓口で手続きしてください。（手続きは、平日執
務時間内）
＊�婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の届書を窓口にお持ちい
ただく方は、本人確認書類が必要ですので、運転免許証やパス
ポートなどの官公署発行の顔写真貼付の本人確認書類をお持
ちください。なお、本人確認書類をお持ちでない場合も届出は
できますが、後日本人あてに届出を受理したことをお知らせす
る文書を送付します。

　特別永住者証明書の表面に記載の、次回確認（切替）期間
をご確認ください。

写真

特別永住者証明書

次回確認（切替）
期間はこの部分
を確認してくだ
さい。この証明書は です００００年００月００日まで有効

在留資格 年齢 有効期間満了日 申請場所

特別永住者
16歳未満 16歳の誕生日まで有効

市役所
16歳以上 記載されている日付まで

有効

�市民課 072-740-1165
特別永住者証明書の有効期間について

戸籍関係の届出
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　特別永住者証明書（または外国人登録証明書）の有効期
間が近づいてきた場合や紛失・盗難等により失った場合
は、更新や再交付の申請をする必要があります。手続きは、
市役所1階市民課⑤窓口で受け付けています。

申請種別・要件等

�市民課 072-740-1165

種類 届出期間 必要なもの

有効期間更新申請
有効期間満了日
の2カ月前から
その日まで

①特別永住者証明書
②写真1枚
③旅券（ある人のみ）

再交付申請（汚損） 随時
①�特別永住者証明書
②写真1枚
③旅券（ある人のみ）

再交付申請
（紛失・盗難）

紛失などの事実
を知った日から
14日以内

①�失ったことを証する資
料（盗難届等）
②写真1枚
③旅券（ある人のみ）

氏名、生年月日、性
別、国籍地域の変
更・訂正

変更・訂正が生
じた日から14
日以内

①�特別永住者証明書�
②写真1枚
③旅券（ある人のみ）
④�変更が生じたことを証
明する文書

※�写真は提出日前6カ月以内に撮影した縦4センチ横3センチで
無帽・無背景かつ正面を向いたものをお持ちください。
申請できる方
申請は原則、特別永住者ご本人になります。ただし、16歳
未満の場合または疾病その他事由により来庁できない場
合は代理人でも可能です。代理人での申請の場合は必要な
ものが異なりますので、事前にお問い合わせください。
＊�特別永住者以外の在留資格を有する方については、在留カード
の紛失等による再交付は入国管理局で手続きしてください。
＊�既に有効期間が満了している方は、早急に切替申請をしてくだ
さい。

特別永住者証明書（カード）の交付申請

通知対象
住民票の写し及び住民票に記載した事項に関する証明書、
戸籍の附票の写し、戸籍謄抄本、戸籍の記載事項証明書等
（除住民票及び除籍謄本等を含む。）
通知内容
交付年月日、交付証明書の種類、部数及び交付請求者の区
分（代理人または第三者）
登録できる方
市内に住民登録または本籍がある方（除住民票または除籍
謄本等を含む。）
登録期間
本人の死亡または登録廃止の申出がなされるまで有効。
事前登録の申出に必要なもの
1．事前登録申出書
2．来庁者の本人確認書類
3．�法定代理人（未成年者の保護者、成年後見人など）の場合
は、戸籍謄本などのその資格を証明する書類

4．任意代理人の場合は委任状
事前登録受付 �市民課③番窓口

本人通知制度登録者
川西市に住民票または

戸籍がある

市　　役　　所

④本人へ通知 ①事前登録 ②交付請求 ③交付

住民票の写し等の請求者
代理人または第三者
（会社、司法書士等）

　本人通知制度は、事前に登録された方に対して、その方
の住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人や第三者に
交付したとき、その交付した事実を通知する制度です。
住民票の写し等の不正請求の抑止及び個人の権利の侵害

防止を図るため、平成26年3月から実施しているものです。

本人通知制度の流れ

�市民課 072-740-1165
本人通知制度
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登録する
以下のいずれかが必要です。
�販売証明書（販売店が作成したもの）
�廃車申告受付書（再登録用）
�車台番号の石ずり（車台番号が明瞭に写し出されており、目視
で正確に読み取れるもの）
＊�販売証明書（販売店が作成したもの）や廃車申告受付書（再登
録用）が無い場合、車台番号の石ずりのほか、ミニカーの登録
では車室の有無と輪距が分かる写真またはカタログ、小型特
殊自動車の登録では最高速度、車体の大きさが分かる写真ま
たはカタログ、特定小型原動機付自転車（電動キックボード）
の登録では最高速度と車体の大きさが分かる写真またはカタ
ログ
抹消する（人に譲る、スクラップにする、市外へ転出する場合な
ど）
①原動機付自転車標識交付証明書
②ナンバープレート
＊廃車申告受付書を発行します。
盗難・紛失について
盗難・紛失届の提出が必要となりますので、市民税課へ事前にお
問い合わせください。
＊�警察へ盗難届を提出されている場合は、盗難届の受理番号・届
出日・提出された警察署または交番名をお伝えください。

市県民税（個人）の申告

�市民税課 072-740-1132

市県民税・森林環境税が課税される人
　その年の1月1日現在、川西市に住んでいる人／川西市
には住んでいないが市内に事務所・事業所または家族が住
んでいる居宅がある人（市県民税のみ）

　毎年2月上旬から3月15日までに、前年の所得金額など
を申告してください。所得税の確定申告をした人や次の①
と②に該当する人は申告不要です。
①�給与所得のみで勤務先から給与支払報告書が市に提出
される人
②公的年金所得のみで控除するものがない人

市県民税・森林環境税

車種 届出先
原動機付自転車
（125cc以下）
特定小型原動機付自転車
（電動キックボード）
小型特殊自動車

川西市役所　市民税課
〒666-8501　川西市中央町12-1
740-1132

3輪・4輪の軽自動車

軽自動車検査協会　兵庫事務所
〒658-0046
神戸市東灘区御影本町1-5-5
050-3816-1847

2輪の軽自動車
2輪の小型自動車
（125ccを超えるもの）

神戸運輸監理部兵庫陸運部
〒658-0024
神戸市東灘区魚崎浜町34-2
050-5540-2066

�市民税課 072-740-1132
　毎年4月1日現在で原動機付自転車・軽自動車・小型特殊
自動車などを所有する人に課税されます。これらを取得・
譲渡などした場合、または住所や名義が変わった場合は、
下記の場所で必ず届出してください。

市外局番（072）

軽自動車税（種別割）

原動機付自転車の申告に必要なもの

�市民税課　 072-740-1132�
市税収納課 072-740-1134�
資産税課　 072-740-1133

　証明書交付の申請は次の①から③に該当する人に限り
ます（ただし住宅用家屋証明書は除きます）。
①本人（納税管理人、相続人などを含みます）
②�本人の委任を受けている人（委任状、承諾書などを持参
した人）
③�現在川西市で同一世帯の親族で本人から依頼があった
と認められる人

市税に関する証明書

市 税
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　窓口に来られる方の（＊）本人確認書類
1点確認 �官公庁が発行した顔写真付きの身分証明書

マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・
在留カード　等

2点確認 �上記以外のもの
資格確認書・年金手帳　等

＊�納税証明書の必要な方で最近納付された場合は領収書もお持
ちください（金融機関などで納付されてから収納確認ができる
まで数週間かかります）。

必要書類

　午前9時～午後5時
市役所2階税の証明受付窓口
各行政センター

　午前9時～午後9時
アステ市民プラザ（所得証明、課税・非課税証明書に限る）

　※証明書の発行は2025年12月28日で終了します。
　　午前6時30分~午後11時

�マルチコピー機のあるコンビニエンスストア
　※所得証明、課税･非課税証明書に限ります
　※マイナンバーカードが必要です

取扱窓口

証明書の種類 問い合わせ 手数料

市県民税・森林環境税課税（非
課税）証明書
　  〃  　所得証明書

総務部
市民税課
740-1132

1通につき
300円
コンビニ交付
は1通につき
150円

営業証明書 1通につき
300円

固定資産税評価証明書
　　〃　　公課証明書 総務部

資産税課
740-1133

1筆1棟につき
300円

住宅用家屋証明書
家屋1棟ごと
1通につき
1,300円

納税証明書（市県民税・森林環
境税、軽自動車税（種別割）、法
人市民税、固定資産税・都市計
画税（償却資産を含む））

総務部
市税収納課
740-1134

1通につき
300円

車検用納税証
明書は無料

市外局番（072）

証明書の種類と交付手数料

　軽自動車検査協会で、軽自動車税の納付情報をオンライ
ンで確認できるようになり、納税証明書が原則不要となっ
ています。ただし、以下の場合は、これまでどおり納税証明
書の提示が必要となります。
購入直後の中古車の納税情報
転入・転出直後のかた名義の納税情報
�納付したばかり（1カ月以内）の納税情報（納付方法に
よっては、入金確認に時間を要する場合があります）

軽自動車の車検の際に納税証明書が原則不要に

資産税課 072-740-1133
固定資産税・都市計画税

　固定資産税は毎年1月1日（賦課期日といいます）に、土
地・家屋・償却資産（これらを総称して固定資産といいま
す）を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算
定される税額を、その固定資産の所在する市町村に納める
税金です。

固定資産税とは

　固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者
です。具体的には次のとおりです。

土地
　毎年1月1日現在で、土地登記簿または土地補充課税台
帳に所有者として登記または登録されている人

家屋
　毎年1月1日現在で、建物登記簿または家屋補充課税台
帳に所有者として登記または登録されている人

償却資産
　償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

固定資産税を納める人

　固定資産税・都市計画税の対象となる固定資産の実地調
査を法に基づいて行っています。新築・増築家屋の調査に
おいては、身分証を携帯し、名札を着用した資産税課職員
が訪問し、内外部の建築資材などを調べます。これらは、翌
年度以後の税金を適正公平に納付していただくための大
切な調査ですので、ご協力をお願いします。

固定資産の調査について

　建物を取り壊した場合は、速やかに資産税課にご連絡く
ださい。ただし、年内に法務局へ滅失登記をする場合、連絡
は不要です。

家屋の滅失に関する届け出について
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第3号被保険者�
（厚生年金、共済組合加入者に扶養されている配偶者）

このようなとき どうする 必要なもの 届出先
会社などに勤め
ている配偶者に
扶養されている
人が20歳になっ
たとき

第3号被保
険者の手続
きをする

マイナンバーカード
など

配
偶
者
の
勤
務
先

結婚や減収によ
り会社などに勤
めている配偶者
に扶養されるよ
うになったとき

第3号被保
険者の手続
きをする

マイナンバーカード、
年金手帳、基礎年金番
号通知書など

住所・氏名が変
わったとき

住所・氏名
変更の手続
きをする

マイナンバーカード、
年金手帳、基礎年金番
号通知書など

年金手帳をなく
したとき

基礎年金番
号通知書の
再交付手続
きをする

マイナンバーカード、
運転免許証など

第1号被保険者の保険料について
●�保険料
　保険料は、20歳から60歳になるまでの40年間納めるこ
とになっています。
定額保険料 �月額17,510円（令和7年度分）
付加保険料 �月額� � �400円（�定額保険料にプラスして納付

希望される方）
＊�日本年金機構が発行する納付書で、全国の金融機関・郵便局・コ
ンビニで納めてください。
前納割引制度や口座振替などのお得な制度もありますので、詳
しくはお問い合わせください。
＊�令和4年4月より、年金手帳は基礎年金番号通知書に切替わり
ました。手元にある年金手帳は引き続き利用できます。
●�免除制度
　本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定基準以下で保険
料を納めることが困難な方は申請により納付が免除され
る制度で、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除が
あります。免除された期間は資格期間として計算されます
が、年金額は保険料の免除期間・額によって変動します。
●�学生納付特例制度
　学生の場合、本人の前年所得が一定基準以下であれば、
申請により保険料を猶予できる制度です。
　特例を受けた期間は、資格期間として計算されますが、
年金額には反映されません。
※学生証の写し、または在学証明書が必要です。
●�納付猶予制度
　50歳未満の方で本人および配偶者の前年所得が一定基
準以下であれば、申請により保険料を猶予できる制度で
す。猶予を受けた期間は、資格期間として計算されますが、
年金額には反映されません。

�医療助成・年金課 072-740-1171
国民年金

　日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、原
則として国民年金に加入しなければなりません。（強制
加入被保険者）なお、日本国内に住所のある60歳以上
65歳未満の方や海外に住所のある20歳以上65歳未満
の日本人は、希望により国民年金に加入することがで
きます。（任意加入被保険者）

加入する方

第1号被保険者（自営業者、農林漁業者、自由業など）

このようなとき どうする 必要なもの 届出先
増収や離婚など
で会社などに勤
めている配偶者
に扶養されなく
なったとき

国民年金の
加入手続き
をする

資格喪失証明書、年金
手帳、マイナンバー
カード、基礎年金番号
通知書など

市役所

60歳になる前に
会社などを退職
したとき

国民年金の
加入手続き
をする

任意加入すると
き・やめるとき

任意加入・
脱退の手続
きをする

年金手帳、基礎年金番
号通知書、通帳・銀行
届出印（加入のみ）

住所・氏名が変
わったとき

住所・氏名
変更の手続
きをする

市民課に提出した届
の控え、年金手帳、基
礎年金番号通知書な
ど

年金手帳をなく
したとき

基礎年金番
号通知書の
再交付手続
きをする

マイナンバーカード、
運転免許証など

第2号被保険者（厚生年金、共済組合加入者）
このようなとき どうする 必要なもの 届出先

会社などに就職
したとき

厚生年金、
共済組合の
加入手続き
をする

マイナンバーカード、
年金手帳、基礎年金番
号通知書など

勤務先住所・氏名が変
わったとき

住所・氏名
変更の手続
きをする

マイナンバーカード、
年金手帳、基礎年金番
号通知書など

年金手帳をなく
したとき

基礎年金番
号通知書の
再交付手続
きをする

マイナンバーカード、
運転免許証など

国民年金加入者の主な手続き

年金と医療保険
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●�国保をやめるとき
持参するもの

転出するとき 転出届（控）、本人確認書類、（資格確
認書）

他の健康保険に加入した
とき

新たに加入した社会保険の資格確
認書又は資格情報のお知らせ、本人
確認書類、（国保の資格確認書）

死亡したとき
死亡の証明（葬祭費の欄も参照して
ください）、本人確認書類、（資格確
認書）

生活保護を受けるとき 保護開始通知書、本人確認書類、（資
格確認書）

持参するもの
市内で住所が変わったと
き 本人確認書類、（資格確認書）

世帯主や氏名が変わった
とき 本人確認書類、（資格確認書）

世帯が分かれたり、
いっしょになったとき 本人確認書類、（資格確認書）

資格確認書又は資格情報の
お知らせをなくしたとき 本人確認書類

修学のため、子どもが他
の市区町村に住むとき

在学証明書、他の市区町村の住民
票、本人確認書類、（資格確認書）

他の市区町村の施設に入
所したとき

入所証明書、本人確認書類、（資格確
認書）

●�その他

国民健康保険の手続きの際、届出書や申請書に個人番号
の記入と、本人確認書類（官公署が発行した写真付きの
証明書）が必要になります。ただし、個人番号がわからな
い等の場合は、負担軽減を図る観点から、国民健康保険
課にて確認いたしますので、個人番号に関する書類がな
くても申請や届出をしていただけます。
同一世帯の人以外が申請する場合、手続きが異なるた
め、国民健康保険までお問い合わせください。
口座振替申込みについて
保険税の納付は原則口座振替です。

手続き場所 持参するもの

金融機関窓口
通帳、届出印、記号番号を確認でき
るもの（納付に関する通知書など）、
口座振替依頼書

市役所
国民健康保険課（1階⑩）
保険収納課（1階⑦）

キャッシュカード、本人確認書類
※�口座名義人様の来庁と暗証番号
の入力が必要です。

第2号被保険者の保険料は、給料から差し引かれます。

第3号被保険者の保険料は、厚生年金、共済組合が制度
全体で負担するため、自分で納める必要はありません。

老齢基礎年金

障害基礎年金

遺族基礎年金

寡婦年金

死亡一時金

特別障害給付金制度
　給付の手続きについては、内容によって市窓口と年金事
務所に分かれます。
●�厚生年金や国民年金保険料の納付に関する問い合わせ
　尼崎年金事務所
　〒660-0892　尼崎市東難波町2-17-55

06-6482-4591（代表）

�国民健康保険課 072-740-1170
国民健康保険

職場の健康保険（健康保険組合、共済組合など）や後期高
齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人
以外は、すべての人が国保の加入者（被保険者）となります。
　加入者には資格確認書又は資格情報のお知らせを交付
します。
　医療機関等を受診する際には、資格確認書又はマイナ保
険証を窓口にご提示ください。資格情報のお知らせのみで
は受診できません。

国保に加入する人（被保険者になる人）

持参するもの

転入してきたとき 転入届（控）、来庁者のキャッシュ
カード、本人確認書類

他の健康保険をやめたと
き

健康保険資格喪失証明書、来庁者の
キャッシュカード、本人確認書類

子どもが生まれたとき
母子健康手帳（出産育児一時金の欄
も参照してください）、本人確認書
類

生活保護を受けなくなっ
たとき

保護廃止通知書、来庁者のキャッ
シュカード、本人確認書類

　以下全ての届け出において、届け出をする人の本人確認
書類（マイナンバーカードや運転免許証など）が必要とな
ります。
●国保にはいるとき

国保の届け出に必要なもの

年金の給付について
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入院・外来・調剤薬局での支払いが高額になりそうな人
は、事前に「限度額適用認定証」の交付申請をしてください。
　また、入院したときは食費の一部を負担していただきま
す。住民税非課税世帯の方は、限度額認定証と合わせて手
続きをすることで、1食あたりの負担額が減額されます。
　なお、マイナ保険証を利用すれば、事前の交付申請手続
きなく、高額医療費制度における限度額を超える支払いが
免除されます。

高額な医療費がかかりそうな
とき（「限度額認定証」など）

厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合
　長期間にわたって高額な治療を必要とする特定疾病の
人は、自己負担額が一医療機関につき、1カ月10,000円
（人工透析が必要な70歳未満の「上位所得者世帯」に属す
る人の自己負担額は1カ月20,000円）までとなります。
　「特定疾病療養受療証」を発行しますので、交付申請をし
てください。

いったん全額自己負担したとき（療養費の支給）

注意：�支払った日の翌日から2年を過ぎると、時効により申請でき
なくなります。

マイナ保険証などを持たずに治療を受けたときや、国保を扱っ
ていない医療機関にかかったとき

治療用装具（コルセット、ギプス、義足など）を購入したとき

国保を扱っていない柔道整復師の施術代（骨折、脱臼、捻挫など）

医師から指示されたはり・きゅう・マッサージ代

海外渡航中に急病で医療機関にかかったとき（海外療養費）など

　次の場合はいったん全額自己負担となりますが、国民健
康保険課の窓口へ申請し、審査の後に自己負担分を除いた
額が支給されます。
　支給までには、審査を国保連合会で行いますので約3カ
月かかります。

　同じ月内の医療費（保険適用分）の自己負担額（医療機関
の窓口で支払う金額）が高額になったとき、申請して認め
られると、自己負担限度額を超えた金額が高額療養費とし
て後から支給されます。
　自己負担限度額は、年齢や所得によって異なります。

医療費が高額になったとき（高額療養費）

❶子どもが生まれたとき（出産育児一時金）
　国保加入者が出産したとき、出産に要する経済的負担を
軽減するため、一定の金額が支給されます。妊娠85日以上
であれば、死産・流産でも支給されます。
支給額 �488,000円（産科医療補償制度対象の場合は

+12,000円）
❷死亡したとき（葬祭費50,000円）
　国保加入者が亡くなったときに、葬祭を行った人（喪主）
に支給されます。火葬のみでも対象になります。
❸�訪問看護ステーションなどを利用したとき（訪問看護療養費）
　在宅で医療を受ける必要があると医師が認め、訪問看護
ステーションなどを利用した場合、国保が使えます。

その他の給付

　交通事故などの第三者の行為によってケガをした場合
は、原則として治療費は当事者が責任割合に応じて支払う
べきもの（自賠責保険など）ですが、手続きを行うことで一
時的に健康保険を使って治療を受けることができます。
　これは、本来当事者が負担すべきものを国保が一時的に
立て替え払いをしているものであるため、後日国保から第
三者に対して、立て替え払いをした分の責任割合に応じた
金額を請求します。
　保険を使って治療を受ける際は、必ず国民健康保険課に
届け出をしてください。

交通事故にあったとき（第三者行為）

●特定健診（無料）
　国民健康保険課から対象者に対して「特定健診受診券」
をお送りします。お手元に届いたら、健診機関へご予約の
うえ、当日は受診券とマイナ保険証または資格確認書を持
参し、受診してください。
●特定保健指導（無料）とその対象者
　特定保健指導は、特定健診の結果でメタボリックシンド
ロームの兆候がある人について案内をします。兆候の度合
いに応じて、「動機付け支援」「積極的支援」の二通りの指導
内容があります。

特定健診・特定保健指導

助成対象者 �次の4つの条件を全て満たす人
1．年度末の時点で40歳以上の人
2．�受診日または受診予定日の時点で国保に加入している人
3．保険税を完納している人（※）
� � ※�現年度分のみの滞納がある人でも、翌年5月までに完納予定

の分納誓約をし、誓約どおりに履行中の人は、助成できる場
合があります。

4．�前年度に特定保健指導の対象となった人については、そ
の特定保健指導を終了、または高血圧、高血糖、脂質異常
の治療・服薬をしていること
助成金額
人間ドックの費用（消費税を含む）の7割の金額。
ただし、助成金額の上限は24,000円。1人につき1年度（4
月～翌年3月）に1回限り。

人間ドックの費用を助成

42

２５１１川西市7(SG90)行政最終.indd   42 2025/10/09   11:09:47

�医療助成・年金課 072-740-1108
後期高齢者医療

　兵庫県内に住所を有する下記の方が後期高齢者医療の
被保険者となります。
75歳以上の人
65歳以上75歳未満の人であって、一定の障害※があり、
申請により広域連合の認定を受けた人

※�一定の障害の詳しい内容については医療助成・年金課にお問い
合わせください。

後期高齢者医療の被保険者

　後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が負担し
ます。
　保険料は被保険者全員が定額で負担する「均等割額」と、
一人一人の所得に応じて計算される「所得割額」の合計金
額となります。

兵庫県の令和7年度保険料額（一人当たり）
均等割額52,791円
所得割額（総所得金額等－基礎控除額43万円）×11.24%
均等割額に所得割額を足した合計額がその方の1年間の
保険料です。
※�保険料額（年額）上限…80万円
※保険料率等は2年ごとに見直されます。

保険料について

総所得金額等（被保険者全員+世帯主）
が次の基準額以下の世帯

軽減割合
（軽減後均等割額：年額）

基礎控除額（43万円）＋10万円×
（年金・給与所得者数－1） 7割（15,837円）

基礎控除額（43万円）+30.5万円×
被保険者数＋10万円×（年金・給与
所得者数－1）

5割（26,395円）

基礎控除額（43万円）+56万円×被
保険者数＋10万円×（年金・給与所
得者数－1）

2割（42,232円）

均等割額の軽減
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額

が次の表の基準額以下の場合、均等割額が軽減されます。
　65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金
所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定されます。

所得の低い方の軽減

保険料の納め方
　原則として、老齢基礎年金などから保険料が天引きされ
ます。これを特別徴収といいます。
　ただし、下記にあてはまる方は納付書や口座振替で個別
に保険料を納付していただくことになります。これを普通
徴収といいます。
1．年金額が年額18万円未満の人
2．�介護保険料と後期高齢者医療保険料とあわせた額が、対
象となる年金額の2分の1を超える人

3．新たに被保険者となる人や住所を異動した方
　→�一定期間は年金からの保険料の徴収は行われず、個別
に保険料を納付していただきます。

仮徴収 本徴収
期 1 2 3 4 5 6
納期 4月 6月 8月 10月 12月 2月
※�仮徴収における各期の徴収額は、原則として前年度の2月にお
支払いいただいた額になります。
※�本徴収における各期の徴収額は、原則として7月に確定する保
険料年額から、仮徴収された額を差し引き、3回に分けた額にな
ります。

　納め方によって、納期が異なります。

特別徴収（各納期の納付期日は年金支給日）

※随時納期（4月～6月）がある場合があります。

期 1 2 3 4 5 6 7 8 9
納期 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

普通徴収（各納期の納付期日は原則、月末）

納期について

所得区分 一部負担金の
割合 判定基準

低所得・一般Ⅰ 1割
同一世帯の後期高齢者医療の
被保険者全員が住民税課税所
得額28万円未満の方

一般Ⅱ
（一定以上所得） 2割

同一世帯に住民税課税所得
額28万円以上145万円未満
の後期高齢者医療の被保険
者がいる世帯の方かつ、「年金
収入」+「その他の合計所得金
額」の合計が200万円以上（被
保険者が1人）もしくは320万
円以上（被保険者が2人以上）

現役並み所得者 3割
同一世帯に住民税課税所得額
145万円以上の後期高齢者医
療の被保険者がいる世帯の方

　かかった医療費の1割または2割（現役並み所得者は3
割）を自己負担します。
一般Ⅰ・低所得者：1割／一般Ⅱ：2割／現役並み所得者：3割

一部負担金の割合
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　医療機関窓口にマイナ保険証または資格確認書を提示
してください。
　外来の際は1割（または2割、3割）を窓口で支払います。
1カ月の合計額が表1のAの限度額を超えたときには、超え
た分についてあとから払い戻しを受けられます。（同一医
療機関等の窓口でのお支払いは限度額までとなります）
　入院したときの医療費は1割（または2割、3割）で表1の
Bの限度額まで支払います。

※�低所得Ⅱ　世帯員全員が住民税非課税である方
※低所得Ⅰ　�世帯員全員が住民税非課税であって、かつ各所得

（公的年金等控除額は80万円★5として、給与所得
がある場合は給与所得額から10万円を控除して、
それぞれ計算）の合計額が0円の方

　外来の個人ごとの一部負担金の1カ月の合計が表1のA
の限度額を超えたり、同一世帯の後期高齢者医療制度の被
保険者の外来・入院の窓口での負担額の1カ月の合計が、表
1のBの限度額を超えたりした場合、限度額を超えた分が
高額療養費として支給されます。
　高額療養費は、まず個人ごとに外来分を合算してAの限
度額を適用し、次に入院分とを合わせて世帯ごとにBの限
度額を適用して計算します。
★1　�75歳になった月は、誕生日以後の後期高齢者医療制度の限

度額及び誕生日前の医療保険の限度額がそれぞれ半額にな
ります。（1日生まれの方など、加入している制度が後期高
齢者医療制度のみの場合は対象外です。）

★2　�［　］内は診療月から起算して、過去12カ月以内に世帯です
でに3回以上の高額療養費が支給されている場合、4回目か
らの額。

★3　�令和7年10月1日からは18,000円
★4　�一般区分の方については、1年間（8月～翌7月）の外来の自己

負担額の合計額に年間144,000円の上限が設けられます。
★5　�令和7年8月から80.67万円

負担
割合 所得区分

自己負担限度額（月額）
A�個人ごと（外来のみ） B�世帯ごと（外来+入院）

3割
現役
並み
所得者

Ⅲ 252,600円＋（総医療費－842,000円）×1％
［多数回該当140,100円］（★2）

Ⅱ 167,400円＋（総医療費－558,000円）×1％
［多数回該当93,000円］（★2）

Ⅰ 80,100円＋（総医療費－267,000円）×1％
［多数回該当44,400円］（★2）

2割 一般 Ⅱ

18,000円または
6,000円＋（総医療費
－30,000円）×10％
の低い金額を適用★3
［年間上限144,000円］

（★4）

57,600円
［多数回該当44,400円］

（★2）

1割

一般 Ⅰ
18,000円

［年間上限144,000円］
（★4）

低所得

Ⅱ
※

8,000円
24,600円

Ⅰ
※ 15,000円

表1　自己負担限度額（月額）★1

お医者さんのかかり方
葬祭を行った方（喪主）に、葬祭費として5万円が申請によ

り後日支給されます。医療助成・年金課へ申請してください。
申請に必要なもの
亡くなった方の資格確認書（後期高齢者医療被保険者
証）
会葬御礼はがき等（葬祭を行った方が確認できるもの）
喪主の口座番号、口座名義人が確認できるもの
喪主の本人確認書類

被保険者が亡くなったとき（葬祭費）
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　保険料の賦課期日は、年度の初日（4月1日）です。ただ
し、年度の途中で65歳になられたり転入された人は、介護
保険資格の取得日が賦課期日になります。
　保険料は3年ごとに改定され、令和6年度から令和8年度
の基準額は70,560円です。
保険料は「基準額」をもとに所得によって分かれ、毎年7月に

年間保険料が決定した後、介護保険料納入通知書を送付します。

保険料の納め方
　年金が年額18万円以上の方は原則年金からの天引き
（特別徴収）になります。

　ただし、年金額が年額18万円未満の方、年度途中で65
歳になった方、年度途中に他市町村から転入された方など
は、納付書や口座振替により納付（普通徴収）いただくこと
になります。
●�特別徴収

納期限は各月末日（土日祝の場合はその翌日）になります。
※口座振替をご希望の場合
　1．�市役所窓口でご登録→キャッシュカード、口座名義人本人確

認書類をご持参ください。
　2．�取扱金融機関でご登録→納付書、通帳、印鑑（届出印）をご用

意いただき、口座振替申込書を提出してください。

仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月

保険料決定は毎年7月になる
ことから、確定した保険料を徴
収できないため、暫定的に前年
度の2月と同額になります。

年間保険料から仮徴収分を控
除した額を3回に分けて徴収し
ます。

1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

●�普通徴収

　介護保険は、40歳以上の人が被保険者として保険料を
負担し、介護が必要となったときに、サービスを利用する
社会保険制度です。
　日常生活を送るうえで介護や支援が必要と認定される
と、費用の一部（1割から3割）を支払って、自分に合った
サービスを選択して利用する仕組みです。

�介護保険課 072-740-1148
介護保険

第1号被保険者
65歳以上の人
�介護や支援が必要と認定された場合にサービスを利用
できます。

第2号被保険者
�40歳以上65歳未満の人�
（国民健康保険や職場の医療保険に加入している人）
老化が原因とされる16の病気（特定疾病）により介護や支
援が必要と認定された場合にサービスを利用できます。

被保険者の種類

川西市の介護保険料
1．手続きの窓口
　サービスが必要となったら、介護保険課で手続きをしま
す。要介護認定申請書に介護保険の被保険者証（2号被保険
者の方は健康保険証）を添えて窓口に提出します。
　本人または家族が申請するか、指定居宅介護支援事業者
などに代行してもらいます。
　申請書には氏名等のほか、主治医の氏名等（事前に了承
を得ておいてください）、第2号被保険者の場合は特定疾病
の名称等も記載します。
　要介護認定申請書は次の場所で配布しています。
介護保険課　 地域包括支援センター

介護保険のサービスを利用するには

福 祉
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7．サービスの利用開始
●�在宅サービス
事業対象者、要支援1・2、要介護1から5の認定を受けた方

　ケアプランに基づいたサービスが利用できます。
●�施設サービス
　原則、要介護1から5の認定を受けた方（介護老人福祉施
設（特別養護老人ホーム）は原則、要介護3以上の方）
　施設サービスを利用いただくためには、希望される方や
家族が直接介護保険施設にお問い合わせいただくか、居宅
介護支援事業者のケアマネジャーにご相談ください。

8．介護保険の負担割合について
　所得が一定以上ある65歳以上の方は、介護保険サービ
スの利用者負担が2割・3割となります。ただし、高額介護
サービス費等の支給による負担上限があるため、必ずしも
1割負担の方の2倍・3倍の負担が発生するわけではありま
せん（※）。
　負担割合が2割となる方は、前年の合計所得金額が年間
160万円以上であり、同一世帯にいる65歳以上の方の前
年の年金収入とその他の合計所得の合計が、単身で280万
円以上、2人以上の世帯で346万円以上の方となります。
　負担割合が3割となる方は、前年の合計所得金額が年間
220万円以上であり、同一世帯にいる65歳以上の方の前
年の年金収入とその他の合計所得の合計が、単身で340万
円以上、2人以上の世帯で463万円以上の方となります。
（※）�高額介護サービス費については、49ページに掲載していま

す。

2．認定調査を受けます
　介護を必要とする人の心身の状況などを調べるために、
市が委託した調査員などが家庭を訪問します。
　認定調査票（全国一律）の記入を受けます。心身の状況な
どの基本調査74項目、概況調査、特記事項について、本人
と家族などから聞き取り調査を行います。

3．�主治医意見書：主治医より意見書を作成し
ていただきます

　要介護認定の申請書に記入された主治医に、市から意見
書を送付します。

4．�介護認定審査会：保健・医療・福祉の専門家
による審査会

　認定調査票・主治医意見書をもとに、川西市介護認定審
査会により申請者の要介護度を判定します。

5．認定結果の送付：申請者の要介護度の通知
　審査会の判定結果を申請者自宅等に通知します。要介護
度は要支援1・2、要介護1から5まであります。各区分ごと
に応じた限度額の範囲でサービスが利用できます。
　「非該当」となられた方でも「基本チェックリスト」によ
り「事業対象者」となることもあります。

6．ケアプランの作成
　本人、家族からの依頼により居宅介護支援事業者のケア
マネジャーや地域包括支援センターの保健師等が自宅を
訪問し、対象となる方に適切なサービスを利用いただくた
めに、本人・家族とともにサービス計画を作成します。
●�事業対象者の方
　お住まいの地域の地域包括支援センターへ
●�要支援1・2の方
　お住まいの地域の地域包括支援センター又は介護予防
の指定を受けた介護予防居宅介護支援事業所へ
●�要介護1～5の方
　居宅介護支援事業者へ
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福祉用具貸与
●�福祉用具貸与
特殊寝台
特殊寝台付属品（マットレスなど）
床ずれ予防用具（エアーマットなど）
車いす
車いす付属品
手すり
歩行器
歩行補助つえ
体位変換器
移動用リフト
スロープ
認知症老人徘徊感知器
自動排泄処理装置
●�介護予防福祉用具貸与
手すり
歩行器
歩行補助つえ
スロープ

※�要支援1・2、要介護1の方は車いすや特殊寝台等は原則として
対象になりません。
※�要支援1・2、要介護1・2・3の方は、自動排泄処理装置は原則と
して対象になりません。

短期入所生活介護（ショートステイ）・介護
予防短期入所生活介護
　介護老人福祉施設などに、短期間入所し、食事、入浴、そ
の他の日常生活上の介護や機能訓練などを行います。

短期入所療養介護（ショートステイ）・介護
予防短期入所療養介護
　介護老人保健施設などに、短期間入所し、医学的管理下
での介護やその他の日常生活上の介護や機能訓練などを
行います。

訪問介護（ホームヘルプ）・介護予防訪問介護
　ホームヘルパーが家庭を訪問して行う身体介護や日常
の生活援助を行います。

訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入

浴の介助を行います。看護師などが健康チェックも行います。

訪問看護・介護予防訪問看護
　訪問看護ステーションなどの看護師、保健師などが家庭
を訪問して、主治医の指導等にもとづいて、病状の観察や、
療養上の看護などを行います。

訪問リハビリテーション・介護予防訪問リ
ハビリテーション
　理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問して、主治医
の指示等にもとづいて、日常生活の自立を助けるためのリ
ハビリテーションを行います。

通所介護（デイサービス）・介護予防通所介護
　デイサービスセンターなどに通い、食事、入浴の提供や、
機能訓練、レクリエーションなどを行います。

通所リハビリテーション（デイケア）・介護
予防通所リハビリテーション
　医療施設や介護老人保健施設などに通い、理学療法士や
作業療法士によるリハビリテーションを行います。

在宅介護サービス
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福祉用具購入費の支給・介護予防福祉用具購
入費の支給
　要介護状態区分にかかわらず、各年度で10万円を上限
額とします。
腰掛け便座　　 スロープ
入浴補助用具　 歩行補助つえ
簡易浴槽　　　 歩行器（車輪なし）
自動排泄処理装置の交換可能部品
排泄予測支援機器
移動用リフトのつり具の部分

（注）�福祉用具の購入は指定を受けた事業所からの購入の
場合のみ対象となります。

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
　医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して、医学的な
管理や指導を行います。

特定施設入居者生活介護・介護予防特定施
設入居者生活介護
　有料老人ホームなどに入居している方が、必要な日常生
活上の支援や介護を行います。

住宅改修費の支給・介護予防住宅改修費の支給
　要介護状態区分にかかわらず、被保険者証の住所地にあ
る住居で20万円を上限額とします。
廊下や階段、浴室への手すり設置
段差解消
滑り防止のための床材変更
引き戸への扉の取り替えなどの小規模な改修
和式便器から洋式便器への取替え

（注）�事前に承認を受ける必要がありますので担当のケアマネ
ジャー等にお問い合わせください。

　川西市民のみが利用可能なサービスです。

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）・
介護予防認知症対応型共同生活介護
　認知症の状態にあり、要介護認定を受けた方が5人から
9人で共同生活をし、家庭的な雰囲気の中で、介護スタッフ
による食事、入浴、排泄など日常生活の支援や機能訓練な
どを受けられます。
※要支援1の方は入居できません。

小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多
機能型居宅介護
　通所を中心に、訪問や泊まりのサービスを組み合わせ
て、サービス提供を行います。

認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応
型通所介護
　認知症の方に、専門的なケアを提供し、食事、入浴の提供
や、機能訓練、レクリエーションなどを行います。

地域密着型通所介護
　定員18人以下のデイサービスセンターなどに通い、食
事、入浴の提供や、機能訓練、レクリエーションなどを行い
ます。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
　介護サービスと看護サービスで連携を図り、1日複数回
の「短時間の定期訪問」と「随時対応」が受けられます。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
　定員29人以下で、施設サービス計画に基づいて、介護な
どの日常生活の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の管
理が受けられます。

地域密着型サービス
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　介護保険で利用できる施設サービスは介護老人福祉施
設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院の
4種類あります。治療が中心か、介護が中心か、またどの程
度医療上のケアが必要かなどによって入所する施設を選
択します。

施設介護サービスの利用者負担
　施設サービスを利用する場合の利用者負担は
　　1．介護サービス費用の1割から3割
　　2．居住費
　　3．食費
　　4．理美容などの日常生活費等
　をあわせた額となります。

施設介護サービス

　食事や排泄などで常時介護が必要で、自宅では介護が困
難な高齢者が入所します。
　食事、入浴、排泄など日常生活の介助、機能訓練、健康管
理などが受けられます。
※原則、要介護3・4・5の方が入所できます。

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

　病状が安定し、自宅へ戻れるようリハビリに重点を置い
たケアが必要な高齢者が入所します。
　医学管理下での介護、機能訓練、日常生活の介助などが
受けられます。

介護老人保健施設（老人保健施設）

　長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者が入所
します。「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」
などの医療機能と「生活施設」としての機能を兼ね備え、医
療と介護が受けられます。

介護医療院

区分 負担の上限額
（月額）世帯の課税状況 所得状況

課税世帯

課税所得690万円以上（年
収約1,160万円以上） 140,100円（世帯）

課税所得380万円～690
万円未満（年収約770万円
～年収約1,160万円未満）

93,000円（世帯）

課税所得380万円未満（年
収約770万円未満） 44,400円（世帯）

世帯全員が
市民税非課税

前年の合計所得金額と公
的年金収入額の合計が
80.9万円超

24,600円（世帯）

前年の合計所得金額と公
的年金収入額の合計が
80.9万円以下

24,600円（世帯）
15,000円（個人）

生活保護受給している方等 15,000円（個人）
※世帯とは、住民基本台帳上の世帯員のことです。
※�負担の上限額（月額）は、住民基本台帳上の世帯において、介護
サービスを利用した人全員の合計の上限額を指します。

同じ月に利用した介護サービス利用者負担（1～3割）の合
計が高額になり、下記の負担の上限額を超えたときは、超え
た分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
　支給を受けるためには申請が必要となります。支給対象
となる方には、市から通知を送付します。
※�施設サービスの食費・居住費・日常生活費など介護保険対象外
の費用は含まれません。

高額介護サービス費について
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高齢者住宅等安心確保事業
�介護保険課 072-740-1148

　高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）に生活援助員
を派遣し、生活指導、相談、安否の確認、一時的な家事援助、
緊急時の対応などのサービスを行います。市内のシルバー
ハウジングは、県営清和台東高層住宅、市営加茂桃源住宅
団地、県営川西下加茂高層住宅の3カ所で、利用料は利用者
世帯の所得税額により月額0円から4,900円。

在宅高齢者介護手当支給事業
�介護保険課 072-740-1148

　介護保険で要介護4・5の認定を受け、過去1年間介護保
険のサービスを受けていない高齢者を家庭で介護してい
る人に年額10万円を支給します。（所得制限あり）

家族介護用品支給事業
�介護保険課 072-740-1148

　同居する全員が市民税非課税で、要介護4又は5の認定
を受けた高齢者を家庭で介護している人に、家族介護用品
（紙おむつ・尿取りパット）を、月額6,250円分を限度に自
宅へお届けします。限度額を超えた全額が自己負担となり
ます。

認知症みまもり登録
�川西市中央地域包括支援センター�
072-755-7581

　概ね65歳以上の高齢者で、認知症などにより行方不明
になるおそれのある方を事前に登録し、地域でのみまもり
を通じて、万一行方不明になった場合に早期の捜索開始・
発見につなげます。みまもり登録の登録者はGPS利用助
成、認知症損害賠償保険の制度を利用できます。（申請要）

�地域福祉課、介護保険課
高齢者の福祉

緊急通報装置の貸与
�地域福祉課 072-740-1174

　65歳以上の一人暮らしの高齢者などが、自宅で急病に
なった場合などの緊急時にすぐ通報できるよう非常用ペ
ンダントと専用装置を貸出し、緊急時の援助体制の向上を
図ります。費用負担あり。

高齢者外出支援サービス
�地域福祉課 072-740-1174

　毎年4月1日時点で介護保険で要介護3以上の認定を受
けており、介護保険施設に入所していない65歳以上の在
宅高齢者に、タクシー、リフト（スロープ）付きタクシー又
はストレッチャー装備タクシーを使用する際の費用を一
部助成します。

住宅改造費助成
●�介護保険の要介護・要支援をお持ちの方（特別型）
　介護保険課　 072-740-1149
●�上記以外の方（一般型）
　地域福祉課　 072-740-1174
65歳以上の高齢者が居住する住宅をバリアフリー化（手

すりの設置や段差解消など）する際にかかる工事費用の一
部を助成します。ただし、工事契約の締結後や工事完了後
に申請はできないため、必ず事前にお申込みください。
一般型では、ヒートショック対策にかかる工事費用の一

部も助成します。

高齢者福祉サービス
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●�地域包括支援センター
　地域包括支援センターは、高齢者のみなさんが住みなれ
た地域で、安心した生活が続けられるように支援する地域
の総合相談窓口です。相談は無料ですので、お気軽にご相
談ください。

　介護保険サービスのご利用を希望される場合は、次の連
絡先へご相談ください。
※�お問い合わせは、月～金曜日（祝日・休日を除く）の各受付時間
内にお願いいたします。

認知症行方不明者SOSネット
�川西市中央地域包括支援センター
072-755-7581

　認知症などで万一行方不明になった場合、事前に登録さ
れたメールアドレスに配信し、メールを使って協力者へ連
絡し地域ぐるみで早期の捜索開始・発見につなげます。

救急医療情報キット配布事業
�地域福祉課 072-740-1174

　70歳以上の一人暮らし高齢者などに、救急時に必要な
情報を保管する救急医療情報キットを担当民生委員より
希望される方に配布します。

“かけはし”　成年後見制度の利用について
�川西市成年後見支援センターかけはし
072-764-6110

　高齢者や障がい者など、判断能力に不安のある方が適切
に成年後見制度などの利用につながるようお手伝いしま
す。

高齢者優待施設利用証発行
�地域福祉課 072-740-1174

　65歳以上の高齢者に優待施設（川西市市民温水プー
ル、川西市郷土館など）で割引が受けられる利用証を発
行します。写真1枚（縦3センチ×横2センチ）が必要で
す。
　なお、利用証がなくても、年齢確認ができる証明書
（運転免許証、医療保険被保険者証、パスポート等）があ
れば高齢者割引は受けられます。

主な業務内容
●�総合相談支援業務
　地域の高齢者や家族からの介護を含めた多様な相
談を総合的に受け、介護保険サービスをはじめ、様々
な制度や地域の資源を活用し、総合的な支援を行い
ます。
●�権利擁護業務
　高齢者が、様々な社会生活上の困難を抱えても、地
域で自分らしく安心して生活ができるよう、高齢者
の人権に関する相談に対応します。（消費者被害の防
止、成年後見制度の活用、高齢者虐待の防止等）
●�包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
　高齢者が、地域において自立した日常生活ができ
るよう、医療（主治医等）、福祉（ケアマネジャー等）、
保健（保健師等）、地域（民生委員児童委員、地区福祉
委員等）の連携により、適切な社会資源を切れ目なく
活用できるよう支援していきます。
●�介護予防ケアマネジメント事業および指定介護予
防支援
　介護保険の認定結果により、事業対象者や要支援1
と2になられた方や、要介護状態になるおそれのある
方で介護予防のためのサービスを利用する方に対し
て、利用者本人や家族の希望を聞きながら、利用者の
状態に応じた介護予防ケアプランの作成や、作成し
たプランに基づいて必要なサービスを手配します。
●�その他
介護予防教室の開催
福祉サービスや介護保険の申請代行
高齢者の実態把握
保健福祉サービスの広報・啓発
認知症の相談

51

２５１１川西市7(SG90)行政最終.indd   51 2025/10/20   16:09:53



訪問担当区域
（アイウエオ順）

ア
カ
タ
ナ

ハ

マ
ヤ

鴬台1丁目～2丁目　　鴬が丘
錦松台
滝山町8番
西多田1丁目1番・2番
西多田字上平井田・南野山・湯山裏
萩原2丁目～3丁目
萩原台東1丁目～2丁目
萩原台西1丁目～3丁目
南野坂1丁目～2丁目
湯山台1丁目～2丁目

訪問担当区域
（アイウエオ順）

カ

サ

ハ
マ

加茂1丁目～6丁目
久代1丁目～6丁目
栄根2丁目（1～6番除く）
下加茂1丁目～2丁目
東久代1丁目～2丁目
南花屋敷1丁目～4丁目

川西南地域包括支援センター
（〒666-0025　加茂3-13-26）　 072-755-3315
受付時間 �午前8時45分～午後5時30分

訪問担当区域
（アイウエオ順）

ア

カ
サ

タ

ハ

マ

鴬の森町
小花1～2丁目　　小戸1～3丁目
霞ケ丘1～2丁目　　絹延町
栄町
栄根1丁目・栄根2丁目1～6番
滝山町（8番除く）　　中央町
寺畑1～2丁目　　出在家町
花屋敷1～2丁目　　花屋敷山手町
萩原1丁目　　日高町
火打1～2丁目
丸の内町　　満願寺　　満願寺町
松が丘町　　美園町

川西地域包括支援センター
（〒666-0016　中央町15-27）　 072-755-1041
受付時間 �午前8時30分～午後5時

明峰地域包括支援センター
（〒666-0138　西多田字平井田筋5）　 072-793-2703
受付時間 �午前9時～午後5時30分

訪問担当区域
（アイウエオ順）

サ
タ

ナ

ハ

ヤ

新田1～3丁目　　新田
多田院1～2丁目　　多田院（多田院
字滝ヶ原・駒塚・井戸ヶ上除く）
多田院多田所町
多田院西1～2丁目（5番除く）
多田桜木1～2丁目　　
鼓が滝1～3丁目
西多田（西多田字上平井田・南野山・
湯山裏除く）
西多田1丁目（1・2番除く）・2丁目
東多田1～3丁目　　東多田
平野1～3丁目　　平野
矢問1～3丁目　　矢問東町

多田地域包括支援センター
（〒666-0121　平野2-11-5）　 072-790-1301
受付時間 �午前8時30分～午後5時

訪問担当区域
（アイウエオ順）

カ
サ
マ

向陽台1丁目～3丁目
水明台1丁目～4丁目　　清流台
緑台1丁目～7丁目

緑台地域包括支援センター
（〒666-0116　水明台1-1-198）　 072-792-6055
受付時間 �午前9時～午後5時30分

訪問担当区域
（アイウエオ順）

ア
カ
サ

タ

マ
ヤ
ワ

赤松　　石道　　芋生
けやき坂1丁目～5丁目
清和台東1丁目～5丁目
清和台西1丁目～5丁目
多田院字滝ヶ原・駒塚・井戸ヶ上
多田院西2丁目5番
虫生
柳谷
若宮

清和台地域包括支援センター
（〒666-0142　清和台東2-4-32）　 072-799-6800
受付時間 �午前9時～午後6時
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訪問担当区域
（アイウエオ順）

カ
サ
タ

ナ

ハ

マ

ヤ

国崎　　黒川　　下財町
笹部1丁目～3丁目　　笹部
大和東1丁目～5丁目　
大和西1丁目～5丁目
長尾町　　西畦野1丁目～2丁目
西畦野
一庫　　一庫1丁目～3丁目
東畦野1丁目～6丁目
東畦野山手1丁目～2丁目　　
東畦野
丸山台1丁目～3丁目　
見野1丁目～3丁目
緑が丘1丁目～2丁目　
美山台1丁目～3丁目
山原1丁目～2丁目　　山原
山下町　　山下　　横路

東谷地域包括支援センター
（〒666-0152　丸山台3-5-6）　 072-790-4055
受付時間 �午前8時45分～午後5時30分

主な業務内容 各地域包括支援センターの統括機能

川西市中央地域包括支援センター
（〒666-8501　中央町12-1　川西市役所介護保険課内）
072-755-7581
受付時間 �午前9時～午後5時

�公益社団法人 川西市シルバー人材センター
（〒666-0017　火打1-10-9）
072-758-6234

入会や仕事のご依頼など、お気軽にお電話・
ご相談ください。
　川西市シルバー人材センターは、市の外郭団体として、
公共性が極めて高く、営利を目的としていない「公益社団
法人」です。
　川西市内に住む60歳以上の方が、社会参加や生きがい、
仲間づくり、健康づくりなどのため、センターの「会員」と
なって、長年培った豊かな経験や知識、技能などを活かし
ながら、生き活きと働いています。
　会員となって、生きがいや健康づくりなどのために、一
緒に働きませんか。
　また、当センターでは、市内の企業や家庭、官公庁などか
ら、いろいろな仕事を受けています。

いろいろなお仕事をお受けします
植木の剪定　　　　　　 除草（新規は機械刈りのみ）
施設やマンションの管理・清掃
店舗での作業（清掃・商品の陳列・カートの運搬など）
工場内の軽作業　　　　 事務所の経理事務
チラシなどの各戸配布　 パソコンの入力作業
宛名や賞状書き
家事（掃除・洗濯・炊事など）の手伝い
育児の支援（子どもの世話など）
大型ゴミ（家電リサイクル対象品は除く）の搬出 など。

高齢者の社会参加・生きがい

　概ね60歳以上の会員が組織し、生きがいや健康づくり
のための活動を通じ、生活を豊かにするとともに、明るい
長寿社会づくりに資することを目的に活動しています。
（会費が必要）
（お問い合わせは、川西市老人クラブ連合会事務局（ 072-
756-8810　※毎週火・金13：00～16：00のみ）まで）

老人クラブ
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18歳以上：障害福祉課　 072-740-1178 18歳未満：こども支援課　 072-740-1400
障がいのある人の福祉

身体障害者手帳
　視覚、聴覚、平衡機能、音声言語そしゃく機能、肢体や心
臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓、HIV感染に
よる免疫機能に障がいがある方が対象です。

療育手帳
　知的または発達障がいと判定された方が対象です。

精神障害者保健福祉手帳
　精神障がいのために長期にわたり日常生活や社会生活
への制約がある方が対象です。

福祉サービス利用の手続き
　障がい者の福祉サービスの体系は以下のとおりです。利用は障がい者の心身の状況、社会活動や介護者などの状況、サー
ビスの利用意向、訓練・就労に関する評価を把握したうえで決定します。

介
護
給
付

居宅介護（ホームヘルプ） 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います

重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人、重度の知的障がい者・行動上著しい困難
を有する精神障がい者に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援など
を総合的に行います

同行援護 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供（代筆・代読
を含む）、移動の援護などの外出支援を行います

行動援護 自己判断能力の制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、
外出支援を行います

重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います

短期入所（ショートステイ） 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設などで、入浴、排せつ、食事
の介護などを行います

療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および
日常生活上の介護を行います

生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活
動または生産活動の機会を提供します

施設入所支援
（�障害者支援施設での夜間ケア等） 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護などを行います

障がい福祉サービス一覧

手帳の交付
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訓
練
等
給
付

自立訓練（�機能訓練・生活訓練） 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向
上のために必要な訓練を行います

就労移行支援 一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上の
ために必要な訓練を行います

就労継続支援（雇用型・非雇用型） 一般企業などでの就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上
のために必要な訓練を行います

共同生活援助（グループホーム） 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います

自立生活援助
施設入所支援や共同生活援助などを利用した後、単身などで自立した日常生活を営む上で
の問題に対する支援が見込めない人に、訪問や相談対応により日常生活を営むための環境
整備に必要な援助を行います

就労定着支援 一定期間、生活介護・自立訓練・就労移行支援及び就労継続支援を利用した後、一般企業に
雇用された人に、雇用に伴う日常生活または社会生活の問題に関する支援を行います

就労選択支援 就労移行支援や就労継続支援の利用を希望している人や利用している人に、就労アセスメ
ントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援します。

地
域
生
活
支
援
事
業

移動支援（ガイドヘルプ） 円滑に外出できるよう、移動を支援します

地域活動支援センター 創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流などを行う施設です

日中一時支援 介護負担の軽減のため、昼間一時的に施設で預かります

訪問入浴サービス 自宅で入浴が困難な重度身体障がい者を対象に、訪問により入浴サービスを提供します

障
害
児
支
援

児童発達支援 心身の発達に心配のある障がい児を対象に、運動面、精神面の発達を促し、生活する力が身
につくよう援助します

居宅訪問型児童発達支援
人工呼吸器装着、その他日常的に医療を要する児童、重い疾病のため感染症にかかるおそ
れがあり外出が困難な児童などに対し、満18歳に達するまで居宅を訪問して日常生活にお
ける基本動作の指導、生活能力の向上に必要な訓練などを行います

放課後等デイサービス 就学中の障がい児を対象に、放課後や夏休みなどの休業日に、生活能力向上のために必要
な訓練、社会との交流の促進などを行います

保育所等訪問支援 児童指導員や保育士が保育所などを訪問し、障がいのある児童が集団生活をしやすくなる
ように、児童・先生・保護者に対して支援します
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名称 内容

（1）特別障害者手当
20歳以上の在宅の重度障がい者で、常
時日常的に特別の介護を必要とする方
に支給します。所得制限があります。

（2）障害児福祉手当
20歳未満の在宅の重度障がい児で、日
常生活において常時介護を必要とする
方に支給します。所得制限があります。

（3）�重度心身障害者（児）
介護手当

身体障害者手帳1・2級又は療育手帳
Ａを所持している65歳未満の方を
在宅で介護している家庭に支給しま
す。非課税世帯のみ対象。

（4）�特別児童扶養手当
身体又は精神に政令で定める程度の
障がいのある20歳未満の方を扶養
している家庭に支給します。所得制
限があります。

重度（中程度）障がい者（児）医療費助成
�医療助成・年金課 072-740-1108
身体障害者手帳1～3級の方、療育手帳Ａ、B1の方、精神障

害者保健福祉手帳1・2級の方に、所得により医療費の自己
負担額の一部を助成します。　※詳細はP79をご覧ください。

自立支援医療（更生医療）
�障害福祉課 072-740-1178

　18歳以上の身体障がい者が更生するために必要な医療
で、その障がいを除去又は軽減し、職業能力を増進したり、
日常生活をたやすくするための医療です。通常、一般医療
が終了した人に対して適用され、指定医療機関において専
門的に行われるものです。原則、医療費の1割負担となりま
すが、所得により負担上限額が設定されます。

自立支援医療（育成医療）
�こども支援課 072-740-1400

　18歳未満の障がい児又は障がいに係る医療を行わない
ときは将来障がいを残すと認められる疾患がある児童で、
その身体障がいを除去、軽減する手術等の治療によって確
実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力
を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うもので
す。原則、医療費の1割負担となりますが、所得により負担
上限額が設定されます。

自立支援医療（精神通院医療）
�18歳以上：障害福祉課　　 072-740-1178
18歳未満：こども支援課　 072-740-1400

　精神疾患のため外来通院した際の医療費の自己負担分
を助成します。原則、医療費の1割負担となりますが、所得
により負担上限額が設定されます。

手当
�（1）（3：18歳以上）障害福祉課
072-740-1178�

（2）（3：18歳未満）（4）こども支援課
072-740-1179

医療費助成
住宅改造費助成
障がい者（身体及び知的）が住み慣れた住宅で安心して生

活ができるよう、段差解消や浴室等の改造工事にかかる経
費の一部を助成（限度額あり）します。所得制限があります。

自動車改造費助成
　上肢・下肢・体幹機能障がい者が、就労等のために自ら所
有し、運転する自動車の改造にかかる経費を助成（限度額
あり）します。所得制限があります。

補装具・日常生活用具の給付
●�補装具
　補聴器や車椅子・義手・義足等身体の機能障がいを補う
補装具の購入や修理費用を給付します。
※購入前に申請してください。
　費用は補装具により基準額があり、原則として、費用の1
割負担が必要です。所得制限があります。
●�日常生活用具
　重度障がい者などが日常生活をより円滑に行うことが
できるよう、ストーマ装具等日常生活用具にかかる費用を
給付します。
※購入前に申請してください。
　費用は日常生活用具により基準額があり、原則として、
費用の1割負担が必要です。所得制限があります。

難病患者等の日常生活用具の給付
　18歳以上の方で、在宅で生活されている難病患者等の
方に日常生活用具の費用を給付します。
※購入前に申請してください。
　費用は日常生活用具により基準額があり、原則として、
費用の1割負担が必要です。所得制限があります。

助成

自動車税の減免 伊丹県税事務所　 785-7451
軽自動車税の減免 市民税課　　　　 740-1132
所得税の控除 伊丹税務署　　　 779-6121
市県民税の控除 市民税課　　　　 740-1132

有料道路の通行料金の割引 18歳以上：障害福祉課
740-1178

18歳未満：こども支援課
740-1400NHK放送受信料の減免

旅客運賃の割引 各交通機関

市外局番（072）

減免・割引など

心の健康に関する相談
心の相談
�障害福祉課 072-740-1178

　ストレスや引きこもりなど、心の疾患でお悩みの方やそ
の家族を対象に、専門医による相談を実施。
　前日までに障害福祉課へ予約してください。
日 時 毎月第3金曜日午後1時30分～3時30分
場 所 �市役所会議室
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保育所名 運営
＊ 住所 電話・

ファクス 定員

川西南保育所 市 〒666-0024
久代2-12-4

759-6994
ファクス自動切替 80

小戸保育所 市 〒666-0014
小戸3-8-6

757-5865
ファクス自動切替 90

多田保育所 市 〒666-0122
東多田1-16-20

793-7127
ファクス自動切替 110

川西中央保育所 市 〒666-0017
火打1-3-5

759-2123
ファクス自動切替 60

ちきゅうっこ
保育園 社福

〒666-0006
萩原台西
1-299-3

740-5725
740-5726 120

つくしんぼ
保育所 NPO

〒666-0111
大和東3-1-4

794-0602
794-0760 50

つくしんぼ保育
所畦野駅前分園

〒666-0112
大和西1-65-3

794-1107
ファクス自動切替 10

川西共同保育園
社福

〒666-0014
小戸3-12-10

757-9525
757-9526 80

川西共同保育園
栄町分園

〒666-0033
栄町13-4

758-3798
755-9299 20

パステル保育園 社福 〒666-0002
滝山町3-11

757-1888
755-6328 120

畦野こどもの里
保育園 社福 〒666-0117

東畦野1-18-32
794-5359
794-5396 110

多田こどもの森
保育園 社福 〒666-0125

新田1-5-10
744-0758
744-0759 110

山子屋保育園 NPO 〒666-0153
一庫字区田3-1

795-0373
795-0376 30

エンゼルキッズ
多田 学 〒666-0122

東多田3-4-6
790-1000
790-1010 40

鶴之荘保育園 学 〒666-0014
小戸1-6-13

758-2020
758-2010 40

アイグラン保育園
キセラ川西 株 〒666-0017

火打1-22-22
759-3105
744-1245 70

トレジャーキッズ
かわにし保育園 株 〒666-0003

丸の内町14-21
744-5488
ファクス自動切替 60

令和7年4月1日現在
●�保育所 市外局番（072）

�入園所相談課 072-740-1175
保育施設

保育所への入所申し込みや入所相談
　市内在住で、家庭で保育ができない状態にある世帯の乳
幼児を保護者に代わってお預かりします。
　ただし入所時期や児童の年齢によって、空き状況が異な
りますので、入所をお考えの方はお気軽に入園所相談課ま
でお問い合わせください。
　詳しい申請方法や申込書類は下の2次元コードでご確認
ください。

保育料に関して
　保育料は、前年度の世帯の収入に応じて決定します（3～
5歳児は無償）。
　延長保育利用の場合は、別途延長保育料が必要です。

保育所・認定こども園・小規模保育事業所
（県または市が認可した教育・保育施設）

保育所

子育て
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●�認定こども園（保育所型）※定員は1号認定児を含む
市外局番（072）

認定こども園名 運営
＊ 住所 電話・

ファクス 定員

山下教会
めぐみ園 宗 〒666-0105

見野2-35-3
794-0180
ファクス自動切替 105

●�小規模保育事業所 市外局番（072）

小規模保育事業所名 運営
＊ 住所 電話・

ファクス 定員

清和台おうち
保育園 社福 〒666-0142

清和台東3-1-8
799-9266
ファクス自動切替 19

●�認定こども園（幼保連携型）※定員は1号認定児を含む
市外局番（072）

認定こども園名 運営
＊ 住所 電話・

ファクス 定員

新清和台
こども園 学

〒666-0143
清和台西4-3-165

799-4000
799-2310 345〒666-0143

清和台西4-2-97
799-7000
799-5800

エンゼルキッズ山下
（新清和台こども園
分園）

学 〒666-0105
見野2-24-11-301

795-2800
795-3939 20

美山こども園 学 〒666-0151
美山台3-5-2

794-5355
794-4117 245

めぐみ学園 学 〒666-0142
清和台東4-3-5

799-0317
799-1213 310

川西けやき坂
保育園 社福 〒666-0145

けやき坂1-21-6
799-6117
799-6127 93

認定こども園
あおい宙川西 社福 〒666-0024

久代6-1-91
767-1510
758-8885 133

向陽台あすの
こども園 社福 〒666-0115

向陽台3-11-64
744-0425
744-0426 117

認定こども園
かわにしひよし 学 〒666-0016

中央町15-11
759-0124
759-0134 150

川西仏光
こども園 社福 〒666-0024

久代1-11-18
768-7585
768-7586 93

牧の台みどり
こども園 市 〒666-0111

大和東1-47-5
794-3496
744-0270 130

加茂こども園 市 〒666-0025
加茂3-13-22

759-7205
768-9756 230

川西こども園 市 〒666-0021
栄根1-1-1

759-1001
767-1034 130

川西北こども園 市 〒666-0003
丸の内町7-1

759-8342
757-1802 180

小規模保育事業所名 運営
＊ 住所 電話・

ファクス 定員

はっぴぃばーす 株
〒666-0105
見野2-35-8
エスポワール山下1F

744-3725
744-3724 19

栄根おうち
保育園 社福 〒666-0021

栄根2-6-26
755-8056
ファクス自動切替 19

キッズスクェア
ウッディトーマス 合同 〒666-0121

平野2-11-12�2F
793-8838
767-1838 19

あおい宙くしろ 社福 〒666-0024
久代4-5-28 755-0234 19

YMCA
かわにし保育園 学 〒666-0015

小花1-4-11-101
758-4678
758-4792 19

アップル保育園
久代 株 〒666-0024

久代2-5-37
759-1101
759-1102 19

リトルワールド
川西池田駅前
保育園

株 〒666-0021
栄根2-7-32-1-103

767-9600
767-9601 19

小花にこのいえ
保育園 株 〒666-0015

小花2-22-1 759-5650 12

栄町にこのいえ
保育園 株 〒666-0033

栄町11-3-2
755-5185
ファクス自動切替 19

＊�運営欄…市＝川西市、社福＝社会福祉法人、NPO＝NPO法人、�
学＝学校法人、宗＝宗教法人、株=株式会社、合同=合同会社

企業主導型保育事業所
　企業が設置する保育所です。従業員以外の方
も利用できます。施設の一覧は右記2次元コー
ドよりご確認ください

その他の認可外保育施設
令和7年4月1日現在
市外局番（072）

事業所名 所在地 電話・FAX

Ｋ・Ｉキッズ保育園 〒666-0123
鼓が滝1丁目4番18号

792-9788
792-9788

ウッディトーマス
おひさま組

〒666-0121
平野2丁目11番12号
3F

793-8838
767-1838

きららの森のいえ 〒666-0101
黒川谷垣内141-1

090-7763-
2885
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小学校名 住所 クラブ名 電話

清和台小学校 〒666-0142
清和台東2-2-2 ひまわりクラブ 799-4191

清和台南小学校 〒666-0143
清和台西5-1-2

こんぺいとうクラ
ブ 798-0946

かりんとうクラブ 764-7885

川西養護学校
〒666-0143
清和台西2-3-
81

こんぺいとうクラ
ブ分室

080-
4237-9430

けやき坂小学校
〒666-0145
けやき坂3-1-
2

ぽてとクラブ 799-2490

オリーブクラブ 799-9779

東谷小学校 〒666-0105
見野2-30-1

やまびこクラブ 794-6982
どんぐりクラブ 794-6983

牧の台小学校 〒666-0111
大和東1-47-1

あめんぼクラブ 794-4954
なのはなクラブ 794-7222

北陵小学校 〒666-0152
丸山台1-3-2

イルカクラブ 794-3737
ペンギンクラブ 794-6005

●�民間留守家庭児童育成クラブ� 市外局番（072）

※�各民間育成クラブの入所・運営に関するお問い合わせは、上記
連絡先までお問い合わせください。

クラブ名 住所 電話
学童保育ケティーハウス萩原台
（特定非営利活動法人）

〒666-0006
萩原台西1-68�1F

757-7600
学童保育ケティーハウス
（特定非営利活動法人）

〒666-0124
多田桜木2-5-18�
3F

森っこクラブこどもの家
（社会福祉法人）

〒666-0124
多田桜木2-12-6�
2F

767-1178

里っこクラブこどもの家
（社会福祉法人）

〒666-0105
見野3-8-20�3F 768-9620

山の子LIVES
（特定非営利活動法人）

〒666-0105
見野2-24-9�2F 794-8375

けやキッズ
（合同会社）

〒666-0145
けやき坂3-30-9

070-
2675-9934

キッズクラブ川西北
（特定非営利活動法人）

〒666-0017
火打1-23-25 744-1424

小学校名 住所 クラブ名 電話

久代小学校 〒666-0024
久代3-27-9

オレンジクラブ 759-3094
アップルクラブ 744-1144

加茂小学校 〒666-0025
加茂3-14-1

さくらんぼクラブ 758-0783
マスカットクラブ 744-0757

川西小学校 〒666-0021
栄根1-1-1

つくしんぼクラブ 758-3191
つばめクラブ 768-6662
めだかクラブ 758-3197

桜が丘小学校 〒666-0032
日高町4-1

あじさいクラブ 758-9434
すずらんクラブ 744-3015

川西北小学校 〒666-0003
丸の内町7-1

たつのこクラブ 758-3193
らっこクラブ 758-3198

明峰小学校 〒666-0006
萩原台西3-242

そよかぜクラブ 757-6242
はるかぜクラブ 757-6249

多田小学校 〒666-0126
多田院1-4-1 とんぼクラブ 793-4259

多田東小学校 〒666-0122
東多田3-21-1

こすもすクラブ 792-7429
なでしこクラブ 792-7449

緑台小学校 〒666-0115
向陽台1-7-1 たんぽぽクラブ 792-9048

陽明小学校
〒666-0115
向陽台 3 - 6 -
219

ゆうやけクラブ 793-7513

留守家庭児童育成クラブへの入所申し込みや入所相談
　小学1年生から6年生の児童で、保護者が就労などによ
り、月曜日から土曜日までの間で3日以上かつ午後3時以
降まで家庭を留守にするため、適切な保育を継続的に受け
られない児童が対象です。
●�市立留守家庭児童育成クラブ� 令和7年4月1日現在

市外局番（072）

�入園所相談課　 072-740-1215�
（支援員募集）教育保育職員課�
　　　　　　　 072-740-1242

留守家庭児童育成クラブ
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自立支援教育訓練給付金
　ひとり親家庭の父または母が、仕事に必要な資格を取得
するために厚生労働大臣指定の教育訓練講座を受講する
場合、費用の一部補助します。

高等職業訓練促進給付金等
　ひとり親家庭の父または母が看護師や介護福祉士など
の資格取得のため6か月以上養成機関等で修業する場合
に、生活の負担軽減を図るため、促進給付金と修了支援給
付金を支給します。

母子・父子家庭就業支援
　職業安定所と連携し、就業に関する情報提供を行い、就
業に結びつく支援を行います。

母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度
　母子及び父子並びに寡婦世帯の自立支援と、児童の福祉
増進のために必要な資金の貸し付けを行います。

JR通勤定期割引制度
　児童扶養手当を受給している世帯の方がJR通勤してい
る場合、通勤定期券を割引購入できます。

川西市婦人共励会
　母子家庭の母及び寡婦で構成する団体で、ひとり親家庭
の方の、自立と生活の向上を目的とする団体で、講座等の
行事を実施しています。

�こども支援課 072-740-1179
支給対象 �高校生年代まで（18歳の誕生日後の最初の3月

31日まで）の児童を養育している方
※公務員の方は勤務先から支給されます。

支 給 額
児童の年齢 児童手当の額（1人当たり月額）

3歳未満 15,000円
3歳以上高校生年代まで 10,000円（第3子以降は30,000円）
※�「第3子以降」のカウントは、受給者に経済的負担のある大学生
年代（22歳の誕生日後の最初の3月31日まで）までの子の中で
行います。
※�原則として偶数月に、それぞれの前月分までの手当を支給しま
す。

現況届
　制度改正により、一部の受給者を除き、現況届の提出が
不要になりました。状況に変更があった方は、お申し出が
必要です。

こんなとき 手続きに必要なもの

新
規

出生・離婚など
受給資格が生じたとき

①�請求者名義の金融機関口座
のわかるもの
②�健康保険証のコピー（厚生年
金等に加入されている方）
③�請求者・配偶者の個人番号が
わかるもの
※�別途書類の提出を求める場
合があります

川西市に転入したとき

そ
の
他

転出するとき

－市内で住所が変わったとき
受給者、児童の名前が
変わったとき
口座を変更されるとき 金融機関口座のわかるもの
支給対象となる児童の数
が変わったとき －

児童手当に関する届出

児童手当

子育て支援

※�児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりま
すが、申請日が翌月になっても、出生日や異動日の翌日から15
日以内であれば申請月分から支給します。申請が遅れると、原
則、遅れた月分の手当を受けられなくなります。

児童扶養手当
　児童扶養手当は、父または母と生計をともにできない児
童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助けるた
めに、児童の父または母や父または母に代わってその児童
を養育している人に支給されます。父または母に極めて重
度の障がいがある場合にも支給されます。
※所得制限があります。
※�児童扶養手当での「児童」とは、18歳に達する日以降の最初の3
月31日までにある子ども、または20歳未満で心身に中度・重度
の障害がある子どもをいいます。

�こども支援課 072-740-1179

ひとり親家庭支援

　特別児童扶養手当は、身体または精神に政令で定める程
度の障がいのある20歳未満の児童を育てる父や母、また
は父母に代わってその児童を養育している人に支給され
ます。
※所得制限があります。

�こども支援課 072-740-1179
特別児童扶養手当

プレイルーム
　未就学児と保護者・妊産婦を対象として「プレイルーム」
を開放しています。子育て支援相談員がおり、情報提供や
相談、子育てグループの活動支援など、楽しく子育てでき
るよう様々なサポートを行っています。

こども若者相談センター（キセラ川西プラザ3F）
072-740-1248

家庭児童相談室
　18歳未満の子どもの養育にかかわる相談の窓口です。
家庭総合相談員が相談に応じます。
●�子育て家庭ショートステイ
保護者が一時的に子ども（18歳未満）の養育が困難となっ

た場合、原則7日間を限度に市が指定する児童福祉施設や里
親でお預かりします。保護者の所得に応じた費用が必要です。

こども若者相談センター（キセラ川西プラザ2F）
072-740-1152

子育て支援
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●�こども・若者ステーション プレイルーム
　（�〒666-0017　火打1-12-16 キセラ川西プラザ　福祉
棟3F）

　月～金曜　午前9時30分～正午、午後0時30分～4時
　子育て相談（来所・電話）　月～金曜　午前9時～午後5時
※�祝日・年末年始はお休み
●�アステ市民プラザ子育て支援ルーム
　（�〒666-0033　栄町25-1 アステ川西6階　 072-
740-1125）

　月～日曜 �午前9時45分～12時15分
午後0時30分～午後4時

　子育て相談（来所・電話）
　月～日曜 午前9時45分～午後4時
※毎月第3金曜日。年末年始はお休み
●�明峰地区プレイルーム（TSUNAGARI）
　（�〒666-0006　萩原台西3-1-2-202 萩原壱番館2F　

072-759-9000）
　月～金曜　午前9時～午後2時
※�祝日・年末年始はお休み
●�出張プレイルーム“とことこ”
　けやき坂公民館・北陵公民館へ出張します。

保育所・認定こども園の地域子育て支援拠点
　保護者の方同士の情報交換や、保育士への育児相談な
ど、さまざまな子育てサポートを行っており、子育て中の
保護者と未就学のこども・妊産婦なら誰でも気軽に利用し
ていただけます。
地域子育て支援センター「タブリエ」
…パステル保育園内
�地域子育て支援ルーム「アップルただ」
…川西市立多田保育所内
�地域子育て支援ルーム「アップルちゅうおう」
…川西市立川西中央保育所内
�地域子育て支援ルーム「アップルみなみ」
…川西市立川西南保育所内
�地域子育て支援ルーム「アップルまきのだい」
…川西市立牧の台みどりこども園内
�地域子育て支援ルーム「アップルかも」
…川西市立加茂こども園内
�地域子育て支援ルーム「キオラクラブ」
…向陽台あすのこども園内
�子育て支援室「まるの間」
…清和台おうち保育園内

※いずれも祝日・年末年始はお休みです。

すくすくベビールーム
授乳やおむつ替えができるスペースを確保している公共

施設等を「すくすくベビールーム」として登録し、広くPRし
ています。

一時預かり保育
　保護者の急用やリフレッシュの時などのために1歳～未
就学の子どもを一時的にお預かりします。（要事前登録）
●�こども若者相談センター

072-740-1248
●�牧の台みどりこども園　地域こども預かり保育

072-794-3496

こんにちは赤ちゃん全戸訪問事業
　生後4カ月までの赤ちゃんがいる家庭を子育てコーディ
ネーターが全戸訪問し、子育てに関する相談や情報提供を
行います。
こども政策課 072-740-1246

かわにしファミリーサポートセンター
072-740-6800

　「通院や買い物の間に子どもを見ていてほしい」、「子ど
もの保育所や習い事の送迎をお願いしたい」などのちょっ
とした育児の困りごとをサポートする会員制の組織です。
　0歳から小学校6年生までの子どもが対象で、依頼・協力
ともに会員登録が必要です。

久代児童センター
（〒666-0024　川西市久代3-16-30　 072-756-1321）
　プレイルームや遊戯室、図書室等を備え、自由に利用で
きます。（登録が必要）年齢に応じたプログラムやイベント
を実施しています。

川西児童館（川西市総合センター）
（〒666-0032　川西市日高町1番2号　 072-758-8398）
　幼児と保護者を対象とした子育て事業や幼児、児童を対
象とした遊び場の開放、夏休みの子ども教室などを開催
し、子どもの健全育成を行います。

幼稚園・保育所・こども園の園庭開放
�教育保育課 072-740-1212

�地域福祉課 072-740-1172
民生委員・児童委員

　子育てや介護の悩み、障がいのある方、高齢者など、支援
を必要としている地域住民の身近な相談相手として、大
切な役割を担う民生委員・児童委員に関することについて
は、地域福祉課へお問い合わせください。

民生委員・児童委員に関すること
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�教育保育課 072-740-1254
　市立学校の年間行事や取り組みについて紹介や、災害時
の対応について案内しています。

災害時の対応
　市立小・中学校、川西養護学校における災害時対応は、下
記のとおりです。
　川西市で震度5弱以上のゆれを観測した場合、臨時休業
とします。（前日の午後4時45分以降に観測したものを含
む。川西養護学校は川西市または猪名川町を対象とする）
　川西市に「暴風・大雨・洪水警報、大雪警報」又は、特別警
報（暴風・大雨・大雪）のいずれかが発表された場合
※�川西養護学校については、川西市・猪名川町のいずれかに上記
警報が発表された場合
①午前7時現在
　�「暴風警報」「大雨警報」「洪水警報」「大雪警報」又は、特別
警報（暴風・大雨・大雪）のいずれかが発令中の時自宅待機
②�午前9時までに「警報」が解除時、または「注意報」に切り
替えられた時（川西養護学校については、午前8時）安全
に注意して登校園させる。
③�午前9時現在
　�引き続き「警報」が発令中の時（川西養護学校について
は、午前8時）臨時休業とする。

年間行事・災害時の対応
�入園所相談課 072-740-1175

川西市立幼稚園
●�園区について
　住所地により定められた園区がありますが、園区外の幼
稚園への入園も可能です。
　ただし、園区内の入園希望者を優先します。
　園区の一覧は下の2次元コードでご確認ください。

園名 所在地 電話・
ファクス

久代幼稚園 〒666-0024
久代2-12-1

759-7698
ファクス自動切替

多田幼稚園 〒666-0126
多田院1-4-3

793-2030
ファクス自動切替

園名 所在地 電話・
ファクス

鶴之荘幼稚園 〒666-0014
小戸1-15-13

759-9159
ファクス自動切替

親和幼稚園 〒666-0031
霞ヶ丘1-3-10

759-7008
759-8424

藤ヶ丘幼稚園 〒666-0137
湯山台1-38-4

793-6264
793-2081

緑台幼稚園 〒666-0129
緑台4-1-27

793-0970
ファクス自動切替

平野幼稚園 〒666-0116
水明台4-4-5

793-5381
ファクス自動切替

私立幼稚園（川西市内）
R7.4.1現在

市外局番（072）

幼稚園

教育と生涯学習

●�保育の期間について
　4・5歳児の2年保育です。
●�保育料について
　保育料は無料です。
　実費（教材等）、預かり保育料などが必要な場合がありま
す。
●�入園手続きについて
　入園希望先の幼稚園で手続きをお願いします。

R7.4.1現在
市外局番（072）

　幼稚園のほか、認定こども園の1号認定（教育標準時間認
定、いわゆる幼稚園部）として入園することも可能です。
　園の一覧は58ページでご確認ください。
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�教育総務課 072-740-1256
学校名 所在地 電話番号

久代小学校 〒666-0024　久代3-27-9 759-3132

加茂小学校 〒666-0025　加茂3-14-1 759-1325

川西小学校 〒666-0021　栄根1-1-1 759-1110

桜が丘小学校 〒666-0032　日高町4-1 758-9450

川西北小学校 〒666-0003　丸の内町7-1 759-3880

明峰小学校 〒666-0006　萩原台西3-242 757-8834

多田小学校 〒666-0126　多田院1-4-1 793-0018

多田東小学校 〒666-0122　東多田3-21-1 792-2967

緑台小学校 〒666-0115　向陽台1-7-1 793-0223

陽明小学校 〒666-0115　向陽台3-6-219 793-4415

清和台小学校 〒666-0142　清和台東2-2-2 799-0730

清和台南小学校 〒666-0143　清和台西5-1-2 799-1254

けやき坂小学校 〒666-0145　けやき坂3-1-2 799-3946

東谷小学校 〒666-0105　見野2-30-1 794-0033

牧の台小学校 〒666-0111　大和東1-47-1 794-2537

北陵小学校 〒666-0152　丸山台1-3-2 794-5440

川西南中学校 〒666-0024　久代3-3-1 759-4985

川西中学校 〒666-0037　松が丘町1-1 759-2473

明峰中学校 〒666-0137　湯山台1-39-1 793-6260

多田中学校 〒666-0125　新田2-29-1 793-0022

緑台中学校 〒666-0115　向陽台3-11-35 793-8322

清和台中学校 〒666-0143　清和台西2-3-57 799-3418

東谷中学校 〒666-0105　見野1-9-1 794-0038

川西養護学校 〒666-0143　清和台西2-3-81 799-1456

市立学校一覧
市外局番（072）

小・中・特別支援学校

入学手続き
　小・中学校に新入学される児童・生徒には、1月末までに
入学通知書を送付します。
　国立・私立等の学校へ入学するときは、教育総務課へ届
け出てください。
　また、外国籍の方で就学を希望される場合は教育総務課
へ申し出てください。

転入してくるとき
　事前に学校へ連絡してください。転入届の手続きをされ
たら、転入学通知書が発行されますので、前の学校で受け
取った在学証明書と教科書給与証明書を転校先の学校へ
提出してください。

転出するとき
　事前に学校へ連絡してください。転出届の手続きをされ
たら、転退学通知書が発行されますので、在学する学校へ
提出してください。学校から在学証明書と教科書給与証明
書を渡しますので、転校先の学校へ提出してください。

市内で転居するとき
　校区が変わる場合は、転入・転出と同様の手続が必要で
す。

隣接校区校選択希望制度
　小学校または中学校の新入学時に限り、隣接する校区の
学校へ入学を希望できる制度です。
　希望できる範囲や人数に制限があります。希望する場合
は申請が必要です。対象者には、10月初旬に案内を送付し
ます。

就学校変更・区域外就学
教育委員会が定める許可条件に該当する場合、保護者の

申請に基づき、校区以外の学校へ就学することができます。

就学援助制度
　経済的な理由により、学校における学用品や給食等の教
育費の支払いが困難な保護者に対し、その費用の一部を援
助しています。就学援助を希望する場合、在学校または、教
育総務課へ申請してください。

市立学校について
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献立・調理・食材
　献立は「おいしくて、栄養豊富で、安全なものを子どもた
ちに！」を合言葉に作られています。
　本市の小学校と川西養護学校では自校調理方式で、中学
校はセンター方式で完全給食を実施しています。自校方式
の給食室では調理担当職員が、中学校給食センターでは㈱
川西学校給食サービスのスタッフが腕によりをかけて「手
作りの味」を大切に調理しています。
　主食は、基本的に米飯です（小学校では月1回程度、パン
もあります）。米は、兵庫県産を使用しています。
　副食で使用している食材は、国産を優先し、特に、生鮮野
菜・果物や肉類等は、地産地消を基本に、県内産や近隣府県
で生産された物の確保に努めています。

食物アレルギー対応
　食物アレルギーを有する児童生徒の一人でも多くが、学
校生活を円滑に送れるようにサポートするためマニュア
ルを作成しており、学校給食においてはこのマニュアルに
基づき小学校では卵の除去食を実施しています。中学校給
食センターでは除去食と代替食調理のほか献立不使用対
応を含めて特定原材料等28品目全てに対応しています。
　医学的取扱いが必要ですので、各学校において、対象者
と個別に面談することによって実情を把握し、各種手続き
や準備が整いしだい開始しています。

給食課　　　　　　　　　 072-740-1243
�川西市中学校給食センター 072-755-1355

学校給食

　児童生徒の発達や教育的ニーズを踏まえつつ、課題予
防・早期対応といった課題対応の側面のみならず、児童生
徒の発達を支えるような生徒指導に着目し、一人ひとりの
可能性を最大限に伸ばす教育を推進します。
　また、自他の生命を大切にする心を育てるために生きる
喜びや、命の尊さが実感できる教育を推進します。

＝川西の体験学習＝出会い・ふれあい・ときめき
　人・くらし・自然とのふれあいをとおした連続的な体験
学習を実施しています。

環境体験事業（対象：小学3年生）
　平成19年度より県の事業として、自然に触れることに
よって、自然に対する畏敬の念をはじめ、命の大切さ、命の
つながり、美しさに感動する精神的な豊かさを得るととも
に「生きる力」を養うことを目的として実施しています。

里山体験学習事業（対象：小学4年生）
　平成20年度5校、平成21年度より全16校実施している
川西独自の事業です。
　日本一の里山である市内の黒川地区を舞台とした里山
体験学習をすることで、自然に対する畏敬の念をはじめ、
生命のつながり・環境保護の大切さ等を実感し、美しさに
感動する豊かな心を育み、川西の持つ豊かさ（ひと・歴史・
文化・自然等）を活用し、心優しい児童の育成を図ることを
目的とし実施しています。

自然学校推進事業（対象：小学5年生）
　昭和63年度より県の事業として、学習の場を教室から
豊かな自然の中に移し、児童が人や自然、地域社会とふれ
合い、理解を深めるなど、様々な体験活動を通して、自分で
考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する力
や、生命に対する畏敬の念、感動をする心、共に生きる心を
育むなど「生きる力」の育成を目的として実施しています。

青少年芸術体験事業「わくわくオーケストラ教室」
（対象：中学1年生）
　平成18年度から実施している県の事業で、本格的な交
響楽団の演奏に親しむことや関連施設の見学を通して、音
楽を愛好する心情を育てるとともに、音楽に対する感性を
培い、豊かな情操を養うことを目的に実施しています。

トライやる・ウィーク（対象：中学2年生）
　平成10年度から実施している県の事業で、地域や自然
の中で生徒の主体性を尊重した体験活動を通して、豊かな
感性や創造性などを自ら高めたり、自分なりの生き方を見
つけることができるように支援する「生きる力」の育成を
目的として実施しています。

�教育保育課 072-740-1254
豊かなこころを育む学校教育の推進
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　こども若者相談センターには、川西市内に住む18歳ま
でのお子さんとその保護者の方が困ったり、悩んだりした
時に相談できる相談部門があります。
　相談部門では、不登校や親子関係、しつけ、子育てに関す
る相談に加え、発音やことばの遅れなど、言語・発達に関す
る相談を行っています。寄せられた相談について、臨

りん
床
しょう
心
しん

理
り
士
し
と言

げん
語
ご
聴
ちょう
覚
かく
士
し
という資格を持った相談員が対応して

います。
　臨床心理士は、カウンセリングや遊戯療法を、言語聴覚
士は、ことばの悩み相談や言語訓練、構音指導などを行っ
ています。
　上記の相談以外にも進路や学習、友だち関係など、さま
ざまな相談内容に経験豊かな相談員が対応しています。
　相談時間は年末年始、祝日を除く、平日午前9時～正午、
午後0時45分～午後5時までの間で、お子さんや保護者の
方の相談を受け付けています。

こども若者相談センター（キセラ川西プラザ内）
教育相談専用ダイヤル
072-757-8080

教育相談

　「家にひきこもっている」「人と接するのが苦手」「就職し
ても続かない」等の不安や悩みに対して、専任の相談員が
お話を聞いて解決への糸口を一緒に見つけていきます。
　対象は、川西市内に住むご本人（概ね中学校卒業後～39
歳まで）とその保護者の方で、まずはお電話で予約してく
ださい。
開 催 日 �平日（土日祝、年末年始除く）
開催時間 �午前9時～正午、午後0時45分～午後5時（1回

50分程度）
相談場所 �こども若者相談センター

（キセラ川西プラザ　福祉棟2F）

こども若者相談センター（キセラ川西プラザ内）
子ども・若者総合相談専用ダイヤル
072-758-5044

ひきこもり等の相談

　「子どもの登校しぶりについて悩んでいる」など、学校以
外の場で、子どもについて相談できる専門の相談員になり
ます。子どもの気持ちに寄り添った支援を行います。
　市立小中学校と川西養護学校を訪問していますので、電
話か学校にお声かけください。
　ヤングケアラーの相談窓口もこちらになります。

こども若者相談センター（キセラ川西プラザ内）
072-758-8680

スクールソーシャルワーカー
（SSW）の相談

�生涯学習課 072-740-1244
生涯学習

　義務教育修了年齢以上の視覚障がい者または言語・聴覚
障がい者を対象に、社会人として広い教養や実用的な知
識・技能などを習得するとともに、広く県民との交流の場
を通して相互理解を深め、ともに生きる喜びを創造する場
を提供します。

阪神青い鳥学級
　川西市のほか、伊丹市、宝塚市、三田市、猪名川町在住で
義務教育修了年齢以上の視覚障がい者が対象。

阪神くすの木学級
　川西市のほか、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、
三田市、猪名川町在住で義務教育修了年齢以上の言語・聴
覚障がい者が対象。

募集時期
　阪神青い鳥学級……�8月頃広報誌に募集記

事を掲載予定
　阪神くすの木学級…�8月頃広報誌に募集記

事を掲載予定

　中央図書館は、JR・私鉄等の駅前商業ビル「アステ川西」
の4階・5階にあり、通勤・通学・買い物などでお出かけの時
でも、お気軽にご利用ください。
開館時間 平　　　　　日　�午前10時～午後7時（5階は

午後5時まで）
　　　　���土・日曜日・祝日　午前10時～午後5時
休 館 日 �毎週火曜日（祝日と重なる場合はその翌日）、月

末館内整理日（ただし、火・土・日曜日・祝日と重
なるときはその前日）、年末年始、特別整理期間

貸 出 �1人図書12冊、CD2点まで、2週間以内
アクセス �阪急電鉄・能勢電鉄「川西能勢口」駅より徒歩3

分、JR「川西池田」駅より徒歩5分
（専用駐車場はありません）

住 所 �〒666-0033　栄町25-1（アステ川西内）
ホームページ
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/kawanishi/

�中央図書館 072-755-2424

兵庫県身体障害者社会学級

図書館
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名称 住所 電話
牧の台会館
（単独館）

〒666-0112
大和西2-5-1 794-7699

多田東会館
（単独館）

〒666-0124
多田桜木1-7-24 792-1450

川西南会館
（公民館と併設）

〒666-0024
久代3-16-29 757-8623

明峰会館
（公民館と併設）

〒666-0006
萩原台西3-282-11 759-6901

多田会館
（公民館と併設）

〒666-0126
多田院1-5-1 793-0011

緑台会館
（公民館と併設）

〒666-0115
向陽台1-6-38 792-4951

清和台会館
（公民館と併設）

〒666-0143
清和台西3-1-7 798-1280

東谷会館
（公民館と併設）

〒666-0105
見野2-21-11 794-0004

満願寺ふれあい会館
（単独館）

〒666-0891
満願寺町5-22 756-1244

けやき坂会館
（公民館と併設）

〒666-0145
けやき坂2-63-1 798-0770

北陵会館
（公民館と併設）

〒666-0152
丸山台1-5-2 794-9090

加茂ふれあい会館
（単独館）

〒666-0025
加茂3-13-23 757-0210

川西北会館
（公民館と併設）

〒666-0017
火灯1-12-16 758-0103

●�使用条件・料金等
　各センターにお電話いただく、又は市ホームページをご
覧ください。

コミュニティセンター
　住民の自治意識の高揚と連帯感を深め心豊かな地域社
会の向上を図るため、コミュニティづくりに向けて地域住
民の各種会合や行事などの展開のための拠点として設置
した施設です。
●�各コミュニティセンター 市外局番（072）

�参画協働課 072-740-1600
参画と協働

　「まちづくり出前講座」は、市民の皆さんに市政やまちづ
くりへの関心や理解を深めていただき、皆さんと一緒に今
後のまちづくりについて考えていこうとするものです。
　詳しくは市ホームページや、市役所などに備え付けてい
るパンフレットをご覧ください。

まちづくり出前講座

　パブリックコメント（意見提出手続）とは、市が、重要な
計画等を策定する際に、市民等が意見等を述べる機会を保
障し、また提出された意見に対する市の検討結果を公表す
る一連の手続きをいいます。
市では、川西市参画と協働のまちづくり推進条例（平成

22年10月1日施行）第9条において、この意見提出手続につ
いて定め、市民の皆様の市政への参画の促進、市政の透明
性・公正性の向上を図ることを目的として実施しています。
実施方法
パブリックコメントを実施するときは、市広報誌でお知ら
せのうえ、計画案等を市役所や公民館等の公共施設で閲覧
できるようにする他、市ホームページに掲載します。
ぜひ市民の皆様の貴重なご意見をお聞かせください！

パブリックコメント

�参画協働課 072-740-1600
地域・市民活動

　各地域では、地域づくり一括交付金を活用し、地域の特
性を生かした様々な事業に取り組まれます。

コミュニティ組織

地域住民で
使い道を
決めて使う

市

地域づくり
一括交付金⬅

地域分権による地域づくりの推進
　市では、概ね小学校区単位で自治会をはじめ各種団体が
一体となって活発に活動されているコミュニティ組織を
基盤に、地域活動の活性化を図るため、地域分権による地
域づくりを推進しています。
　地域の特性（課題や資源など）に応じ、地域住民の皆さ
んの話し合いの下、柔軟な使い方ができるよう、コミュニ
ティ組織に対して「地域づくり一括交付金」を交付します。

地域分権・コミュニティ

市民活動・人権
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自治会に加入しましょう
自治会は、住民が相互に協力・交流・連携を図りながら親睦

を深め、自分たちの住む地域をよくしていこうという地域住
民の総意により結成された団体です。その区域に住所を有す
る方ならだれでも任意で会員になることができます。
　自治会は、それぞれが地域の諸行事の実施や日常生活上
の諸問題の解決に向けた幅広い活動に取り組んでいます。
　阪神・淡路大震災や東日本大震災をはじめとする災害
時において、コミュニティの必要性が再認識されている
中、まちづくりの要となる自治会の役割はますます重要と
なっています。
　ぜひ、自治会に加入していただきますよう、ご理解とご
協力をお願いします。なお、ご加入に際し、地域の自治会が
分からない場合は参画協働課までお問い合わせください。
●�主な活動例
行政情報などの回覧や会報の回付など情報提供
レクリエーションなどの親睦や交流の場づくり
クリーンアップ、公園や花壇の世話など環境美化活動
�一人暮らしの高齢者への訪問や募金活動など社会福祉
活動
ごみステーションの設置や管理
交通安全や防犯、防災など生活安全活動
自治会館の新設や管理など活動拠点の整備

自治会

�人権推進多文化共生課 072-740-1150
人権・男女共同参画・多文化共生

　川西市では、人権擁護都市宣言、非核平和都市宣言、男女
共同参画条例などの理念に基づき、市民一人ひとりの人権
が尊重される人権文化に満ちたまちづくりをすすめてい
ます。毎月第3金曜の午後1時～4時（祝日の時は、前日）に
は、人権擁護委員による特設人権相談を実施しています。
※相談は無料（予約優先）

人権相談など

�子どもの人権オンブズパーソン事務局
（人権推進多文化共生課）　 072-740-1235

　友だちとのこと、学校のこと、家族とのこと　など
　ひとりで悩まないで！子どももおとなもオンブズへ

子どもの人権

川西市子どもの人権オンブズパーソン

�事務局：国際交流協会
kawanishi.ia@gmail.com

川西市国際交流協会

市内の国際交流活動を推進するため平成4年に設立されました。
　外国人のための日本語講座（木曜午後6時30分～8時：ア
ステ川西6階アステ市民プラザ）などを実施しています。

　川西市では、国連の「子どもの権利条約」の理念に基
づき、子どもの人権擁護と救済を図るために、平成11
（1999）年4月、全国で初めて市の条例によって、行政から
独立した公的第三者機関として「子どもの人権オンブズ
パーソン」を設置し、一人ひとりの子どもの人権が大切に
され、希望を持ちながら幸せに暮らせるまちづくりを推進
しています。

『子どもの人権オンブズパーソン』って？
「子どもの話を聞いて、一緒に考え、手助けする人」という
意味で、不登校やいじめ、暴力、虐待、差別、体罰等の人権侵害
など、子どもをめぐるさまざまな問題で、一人で悩んだり苦
しんだりしている子どもを支援する役割を担っています。
主な活動は、①「相談」および関係者との「調整」活動、②子ど

もの擁護・救済の申立てやオンブズパーソンの自己発意による
「調査」と、必要に応じて関係機関に勧告や意見表明等を行う活
動、③人権侵害の未然防止などへの「広報・啓発」活動です。

オンブズパーソンのスタッフは？
児童福祉・社会的養護の専門家、子どもの権利NPO代表、

弁護士の3人のオンブズパーソンと、最初に相談を受ける4
人の経験豊かな調査相談専門員らが、子どもからのSOSを
受けとめ、『子どもの最善の利益（子どもにとって一番いいこ
と）』をめざし、困っていることや悩んでいることの問題解決
に向けて、子どもに寄り添いながら一緒に考えていきます。

どのような相談が？
友だちとのこと、学校のこと、家族とのこと、不登校など、

子どもに関わることで、「困っている」・「悩んでいる」・「つら
い」・「苦しい」・「助けてほしい」と思ったときは、ひとりで抱
え込まないで、子どももおとな（保護者・教員・民生児童委員
など）も、気軽に相談してください（秘密は守ります）。

相談の対象者や方法などは？
対象者
市内に在住・在学・在勤している18歳未満の子どもと、そ
の子どもに関わるおとな
※�18・19歳であっても、18歳未満の人が在学する学校に在籍し
ているものは対象となります。
相談日時
月曜日から金曜日の午前10時～午後6時（休日は除く）
相談方法
電話相談　�フリーダイヤル　0120-197-505（無料）

（携帯電話・PHSからも利用できます）
※相談の受付時間外は、留守番電話へ

直接面談　�市役所5階　1番　
子どもの人権オンブズパーソン事務局

ファクス　072-740-1233
手紙　〒666-8501　オンブズパーソン あて

※受付だけなら、インターネットからでもできます。
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�川西市立総合医療センター：〒666-0017　川西市火打1-4-1 0570-01-8199（ナビダイヤル）
病床数
　405床全室個室（うち7割は無料個室）

アクセス
　阪急・能勢電鉄川西能勢口駅または絹延橋駅から徒歩約
10分
●�送迎バス（無料）
　川西能勢口駅バスロータリー　阪急バス1番乗り場から
乗車
　平日（月～金曜日）の午前8時15分から午後3時5分まで
の間20～30分間隔で運行
●�駐車場
　キセラ川西の共用駐車場をご利用いただけます。
　平日午前中は、キセラ川西プラザ第1駐車場が優先駐車
場となります。
（満車時には同プラザ第2・第3駐車場も利用可）
●�駐輪場
　敷地北側（自転車およびバイク用）

相談
　患者支援センターにおいて、入退院支援、治療や療養生
活に関する相談などを行っており、患者様・ご家族の方を
サポートしています。

川西市立総合医療センター

診療科目
●�29診療科
　内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、腎臓内科、糖
尿病・内分泌内科、血液内科、神経内科、ペインクリニック
内科、感染症内科、外科、消化器外科、呼吸器外科、乳腺外
科、脳神経外科、整形外科、形成外科、産婦人科、小児科、耳
鼻咽喉科、眼科、泌尿器科、皮膚科、精神科、救急科、麻酔科、
放射線科、病理診断科、リハビリテーション科
●�14センター
　循環器センター、消化器センター、脳卒中センター、周産
期センター、乳腺センター、糖尿病・生活習慣病センター、
オンコロジーセンター、人工関節センター、生殖医療セン
ター、救急センター、内視鏡センター、急性期リハビリテー
ションセンター、IBD（炎症性腸疾患）センター、脊椎セン
ター

診療日
　月～金曜日（受付は午前8時30分～午前11時30分、診療
は午前9時～午後5時）
　日曜日、祝日、年末年始は休診
※土曜日は一部特殊外来のみ診療。

診療案内

健康と保健
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病気の早期発見と早期治療を

項目 日・受付時間 内容 料金 受診の方法
一般健康診査
18歳～39歳（★）の市民
◆�マイナ保険証または資格
確認書を持参

毎週月・火曜日
午後

（歯科健診）…第1・3・
5火曜日同時実施。

【ご注意】
特定健康診査は受診
券（医療保険者が発
行）が届いてから予
約を

問診、診察、身体計測、血液検査（貧血・中性脂肪・肝機
能・LDLコレステロール・HbA1c等）、尿検査

（特定健康診査）
◆�心電図・眼底検査は、検査や問診などで条件を満た
し、医師が必要と認める場合のみ実施

（後期高齢者健康診査オプション検査）
希望者に心電図検査と腫瘍マーカー検査（CEA・
AFP）を健診とセットで実施
注）�腫瘍マーカー検査で全てのがんが発見できるわ
けではありません。早期発見のためにも、がん検
診とあわせて受診されることをお勧めします。

1,000円 ※1

インター
ネット
または
電話予約

特定健康診査
40歳（★）～74歳
◆�受診券（医療保険者が発
行）、マイナ保険証または
資格確認書を持参

医療保険者の
定める負担額

後期高齢者健康診査
満75歳以上等（65～74歳の
後期高齢者被保険者を含む）
の市民
◆�マイナ保険証または資格
確認書を持参

〔受診券は不要です〕

無料
（オプション
検査）
心電図
1,300円
腫瘍マーカー
2,300円

肝炎ウイルス検診
（40歳以上の未受診者、また
は41歳以上のハイリスク者）

原則、特定・後期高齢者健康診査とセットで実施（ハ
イリスク者＝肝機能障がい疑い者は単独検診も可）
問診、血液検査（HBs抗原、HCV抗体）

1,000円 ※1

前立腺がん検診
（満50歳以上の男性市民）

原則、特定・後期高齢者健康診査とセットで実施
問診、血液検査によるPSA（前立腺特異抗原）検査 1,000円 ※2

肺がん検診
（満40歳以上の市民） 問診、胸部X線撮影、喀痰検査（ハイリスク者） 無料

乳がん検診
（満40歳以上の女性市民）

木曜日（一部水曜日）
不定期

問診、乳房X線検査（マンモグラフィ）
◎�2年度に1回の隔年度受診（4/1～3/31までを1年
度とします）

無料

子宮頸がん検診
（満20歳以上の女性市民）

毎週水曜日
午後 問診、視診、スメアテスト（細胞診） 無料

骨粗しょう症検診
（満40歳以上の女性市民）

毎週水曜日
午後

問診、X線（デキサ法）検査
管理栄養士による結果説明・栄養相談 1,000円

胃がん（バリウム）検診
（満40歳以上の市民）

毎週金曜日
午前

問診、胃部X線撮影（バリウムによる造影検査）
〔希望者には肺がん検診も実施〕
胃がん（内視鏡）検診を受診した翌年度は受診不可

無料

大腸がん検診
（満40歳以上の市民）

毎週月～金曜日
午前9時～午後5時 問診、免疫学的便潜血反応（ラテックス法）2日法 無料

直接窓口へ血液型検査
（幼稚園年長児以上）

月・火曜日（不定期）
午後1時～2時20分 ABO型、Rh因子検査 500円

事業所健診
（労働安全衛生法による） 要相談

問診、診察（聴打診・血圧測定）、検尿、身体計測、胸部X
線撮影、心電図検査、血液検査（貧血・肝機能・LDL・HDL
コレステロール・中性脂肪等）、聴力検査、視力検査等

検診項目に応
じた料金 電話予約

※�各種健（検）診等については、個別健（検）診を含め、1年度内（4月～3月）1回の受診（胃がん検診＜内視鏡＞・肝炎ウイルス検診・乳がん
検診・血液型検査・事業所健診を除く）となります。
　下の表の検診日以外にも、「日曜検診」を年2回程度、「レディース検診」を年4回程度実施予定。
【日曜検診：特定・後期高齢者健診／肝炎ウイルス検診／前立腺がん検診／肺がん検診／胃がん検診〈バリウム〉／大腸がん検診】
　【レディース検診：乳がん検診／子宮頸がん検診／大腸がん検診】

※1�満70歳以上、生活保護世帯、世帯全員が市民税非課税、65歳以上70歳未満の方で後期高齢者医療制度加入の方は、料金が無料となり
ますので、「予約時」にお申し出ください。

※2 �対象年齢を満たした「川西市国民健康保険」加入者は無料。「予約時」にお申し出ください。
★印については、年度内に40歳に達する方は、特定健康診査となります。
◎�過去にアスベストを大量に吸入したおそれがあるなどで、検診を希望する方を対象に、肺がん検診時に関連疾病に関す
る「問診」を実施しています。希望者は、検診予約時等にお申し出ください。
◎�20歳以上40歳未満の肝炎ウイルス検診については、県伊丹健康福祉事務所で実施しています。　 072-785-2371

川西市では対象年齢の方は5大がん検診（肺がん・乳がん・子宮頸がん・胃がん・大腸がん）を無料で受診できます。

�保健センター 072-758-4721
健康診査と各種がん検診など

保健センターでの集団健（検）診
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※1��70歳以上、生活保護世帯、世帯全員が市民税非課税、65歳以上70歳未満の方で後期高齢者医療制度加入の方は料金が無料となりま
すので「予約時」にお申し出ください。�
なお、生活保護世帯及び世帯全員が市民税非課税の方は、医療機関に証明書の提出が必要です。事前に保健センターで証明書の発行
手続きをしてください。

※2�対象年齢を満たした「川西市国民健康保険」加入者は無料。「予約時」にお申し出ください。

項目 期間 内容 料金 場所
特定健康診査
◆�受診券（医療保険者が発
行）、マイナ保険証また
は資格確認書を持参

4月～翌年3月

40歳（★）～74歳の医療保険加入者等
★印については、年度末に40歳に達する方です。

医療保険者の
定める負担額

各医療機関で実施し
ている健（検）診が異
なりますので、詳し
くは直接医療機関に
問い合わせいただく
か、市ホームページ
でご確認ください。

各医療機関に直接申
し込み

後期高齢者健康診査
◆�マイナ保険証または資
格確認書を持参
　〔受診券は不要です〕

満75歳以上等の市民 無料

肝炎ウイルス検診

4月～翌年2月

①�40歳以上の未受診者（原則、特定・後期高齢者健康
診査とセットで実施）
②�41歳以上のハイリスク者＝肝機能障がい疑い者
（単独検診も可）

1,000円�※1

前立腺がん検診 満50歳以上の男性市民
原則、特定・後期高齢者健康診査とセットで実施 1,000円�※2

肺がん検診 満40歳以上の市民 無料
大腸がん検診 満40歳以上の市民 無料
子宮頸がん検診 満20歳以上の女性市民 無料

乳がん検診

4月～翌年3月

満40歳以上の女性市民
◎�2年度に1回の隔年度受診�
（4/1～3/31を1年度とします）

無料

胃がん（バリウム）検診
満40歳以上の市民（ベリ
タス病院は69歳まで）胃
部X線撮影（バリウムによ
る造影検査）

※�1年度内にバリウムか
内視鏡のいずれかのみ
受診可
※�内視鏡を受診した翌年
は、バリウムも受診不可

無料

胃がん（内視鏡）検診

満50歳以上の市民
◎2年度に1回隔年度受診
　�（4/1～3/31を1年度と
します）
胃部内視鏡検査

※�各種検診等については、集団健（検）診を含め1年度内（4月～3月）1回の受診となります（胃がん（内視鏡）検診・肝炎ウイルス検診・乳が
ん検診を除く）。
　市が委託している医療機関でも、次の健（検）診を受けられます。（詳しくは、各医療機関にお問い合わせください）

医療機関での個別健（検）診
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検診・事業名 検診日・受付時間 内容 料金
胃内視鏡検査 月・火・木曜日　午前（要予約） 胃・十二指腸の内視鏡による検査

健康保険
診療扱い

胃部精密検査 木曜日　午前（要予約） 胃のX線撮影（バリウム）による検査
胸部精密検査 不定期（要予約） 肺がん検診後の胸部のCT撮影による精密検査、医師による相談
大腸精密検査 金曜日　午後（要予約） 大腸の内視鏡による検査
腹部超音波検査 第2・4月曜日　午後（要予約） 腹部の超音波による検査

循環器精密検査
水曜日　午後（要予約） 心電図・負荷心電図・ホルター心電図検査
第1・3・4木曜日　午後（要予約） 心臓の超音波による検査、専門医による診察

骨密度検査 第2・4木曜日　午後（要予約） X線（デキサ法）による前腕骨の骨量を測定する検査

CT撮影検査
月～金曜日　午前・午後（要予約） 全身のCT撮影による検査
月2回程度　不定期（要予約） 大腸のCT撮影による検査

結果説明 不定期（要予約） 精密検査後の結果説明、医師による相談
※�肝炎ウイルス検診後の医師による相談（相談のみは無料）も同時実施

　川西市保健センター（川西市医師会メディカルセンター）では、他の医療機関からの「紹介」や健康診査、がん検診の結果
によって「精密検査」が必要となった方に対し、兵庫医科大学医師、大阪大学医師、川西市医師会医師、その他の専門医師に
より、次の精密検査等を行っています。

人間ドック

精密検査など

◎�過去にアスベストを大量吸入したおそれがあるなどで、検診を希望する方を対象に、人間ドック時に、関連疾患に関する
「問診」を実施しています。希望者は、人間ドック予約時等にお申し出ください。
オプション検査として、胃カメラ検査（別途3,000円）、胸部CT撮影検査（別途11,000円）、骨密度検査（別途1,000円）を
実施しています（当日の追加申込はできません。予約時にお申し出ください）。
◎�医師からの指示があった場合や受診者の希望に応じ、結果説明時に管理栄養士による栄養相談を実施します。希望者は
受診時もしくは結果説明時にスタッフまでお声かけください。

ご注意 �川西市国民健康保険・兵庫県後期高齢者医療加入者の人間ドック受診費用の助成は、同一年度（4月～3月）内に1
人1回のみで、特定健康診査や後期高齢者健康診査との重複受診もできません。

検診名 検診日・受付時間 受診の方法 料金
保健センター
半日人間ドック（18歳以上）

月・火曜日
午前9時～9時30分

電話予約は市保健センターへ
（希望日の14日前までに） 市民 34,800円 市民以外 38,800円

　大学病院の専門医師が、「診察」や「腹部超音波検査」等と、「総合判定」及び「結果説明」（受診日の3・4週間後）を行います。

川西市国民健康保険加入者の人間ドック
受診費用を助成！

　年度末時点で40歳以上の川西市国民健康保険加
入者の方には、人間ドック費用を助成しています（費
用の7割助成、上限額24,000円）。
　人間ドックを受診、費用支払いの後、翌年度の5月
末までに国民健康保険課で助成金の支給申請をし
てください。助成の対象となる人間ドックは「特定
健診」の検査項目を全て含むものです。市保健セン
ター、第二協立病院予防医学センター、ベリタス病院
で受診する場合は、助成券を使って受診することも
できます。助成券の申請は、受診日の2週間前までに
お願いします。
※�年1回の受診で、疾病の早期発見にお役立てください。
詳しくは、国民健康保険課　 072-740-2006へ

後期高齢者の人間ドック
受診費用を助成！

　兵庫県後期高齢者医療制度加入者の川西市民に
は、市保健センターで受診の人間ドック費用を助成
しています（助成額：令和7年度は5,000円）。
　市保健センターで予約後、受診当日にマイナ保険
証または資格確認書を持参のうえ、事前配布される
助成申請書を記入してください。
※�後期高齢者医療保険料の滞納がある方や特定施設に入居
している方には、助成できない場合があります。
詳しくは、医療助成・年金課　 072-740-1108へ
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◆上記以外の生活習慣病予防や介護予防などの事業は、市ホームページ等でお知らせします。

「きんたくん健幸体操」のDVDを配布、「食育」のDVDを貸し出しています！
　運動習慣のきっかけづくりを目的として、誰もが気軽に取り組める「きんたくん健幸体操」のDVDを、体操に取り組ん
でいただけるグループ・団体、個人に配布を行っています。
　また、広く食育に取り組む市民の増加を目的として、「川西市食育推進計画」の概念をわかりやすく示した「食育」の
DVDの貸出しも行っています。
　詳しくは、川西市保健センターまでお問い合わせください。

事業名 実施日 実施時間 場所 内容 備考

健康手帳の交付 40歳以上の方を対象に保健センターで交付。健康づくりに役立つ情報を掲載しています。医療機関での受診
時、各種検診や健康相談などを受けるときに、ご活用ください。

特定保健指導 川西市国民健康保険に加入の方が対象です。特定健康診査・人間ドックの結果、動機づけ・積極的支援の方を対
象に、保健師・管理栄養士等が特定保健指導を実施します。対象者は個別に案内します。

健康相談会
毎月
第2水曜日・
第3木曜日・
第4金曜日

午前 保健センター

保健センターで健康診査を受診した
方が対象です。
健診結果に基づき生活習慣を振り返
り、生活習慣病予防のために、保健
師・管理栄養士等が改善に向けて支
援します。

予約制

生活習慣病予防教室 年16回
（テーマ毎に年4回）

午前10時～
11時40分

予防歯科セン
ター

検査結果にドキッとする前に、管理
栄養士・歯科衛生士による食生活や
おとなの歯と口の健康の話。

予約制☆健康運動体験教室
（隔月でプログラムが
異なる）

年12回 午後1時20分～
3時30分

総合センター
（4月～11月）
保健センター
（12月～3月）

健康と運動習慣・食生活改善につい
ての話と軽運動の体験。当日ヘルス
チェックあり。

集団健康教育 要相談 市民の方を対象に、健康に関する話・実技など。
電話・面接相談 電話・面接での保健師、管理栄養士等による健康相談・栄養相談など（平日の随時、面接の場合は予約）。

訪問指導 一般・特定健康診査などを受診した方で、生活習慣病改善のための保健指導や栄養指導などが必要な方に対し
て、保健師や管理栄養士、看護師等が家庭訪問を行い、相談・助言を行います（平日の随時、面接の場合は予約）。

機能訓練

毎週月・木曜日 午前9時～正午

保健センター

40歳以上で疾病、外傷、老化等によ
り心身の機能が低下している方に対
し、介護予防や心身機能回復に必要
な訓練、助言、指導（原則、介護保険を
利用されていない方）。

予約制
毎週火・金曜日 午前9時～正午

午後1時～3時

健康大学 7～8月

市医師会の協力で、健康について正
しい知識と理解を深めていただくた
めの専門医師等による講義とがん講
演会。

6月に医師会へ予
約
072-759-6950

出前健幸測定会 日時・場所は要調整
（随時）

地域のコミュニティ組織など、市民が広く集う団体を対象に、企画か
ら運営を一緒に取り組んで開催。体組成測定・体バランス測定や結果
説明など。

要相談

小児慢性特定疾病児童
日常生活用具給付事業

小児慢性特定疾病児童の在宅療養生活の向上を図るため、日常生活用具（便器、特殊寝台、車いす、電気式たん
吸引器など）の給付を行います。なお、所得に応じて自己負担があります。

　開催状況については川西市ホームページや広報誌などでご確認ください。

�保健センター 072-758-4721
成人・高齢者の健康づくり

生活習慣病や介護の予防を
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事業名 実施日 実施時間 場所 内容 備考
母子健康手帳の
交付 平日 午前9時～正午

午後0時45分～5時

保健セ
ンター

妊娠の診断を受けた方に対し、妊娠届出書の提出時に交付。

妊婦のための支援
給付 平日 午前9時～正午

午後0時45分～5時

妊娠期から子育て期にかけて、保健師等が妊婦や子どもの養育
者と面談し、情報提供や相談によりサポートをします。また、経
済的支援として妊娠時と出産後に現金を給付します。※R7年度
より、出産・子育て給付金から名称変更となります。

妊婦健康診査費
助成 平日 午前9時～正午

午後0時45分～5時

助成額を拡充しました。医療機関等で受診する妊婦健康診査費
への助成。
助成内容は、健康診査14回分まで合計11万円を上限に助成。
詳しくは川西市ホームページでご確認ください。

◆母親学級 毎月第2金曜日 午後1時30分～

対象は妊娠16週以降で初めて母親になる人
偶数月：�妊娠中の過ごし方や出産に向けての講話、歯

科講話、栄養講話、妊婦体操
奇数月：�産後の過ごし方や母子保健制度の講話、沐

浴、抱っこ体験など

予約制

◆両親学級
年8回
（内、土日開催は年
4回）

1部
午後1時10分～
2部（土日、8月のみ）
午後3時～

対象は妊娠16週以降で初めて親になる人とそのパー
トナー
妊娠中・産後の過ごし方、母子保健制度の話、沐浴や
抱っこの体験など。
申込み開始日は市広報誌・ホームページに掲載。

予約制

◆�はじめての離乳
食教室 第2木曜日 午前9時45分～

午後0時30分

キセラ
川西
プラザ

※�対象は妊娠16週以降の妊婦やパートナーおよび生
後6カ月までの子どもを持つ保護者
離乳食の基本の話（進め方の目安、10倍がゆの作り方
など）と調理実習（手軽に作れる料理と取り分けによ
る離乳食（初期）への展開など）

予約制

◆�すくすく�
乳幼児相談 原則第4木曜日 午前中

時間予約制

保健セ
ンター

乳幼児の身体計測、健康や栄養、子育てに関する相
談。母子健康手帳・バスタオルを持参。 予約制

◆�4カ月児�
健康診査 毎月第1・4木曜日

午後1時～
※�受付時間は対象者
に個別にご案内し
ます

4カ月児を対象に、身体計測、診察（小児科・整形外
科）、健康相談（育児・栄養・母乳）

個人通知

◆�10カ月児�
健康診査 毎月第1・3水曜日 おおむね10カ月児を対象に、身体計測、診察（小児

科）、健康相談（育児・栄養運動）
◆�1歳6カ月児�
健康診査 毎月第2・3月曜日 おおむね1歳8カ月児を対象に、身体計測、診察（小児

科・歯科）、健康相談（育児・栄養・歯）

◆�3歳児健康診査 毎月第2・4火曜日
おおむね3歳6カ月児を対象に、尿検査、屈折検査
（眼）、身体計測、診察（小児科・歯科）、健康相談（育児・
栄養・歯）

◆印については、祝日等により開催日時の変更をする場合もありますので、詳しくは保健センターまでお問い合わせください。

�保健センター 072-758-4721
母子の健康づくりと子育て支援

妊婦・乳幼児の健康診査、育児相談など
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乳幼児などの予防接種
実施時期 年間を通じて各医療機関が実施する日
場 所 委託医療機関
●川西市・猪名川町以外で接種される場合は、接種前に他市実施依頼書の手続きが必要

●�標準的な予防接種スケジュールを掲載しております。小児用肺炎球菌、子宮頸がん予防（HPV）については
標準的な接種期間に受けられなかった場合は、接種回数が異なります。川西市ホームページ参照へ
●�予防接種による重い健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済が受けられます。申請の必要が生じた場合には、保健センターへお問い合わせ下さい。

接種名 対象年齢 標準的な接種期間 回数 間隔

ロタウイルス

1価（ロタリックス）
生後6週～24週0日まで 初回接種については、

生後2か月～生後14週6日まで

2回 標準的には27日以上の間隔をあけて

5価（ロタテック）
生後6週～32週0日まで 3回 標準的には27日以上の間隔をあけて

小児用肺炎球菌 生後2か月～5歳の前日
まで

1回目生後2か月～7か月の前日
まで 3回 標準的には生後12か月までに27日以上の

間隔をあけて
3回目接種終了後、60日以上で生
後12か月～15か月の前日まで 1回 3回目接種終了後、60日以上かつ生後12

か月以降

B型肝炎 1歳の前日まで 生後2か月～9か月の前日まで
2回 標準的には27日以上の間隔をあけて

1回 1回目接種から139日（概ね5か月）以上の
間隔をあけて

5種混合
��ジフテリア
��百日せき
��破傷風
��ポリオ
��ヒブHib

第1期

生後2か月～7歳6か月の
前日まで

1回目
生後2か月～7か月の前日まで 3回 標準的には20日から56日までの間隔をあ

けて
3回目終了後、6か月～18か月ま
での間隔をあけて 1回 3回目終了後、6か月以上の間隔をあけて

すでに4種混合ワクチン（ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ）、ヒブワクチンを別々で接種開始している人
は、引き続き4種混合ワクチンとヒブワクチンの決められた回数を接種してください。

BCG 1歳の前日まで 生後5か月～8か月の前日まで 1回 －

MR（注）
��麻しん
��風しん

第1期 1歳～2歳の前日まで 1歳になったら早期に 1回 －

第2期 令和7年度小学校就学前の1年間にあたる者
平成31年4月2日～令和2年4月1日生まれの人 1回

令和7年度
接種期間
令和7年4月1日～令和8年3月31日

水痘（水ぼうそう） 1歳～3歳の前日まで
1歳～1歳3か月の前日まで 1回 －
1回目接種修了後、6か月～12か
月までの間隔をあけて 1回 1回目終了後、3か月以上、標準的には6か

月～12か月までの間隔をあけて

日本脳炎

第1期
初回 生後6か月～7歳6か月の

前日まで

3歳～4歳の前日まで 2回 6日以上、標準的には28日までの間隔をあ
けて

第1期
追加 4歳～5歳の前日まで 1回 2回目接種終了後6か月以上、標準的には

概ね1年の間隔をあけて
第2期 9歳～13歳の前日まで 9歳～10歳の前日まで 1回 －

�保健センター 072-758-4721
予防接種〔定期接種〕

事業名 実施日 実施時間 場所 内容 備考

親子料理教室
年7回　午後2時30分～4時
※9月と12月実施のみ午前10時30分～午後0時45分　会場はキセラ川西プラザ2階食育推進ルーム
地域の食育団体と3～6歳（未就学児）の親子を対象に、「好き嫌いをなくそう」等をテーマとしたお話や
調理体験など。エプロン・三角巾・手ふき・上履き又は室内履き・費用（1人100円）を持参

予約制

ティーンズ
料理教室

年1回　夏休み期間中　午前10時～午後1時　会場はキセラ川西プラザ2階食育推進ルーム
地域の食育団体と小学5年生～中学3年生を対象に、調理実習と思春期の食生活のお話しなど。
エプロン、三角巾、手ふき、上履き又は室内履き、費用（1人400円）を持参

予約制

電話・面接相談 保健師や管理栄養士等による母子の健康や栄養、子育てに関する相談（平日の随時）。

訪問指導 対象は妊産婦・未熟児・新生児・乳幼児で必要な方に対して、保健師や助産師等が家庭訪問を行い、健康や子育てな
どの相談、助言を行います（平日の随時）。

産後ケア事業 産後に、助産師などの専門職から、ケアや指導を受けることができます。 各事業の内容
や要件につい
ては、川西市
ホームページ
でご確認くだ
さい。

産前・産後ヘル
パー派遣事業 妊娠中から産後に、ご自宅にヘルパーを派遣し家事援助や育児援助を行います。

その他助成や給付
事業

不育症治療支援事業、不妊治療ペア検査助成事業、低所得妊婦の初回産科受診料支援事業、低所得世帯
を対象とする新生児聴覚検査費助成事業など
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接種名 対象年齢 標準的な接種期間 回数 間隔
DT2種混合
��ジフテリア
��破傷風

第2期 11歳～13歳の前日まで 11歳～12歳の前日まで 1回
乳幼児期に3種混合または、4種混合を2回
以上接種していない場合は、医師にご相談
ください。

子宮頸がん予防（HPV）

令和7年度小学校6年～
高校1年相当年齢の女子
平成21年4月2日～平成
26年4月1日生まれの人

中学1年生

2価
（サーバリックス）

2回 1か月の間隔をあけて
1回 1回目接種から6か月の間隔をあけて

4価
（ガーダシル）

2回 2か月の間隔をあけて
1回 1回目接種から6か月の間隔をあけて

9価
（シルガード9）

1回目が15歳未満で2回接種
1回目が15歳以上で3回接種

（注）�麻しんまたは風しんにかかったことがある人は、単独ワクチンでの接種も可能
令和6年度対象（第1期：令和4年4月2日～令和5年4月1日生まれ、第2期：平成30年4月2日～平成31年4月1日生まれ）の未接種者は
事前申請で令和9年3月31日まで接種期間の延長が可能

接種名 対象年齢 接種間隔・接種期間 二次元コード

子宮頸がん予防（HPV）
（経過措置）

①、②の条件を満たす接種が未完了の方
①�平成9年4月2日～平成21年4月1日生まれの女子
②�令和4年4月1日～令和7年3月31日までに
HPVワクチンを1回以上接種した方

接種回数が異なるため、川西市ホームページに
て確認へ
（実施期間：令和7年4月1日～令和8年3月31日）

日本脳炎
（特例的な措置）

平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれ
で、20歳未満にある者で、第1期、第2期の接
種が行われていない可能性がある者

接種回数が異なるため、川西市ホームページに
て確認へ

★積極的勧奨が差し控えられていたこと等により、通常の接種ができなかったための特例

●�高齢者の予防接種
場　所 市の委託医療機関

●川西市・猪名川町以外で接種される場合は、接種前に他市実施依頼書の手続きが必要
●各予防接種の接種機関や市の委託医療機関については、川西市ホームページ参照へ

●�予防接種による重い健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済が受けられます。申請の必要が生
じた場合には、川西市保健センターへお問い合わせください。
●�接種時に生活保護受給証明書を持参された方、中国残留邦人等支援給付者で本人確認証を持参された方は自己負担額が無料となります。
ワクチン名 対象 実施期間 回数・標準的な間隔 自己負担額

高齢者用
肺炎球菌

65歳の市民
60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器の障がいまたはヒト免疫不全ウ
イルスによる免疫の機能障がいにより、身体障害者手帳1級相当の市民

※�実施期間以前に、高齢者用肺炎球菌ワクチン（23価：ニューモバックス）を接種した人は対象外

65歳～66歳の
誕生日前日まで 1人1回のみ 4,000円

【新規】
帯状疱疹

①乾燥弱毒生
　�水痘ワク
チン

②乾燥組換え
　�帯状疱疹
ワクチン

�年度内に65歳を迎える市民
�60～65歳未満でヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障がいに
より身体障害者手帳1級相当の市民
�経過措置対象の市民（令和7～11年度までの経過措置として、その
年度内に70、75、80、85、90、95、100歳となる方）

【令和7年度対象者】
　65歳：昭和35年4月2日～昭和36年4月1日生まれ
　70歳：昭和30年4月2日～昭和31年4月1日生まれ
　75歳：昭和25年4月2日～昭和26年4月1日生まれ
　80歳：昭和20年4月2日～昭和21年4月1日生まれ
　85歳：昭和15年4月2日～昭和16年4月1日生まれ
　90歳：昭和10年4月2日～昭和11年4月1日生まれ
　95歳：昭和 5年4月2日～昭和 6年4月1日生まれ　
　100歳：大正14年4月2日～大正15年4月1日生まれ
　100歳以上：大正14年4月1日以前の生まれ
※�実施期間以前に、対象ワクチン（①、②）を接種完了した方は対象外
※�65歳を超える方については、5年間の経過措置として接種の機会が
位置づけられていますが、生涯に1年間のみ定期接種が可能です。
※�令和7年度に限り、100歳以上の方は全員対象です。

【令和7年度】
令和7年4月1日
～令和8年3月
31日

※�対象者には令
和7年5月頃
に通知を送付

① 1回 4,000円

②

2回
（2か月以
上6か月後
までの間隔
をあけて）

11,000円

高齢者
インフルエン
ザ・新型コロナ

�65歳以上の市民
��60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器の障がいまたはヒト免疫
不全ウイルスによる免疫の機能障がいにより、身体障害者手帳1級
相当の市民

10月～翌年1月（予定）
詳しくは広報誌また
は川西市ホームペー
ジでご確認ください。

各1回
（毎シーズン）

広報誌または
川西市ホーム
ページ

事業名 対象 接種期間

【変更】
帯状疱疹ワクチン
接種費助成事業

接種日時点で川西市に住民登録がある満50歳以上、昭和40年4月2日～昭和51年4月1日
生まれの方で、兵庫県下でこれまでに対象ワクチンの接種費用の助成を受けていない方

令和7年4月1日～
令和8年3月31日

対象ワクチン 助成金額
乾燥弱毒生水痘ワクチン･乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 1人1回のみ上限4,000円

任意接種の助成事業
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80歳で20本の歯を保つこと（8020：ハチマルニイマル）で
生涯にわたる健康づくりを！

事業名 対象者 受付日時 場所 内容 備考
妊婦歯科健診

妊婦
歯科医院で実施（川西市歯科医師会会員）。
保健センターで「妊婦健診費用助成」申請時に
受診票をお渡しします

むし歯や歯周病の有無、かみ合
せなどの検診

予約制
（妊娠中に1回
のみ）↓

妊婦歯科教室
妊婦

偶数月
第2金曜日
午後1時30分

保健センター
妊娠期に気をつけたいこと、赤
ちゃんのお口の健康についての
お話

予約制
（母親学級1回
目に開催）↓

もぐもぐ離乳食教室 5～8カ月児
（第1子優先）

第3金曜日
午前10時

予防歯科センター

離乳食のすすめ方と試食、歯科
指導 予約制

↓

1歳児親子歯科健診
1歳の誕生月 第3木曜日

午前9時30分
親子歯科健診と歯科指導。離乳
期～幼児期（前期）の食事のお話 予約制

↓

1歳6カ月児健康診査
1歳8カ月ごろ 第2・3月曜日

午後1時
保健センター（小児科
診察などと併せて） 歯科健診、むし歯予測テスト 個人通知

↓

むし歯予防教室 1歳6カ月児
健診受診者

第1（水）第4（月）
午前10時

予防歯科センター

1歳6カ月児健診時のむし歯予
測テストの結果説明とお話 直接会場へ

↓

2歳きらきら教室 1歳6カ月児
健診受診者 個別通知 歯みがき方法やおやつの摂り方

のお話
予約制
（個別通知）↓

2歳6カ月児
のびのび教室 2歳6カ月に

なる月
第2・4水曜日
午前9時30分

歯科チェック、育児と栄養につ
いてのお話、身体計測 予約制

↓

3歳児歯科健診
3歳の誕生月 第2木曜日

午後2時
歯科健診、歯と口の健康ワンポ
イントアドバイス 予約制

↓

3歳児健康診査
3歳6カ月ごろ 第2・4火曜日

午後1時
保健センター（小児科
診察などと併せて）

歯科健診、歯と口の健康ワンポ
イントアドバイス 個人通知

↓
4歳児歯科健診

4歳の誕生月 第2木曜日
午後2時
栄養相談も

予防歯科センター

歯科健診、歯と口の健康ワンポ
イントアドバイス 予約制

↓

5歳児歯科健診 5歳の誕生月
歯科健診、歯と口の健康ワンポ
イントアドバイス（6歳臼歯に
ついて）

予約制

妊婦・乳幼児の歯科健診や教室

事業名 対象者 受付日時 場所 内容 備考

おとなの歯科健診 18歳以上の市民 第1・3・5火曜日
午後1時30分～2時20分 保健センター 歯科健診・歯周病簡易検査 直接

会場へ

無料

口腔がん検診 18歳以上の市民 年3回 予防歯科センター 口の中の粘膜や舌の検診 予約制

オーラルフレイル（お
口の衰え）予防教室 50歳以上の市民 第1木曜日

午前9時30分～ 予防歯科センター

オーラルフレイル予防のため
口腔乾燥、舌の力、舌の動きな
ど口腔機能を測定（受診は年1
回までただし希望者にはフォ
ロー教室による追加測定あり）

予約制

成人の歯科健診や相談

下の前歯がはえたらお口のお手入れをはじめよう!!

�予防歯科センター 072-759-3171
予防歯科センター業務

成人男性の風しん予防接種
　風しんの抗体保有率の低い昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性で、令和7年3月31日までに抗体検査を
実施し、その結果、十分な量の抗体がない方が定期の予防接種の対象となります。
　令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に、クーポン券（令和4年6月発送済）と抗体検査結果、本人確認書類（マイ
ナンバーカードなど）を持参し、接種をして下さい。詳しくは市ホームページへ。
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☆歯と口の健康週間事業「歯と口の健康フェア」（6月）
年1回、市歯科医師会と共催して、フェアを開催、無料歯科健診や、オーラルフレイル（お口の機能の衰え）チェック、歯科
医院での無料歯科健診や相談などを行います。

歯と口の健康セミナー
　歯科医師や歯科衛生士が、予防歯科センターや地域でお口の健康についてお話しします。（予約制・無料）
●�予防歯科センター
　歯周病予防や口腔機能の向上、むし歯予防など、歯と口の健康づくりについて最新情報を。（年5回）
　詳しくはホームページで。（予約制・無料）
●�出張セミナー
　10人以上のグループが集まれば、歯科医師や歯科衛生士が地域に出向き、講義や実習を行います。（無料）

対象者 内容 場所・受付 備考
20・25・30・35・40・45・50・55・
60・65・70歳の市民（節目健診）

歯周病検診（歯ぐきの炎症や出血の有無、歯周ポケット
の測定など）、歯科保健指導 委託医療機関 予約制。対象者には、

無料受診券を送付

成人歯科健診（歯周病検診）

「休日診療」・「小児救急」・「歯科診療」など

医療サービス

診療科目 受付時間
＊�救急受入先医療機関は、川西市消防本部でも案内（ 072-
759-1234）内科

日曜・祝日・年末年始（12/30～1/3）

午前8時30分～午後3時30分
（診察時間は午前10時～12時、
午後1時～4時）

　市の要請と補助の上、地域医療連携推進法人川西・猪名川地域ヘルスケアネットワークの協力で運営しています。
�川西リハビリテーション病院 080-4714-3390

※15歳以上の方が対象です（中学生は除きます）
※診療については必ず事前にお問い合わせください。

休日診療

　市歯科医師会の協力を得て、要介護高齢者・障がい者（児）・休日応急の歯科診療を実施しています。
�キセラ川西プラザ2階 072-758-7388

診療区分 診療日 受付時間 対象者等

要介護高齢者歯科診療 木・土曜日（予約制） 午後1時～3時30分 65歳以上の要介護者

障がい者（児）歯科診療 水・金曜日（予約制） 午後1時～3時30分 一般の歯科医院での治療が困
難な障がい者（児）

休日歯科応急診療 日・祝日・お盆（8/13～15）・年末年
始（12/30～1/3） 午前10時～12時30分 応急診療のみ行います。

ふれあい歯科診療所

診療科目 診療日 受付時間

耳鼻咽喉科
眼科

日曜・祝日 午前9時～午後4時

年末年始（12/29～1/3）午前9時～翌5時30分

土曜日（耳鼻咽喉科のみ）午後6時～8時30分

�〒660-0893　尼崎市西難波町6-1-9
06-6480-9500

尼崎市立休日夜間急病診療所

※�「平日」「土曜日」が祝日・年末年始の時は、「休日診療」にかわり
ます。
※15歳以下で、中学生までの方が対象です。

診療日 受付時間

小
児
科

平日（月～金曜日） 午後7時30分～翌6時30分
土曜日 午後2時30分～翌6時30分
休日（日曜・祝日・年末年始＝
12/29～1/3） 午前8時30分～翌6時30分

�〒664-0015　伊丹市昆陽池2-10
072-770-9988

阪神北広域こども急病センター

　令和7年11月1日に上記所在地へ移転しました。
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相談日 受付時間
平日・土曜日 午後6時～翌朝8時
日曜・祝日・年末年始（12/29～1/3） 午前8時～翌朝8時

　夜間・休日での子どもの急病やケガでお悩みの時の電話
相談

�電話相談専用電話 078-304-8899
県「こども医療電話相談」

　歯科医院への通院が困難な方の訪問歯科治療・訪問口腔
ケアを行います。
問い合わせ・申込み先
キセラ川西プラザ2階
072-757-0418　月～金曜日 午前9時～午後5時

ファクス 072-764-6480　24時間対応
①電話かファクスでお申し込みください。
②訪問日時を調整し、初回訪問診査をします。

　診療・口腔ケアは保険診療で行います。（健康保険証、高
齢期移行受給者証などが必要です。）
　症状によっては、かかりつけ医師の情報提供やふれあい
歯科診療所での治療が必要な場合があります。

川西市歯科医師会立　訪問歯科センター

事業名 実施日 内容
エイズなどの検査・相談
785-2371

実施日は、ホー
ムページで案内

エイズ・肝炎（B型・
C型）検査、相談

専門栄養相談
785-7861

難病・慢性疾患など
の栄養食事相談

こころのケア相談
785-7462

精神科医によるこ
ころの相談

アルコール相談
785-7462

精神保健福祉士に
よる相談

市外局番（072）

県伊丹健康福祉事務所

“愛の献血”にご協力を
　「川西市献血推進協議会」などでは、輸血などに必要な血
液を確保するため、兵庫県赤十字血液センターの採血車
を、市内各地域に配車して献血を推進しています。
　献血は、副作用や感染症の危険を少なくするため、一人
の献血者からより多くの量を献血していただける
「400ml献血」を中心にご協力をお願いしています。
　献血日時や会場など、詳しくは、市ホームページでお知
らせしています。

献血の推進事業

事業名 相談対象及び内容 相談日時 費用

認知症高齢者
医療相談事業

市民を対象に、電話
により相談を受け
付け、後日専門医か
ら回答します。

毎週　月～金曜日
午前10時～正午 無料

�事務局 072-759-6950
川西市医師会

医療費の助成
�医療助成・年金課 072-740-1108

対象者 外来 入院
乳幼児等医療費助成 0歳～小学3年生

無料
無料

こども医療費助成

小学4年生～
中学3年生
高校1年生～
高校3年生

所得区分 外来（※3） 入院（※4）
母（父）子家庭等
医療費助成

一　般（※1） 800円 3,200円
低所得（※2） 400円 1,600円

※1　�一　般　下記の「低所得」に該当しない人。
※2　�低所得　�母（父）及び扶養義務者が市（町村）民税非課税で、

年金収入を加えた所得が80万9千円以下の人。（所
得の申告をしていない場合は、無収入であっても
「低所得」と判定されませんので、医療助成・年金課
へ申告してください。）

※3　�外　来　�1つの医療機関（病院や薬局等）ごとに、1日800円
（低所得は400円）を限度に月2回まで負担してい
ただきます。3回目以降は無料となります。総合病
院等の歯科は別医療機関とみなします。

※4　�入　院　�1つの医療機関での1カ月の負担限度額
長期入院対策として、連続して3カ月を超える入
院の場合、4カ月以降は無料。

　令和7年度用（R7．7．1～R8．6．30）
　令和5年7月から、乳幼児等医療費及びこども医療費助
成制度の所得制限が撤廃され、高校生等の入院医療費も無
料になりました。

こどもに対する医療費助成制度�
（乳幼児等医療費助成、こども医療費助成）
対　　象 0歳から18歳到達後最初の3月31日までの方

（ただし、高校生等は入院医療費の助成のみ）

母（父）子家庭等医療費助成制度
対　　象 �母（父）子家庭の親と子（20歳未満で高校卒業

まで）、父母のいない子など
所得条件 �母（父）及び扶養義務者の所得が145万円未満

（扶養親族2人の場合で児童扶養手当の基準を
準用。扶養親族1人につき38万円加算）

福祉医療費助成制度の案内
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区分 負担割合
自己負担限度額

外来のみ
（個人ごと）

入院と外来をあわせた
世帯合算（※3）

区分1（※1）
2割

8,000円 15,000円
区分2（※2） 12,000円 35,400円
※1　区分1　�世帯員全員が年金収入80万9千円以下、かつ所得

がない世帯の方
※2　区分2　�上記「区分1」に該当しない方（ただしS27.7.1以降

に生まれた方は要介護2以上で対象）
　　　　　� �（注）�税の申告をされていない世帯員がいる場合

は、無収入であっても「2割」と判定されません
ので、医療助成・年金課へ申告してください。

※3　合 算　�入院があった場合、または同一世帯の高齢期移行
受給者の医療費を合算した場合の限度額。

対象者 所得
区分

外来
（※3）

入院
（※4）

重度障が
い者医療
費助成

身体障害者手
帳（1、2級）、
療育手帳（Ａ
判定）、精神障
害者保健福祉
手帳（1級）の
いずれかの所
持者

後期高齢
者医療以
外の健康
保険加入
者

一般
（※1） 600円 2,400円

低所得
（※2） 400円 1,600円

高齢重度
障がい者
医療費助
成

後期高齢
者医療の
加入者

一般
（※1） 600円 2,400円

低所得
（※2） 400円 1,600円

※1　一　般　�本人、配偶者、扶養義務者全員の市（町村）民税所得
割税額（※）の合計が23.5万円未満で、下記の「低
所得」に該当しない人。

　※＝�市（町村）民税所得割税額＋住宅ローン控除額+寄付金
控除－19,800円×0～15歳の扶養人数－7,200円×
16～18歳の扶養人数

※2　低所得　�本人、配偶者、扶養義務者全員が市（町村）民税非課
税で、かつ年金収入又は年金収入を加えた所得が
80万9千円以下の人。（所得の申告をしていない人
がいる場合は、無収入であっても「低所得」と判定
されませんので、医療助成・年金課へ申告してくだ
さい。）

※3　外　来　�1つの医療機関（病院や薬局等）ごとに、月に2回目
までは600円（低所得は400円）までを負担してい
ただきます。3回目以降は無料となります。総合病
院等の歯科は別医療機関とみなします。

※4　入　院　�1つの医療機関での1カ月の負担限度額
長期入院対策として、連続して3カ月を超える入
院の場合、4カ月以降は無料。

高齢期移行助成制度
対　　象 �65～69歳で、本人及び世帯員全員が市（町村）

民税非課税、かつ本人の年金収入を加えた所得
が80万9千円以下であること。

重度障がい者医療費助成制度、高齢重度障が
い者医療費助成制度

●�医療費助成制度の申請に必要な物
　①マイナ保険証または資格確認書
　②�令和7年1月2日以降に転入された場合（0歳児は除く）
は令和7年度市（町村）民税課税証明書

　③�戸籍謄本、児童扶養手当証書または遺族年金証書のい
ずれか1つ（母（父）子家庭等医療費助成申請のみ）

　④�身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉
手帳（重度障がい者医療費助成・高齢重度障がい者医
療費助成のみ）

　⑤�銀行等の口座情報が分かるもの（高齢重度障がい者医
療費助成のみ）

　詳しくは医療助成・年金課までご確認ください。
●�医療費助成を受けられる際の注意
「兵庫県外」の保険医療機関で「受給者証」は使用できま
せん。申請による支給になります。
「県外の国民健康保険（組合）」「全国土木建築国民健康保
険組合」「全国建設工事業国民健康保険組合」「近畿税理
士国民健康保険組合」の加入者は、高額な医療費がかか
る場合、ご加入の健康保険から「限度額適用認定証」の交
付を受け、「受給者証」「資格確認書」とともに医療機関に
提示してください。
医療費の助成対象は「健康保険適用の診療分のみ」で、保
険外の診療や健康診断、入院時の食事代等は対象になり
ません。
　詳しくは、医療助成・年金課までお問い合わせください。

中程度の障がい者の方への医療費助成制度
対　　象 身体障害者手帳（3級）、療育手帳（B1判定）、精神

障害者保健福祉手帳（2級）のいずれかの所持者
所得条件 非課税世帯で、本人、配偶者、扶養義務者いずれ

も年金収入を加えた所得が80万9千円以下。
助成金額 医療費の自己負担額の1/3を助成。長期入院対

策として、連続して3カ月を超える入院の場合、
4カ月目以降は無料。

※�70歳以上の方及び後期高齢者医療制度に加入されてい
る方は通院費の助成は対象外です。
●�医療費助成制度の申請に必要な物
　①マイナ保険証または資格確認書
　②�令和7年1月2日以降に転入された本人・配偶者・扶養
義務者の令和7年度市（町村）民税課税（所得）証明書
（福祉医療事務手続で地方税関係情報の取得に同意さ
れた方は不要です）。

　③�身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉
手帳

　④医療機関の領収書
　⑤銀行等の口座情報が分かるもの
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�美化推進課　 072-744-1124　�【窓口時間】午前8時35分～午後4時35分�
【所】〒666-0152　丸山台3丁目43

ごみの収集

住まいと暮らし

大型ごみの収集について（有料）
�事前予約制� 072-764-5379（受付時間午前8時30分
～午後4時、月～金(祝日含む)）

※インターネットでも事前予約ができます。
�手数料の支払い方法は、大型ごみ処理券を市内取扱店で
事前購入するか、インターネット予約の場合は電子決済
が可能です。
�2トンダンプ車の進入できるところまでご
みを搬出
�立ち会いは不要（予約日の午前8時30分まで
にお出しください）

ごみの臨時収集について（有料）
�事前予約制�� 072-744-1124
�2トンダンプ車の進入できるところまでごみを搬出
�予約当日立会いのもと現金で支払い（2トンダンプ車1
台当り12,000円×積み込んだ台数）
�時間指定不可。

※臨時収集も市で収集できるごみしか収集できません。

ごみの持ち込みは国崎クリーンセンターへ。
有料、要予約【 072-744-7280】

死獣の収集処理について
　電話で受付（月～金／正午まで受付分を午後から収集）�
亡くなったペットの引取りは有料です。

サポート収集（高齢者・障がい者の個別収集）について
　登録制。諸条件等があるため美化推進課へお問い合わせ
ください。

ごみステーションについて
�ごみプレート、鳥獣対策用ネット、ペットボトル回収用
ネット、ビン排出用コンテナは無料で配布。�
直接美化推進課に来ていただくか、市役所3階環境政策
課もしくは各行政センターで配布しています。（事前予
約が必要）
�市で収集できないごみ（事業系一般廃棄物など）は許可
業者へ。�
市ホームページに許可業者の一覧を掲載しています。
�産業廃棄物は兵庫県阪神北県民局環境課へ【 0797-
83-3146】
�家電リサイクル対象品（冷蔵庫及び冷凍庫・洗濯機及び
衣類乾燥機・エアコン・テレビ）の引き取り店が不明の場
合、美化推進課へお問い合わせください。電機商業組合
加盟協力店を紹介いたします。
�パソコンはメーカーもしくはリネットジャパンリサイ
クル㈱（インターネットから申込：https://www.
renet.jp/）に直接依頼してください。（メーカー等が不
明な場合はパソコン3R推進協会【 03-5282-7685】
へ）

ごみ収集・死獣処理など

　収集日の朝8時30分までに、決められたごみ
ステーションに、きちんと分別して排出してく
ださい。
　詳しくは市ホームページをご覧ください。

ごみの出し方
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リチウムイオン電池等の廃棄方法
　リチウムイオン電池、ボタン電池、ニカド電池などは市
では収集できません。電気店等の回収箱へ。膨らんでいる
もの、リサイクルマークの無いものは、一部許可業者へお
問い合わせください。

消火器の廃棄方法
　消火器（住宅用消火器を含む。）は市で収集できません。
また、消防署でも回収は行っていません。
　リサイクル窓口へ持ち込むか、引き取りを依頼してくだ
さい。

エアゾール缶（スプレー缶）・カセットボン
ベの火災予防に御協力を！
　エアゾール缶（スプレー缶）・カセットボンベを排出する
場合、中身を完全に使い切って、穴は開けずにカンの日に
排出してください。

排出に注意が必要な主なごみ

�美化推進課 072-744-1124�
【窓口時間】午前8時35分～午後4時35分
剪定枝粉砕機の無料貸出（事前予約が必要です。）
再生資源集団回収の啓発及び奨励金の交付
ごみ学習会（地域出前講座）を実施しています。

ごみの減量

�環境政策課 072-740-1202�
【窓口時間】午前9時～午後5時
犬の登録の手続きは、市役所3階の環境政策
課まで（死亡届は電話連絡可）
※�電子申請でも犬の死亡届・登録事項変更届ができ
ます。
※�市内の動物病院でも、狂犬病予防注射時に登録手
続きができます。（一部手続きのできない動物病院
もあります）

空き宅地の除草に関する相談
　空き宅地（更地）の除草については環境政策課【 740-
1202】へ、空き家の除草等については住宅政策課【
740-1205】へご相談ください。
　民間の空き宅地、空き家以外の除草に関する相談は市
では受け付けることができません。

動物の相談先
動物の種類 所管 電話（直通）

犬 環境政策課 072-740-1202
野良猫 衛生管理課 072-744-2500

犬、ねこの引き取
り、飼育マナー

兵庫県動物愛護センター
（〒661-0047　尼崎市
西昆陽4-1-1）

06-6432-4599

アライグマ・ヌート
リア／イノシシ・鹿 産業振興課 072-740-1164

さる 生活安全課 072-740-1333

外来種・有害動物 兵庫県 環境部
自然鳥獣共生課 078-362-3274

ヘビ・ハチの巣・そ
の他害虫駆除（民
有地）

＜社＞兵庫県ペストコン
トロール協会 0120-76-2633

セアカゴケグモ 伊丹健康福祉事務所
食品薬務衛生課 072-785-9433

死亡鳥類（大量死・
鳥インフルエンザ
発生時）

産業振興課 072-740-1164

死獣・死亡鳥類の
収集 美化推進課 072-744-1124

ねずみ、衛生害虫
（民有地除く） 衛生管理課 072-744-2500

�衛生管理課　 072-744-2500�
【窓口時間】午前8時35分～午後4時35分

火葬証明書の発行：本人確認できる証明書要
（手数料300円）
※�市営葬儀は平成15年9月末廃止（葬儀会社についてはそれぞれ
ご確認ください。）

し尿くみ取り、仮設トイレ（工事現場）くみ取
りについて（有料）
事前予約制
�水洗化されていない店舗や事業所、家庭を対象に、申し
込みにより有料で収集します。

環境・衛生
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水道

　最近、上下水道局の職員を装ったり、あたかも上下水道
局からの指示のような口ぶりで、浄水器等を売りつけたり
する悪質な訪問販売や、「給排水管の洗浄にきました」等と
言って、各家庭を訪問し、強引に給排水管の洗浄を行い、当
初の説明よりも多額な作業代を請求するなどの悪徳商法
に関する苦情や相談が上下水道局に寄せられています。
　上下水道局では、次のようなことは行っておりませんの
で、十分ご注意ください。
お客様から要請のない水質検査
給排水管の洗浄
浄水器の販売、あっせん
水道器具の取り替え　　　　など
　不審に思われたら、その場で上下水道局にお問い合わせ
ください。

�経営企画課 072-740-1261
悪質な訪問販売等に注意を

　お取り引きされている金融機関の窓口に、預金口座のお
届印と上下水道局のお客様番号のわかる「使用水量等のお
知らせ」か「領収書」を持参して、お申し込みください。口座
振替のできる金融機関については、上下水道局ホームペー
ジをご覧になるか、またはお客さまセンターまでお問い合
わせください。

�お客さまセンター 072-740-1262
上下水道料金のお支払いは便利な口座振替で

●�水道使用届
新築やお引っ越しなどで新たに水道をご使用になるとき
●�使用の中止、廃止
お引っ越しや家の取り壊しで水道を使用しなくなるとき

�お客さまセンター 072-740-1262
お届けはお忘れなく

　ビルやマンションなどの建築物では、水道管から供給さ
れた水をいったん受水槽にため、これをポンプで各事業所
やご家庭の皆様に給水しています。このような形態の水道
を総称して貯水槽水道といいます。
　貯水槽水道の設置者は、水道法により下記の管理を行う
必要があります。
1．�貯水槽（受水槽・高架水槽など）の点検・清掃�
定期的に点検を行い、毎年1回以上清掃を行ってくださ
い。

2．�水質検査の実施�
定期的に給水栓（蛇口）における飲料水の色、濁り、臭い、
味その他に関する水質検査を行ってください。

3．�貯水槽水道の定期検査�
1年以内ごとに1回、検査機関（水道法第34条の2第2項
に規定する国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた
者）の検査を受検してください。�
異常がある場合は、速やかに改善措置を行って水質事故
等を防止してください。

�水道課 072-740-1264
貯水槽水道の管理
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　寒さのため水道水が凍って水が出なくなったり、水道管
が破裂したりする場合があります。
　もし、凍って水が出なくなったときは、凍結した蛇口や
水道管に熱湯を一度にかけないでください。破裂すること
があります。気温の上昇により自然に解凍するのを待つ
か、タオルをかぶせて、その上から「ぬるま湯」を少しずつ
かけていき、時間をかけゆっくり解凍してください。
　凍結して水道管が破損した場合や解凍後に漏水した場
合などは、（株）川西水道サービス（ 072-757-2001）か
上下水道局へ連絡してください。

�水道課 072-740-1264

Ｑ3　カルキ臭（塩素臭）がする。
夏場はカルキ臭が気になります。
こんな場合はどうしたらいいの？

Ⓐ �残留塩素の臭いが原因です。
塩素は、水道水を一般細菌や病原菌等から守るための
薬品で、水道法で塩素消毒は義務づけられています。
どうしても気になる場合は煮

しゃ

沸
ふつ

後、冷却して使用すれ
ば解消されます。

Ｑ4　水道水の保存期間はどれくらいなの。
水道水を保存しておきたい。何日くらいもつの？

Ⓐ �水道水には塩素が含まれています。
塩素は、時間の経過、高温、太陽光により消失し、殺菌作
用が弱くなるため、保存の目安は汲み置きした場合で2
～3日と言われています。
あくまで目安ですので、なるべく早い飲用をおすすめ
します。

　 注）�保存場所や状況によって保存期間は変わります。
水栓廻りにフィルターなどを取り付けてある場合は、塩素
などが除去される場合がありますので注意してください。

水道管の凍結

　上下水道局では市内全域を対象に、一年を通し漏水調査
を実施し、貴重な水道水をお客さまに有効に提供するとと
もに、漏水による道路陥没などの災害を防止しています。
　この調査は上下水道局が指定した業者に委託し、道路や
各家庭の水道メーター・止水栓付近において漏水音の調査
を行います。
　委託業者は「漏水調査員」と明記した腕章を常に着用し
ています。
　なお、この調査でお客様に費用を請求したり、物品の販
売等は一切行っておりません。
　ご不明な点等がありましたら、上下水道局までお問い合
わせください。

水道課 072-740-1264
漏水調査について

Ｑ1　蛇口から濁った水が出る。
蛇口から茶色の濁った水道水がでてきてびっくり！
この水道水を飲んでも大丈夫？

Ⓐ �主に水道工事や火事などで消火栓を使用した後、水の
流れが変わることにより濁った茶色の水が出ることが
あります。
その場合、飲用しないでください。
しばらく出し続けていただきますと、きれいな水にな
りますが、おさまらない場合は上下水道局までご連絡
ください。

�水道課 072-740-1264

�久代浄水場 072-759-4873

Ｑ2　白濁水が出る。
時間が経てば消える白濁水は何が原因なの？

Ⓐ �白濁水は工事中の水道管に空気が入った時、また、給湯
器を通った後によく発生します。これは、空気が水と混
じりあって白く見えるものです。
しばらくすると消えます。
そのままお飲みいただいても問題はありません。安心
してご利用ください。

水質についてよくあるご質問

下水道

下水道未普及箇所に関する相談について
公共下水道、公共汚水桝の詰まりについて

�下水道課 072-740-1222
下水道の建設、維持管理に関すること

�川西市営住宅管理センター 072-740-1090
　市営住宅は、住宅に困っている低額所得者のために建て
られたものです。公募により入居者の決定を行います。公
募内容・時期は、市ホームページに掲載します。申込資格は
次の①～⑥のすべてに該当していることが必要です。
●�申込資格
　①市内在住または市内在勤3年以上の方
　②�夫婦または親子を主とした2人以上の世帯（単身者で
も申込できる場合があります）

　③入居資格収入基準に合致する方
　④現在、持ち家を持っていない方
　⑤�市税を滞納していない方
　⑥暴力団員でないこと（同居者を含む）
※�詳しくは募集時に配布する入居申込案内書でご確認ください。

市営住宅の申し込み
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・・・・ 自転車等駐車場（月極含む）

・・・・ 自転車等駐車場（一時利用のみ）

⑦

⑧

⑨

⑥

⑤

④ ③

②

①

阪急電鉄・宝塚線

パルティ

川西能勢口

川西池田

ＪＲ宝塚線

アステ川西

国道176号線

ビッグ
ボックス

川西

川
西
市
役
所

能
勢
電
鉄川

西
篠
山
線

２
２
８

パ
ー
キ
ン
グ

N

イオン

ラ・ラ・
グランデ

北伊丹駅周辺

北
伊
丹

N

Ｊ
Ｒ
宝
塚
線

⑩

兵庫県立
西猪名公園

北口

国道171号線

雲雀丘花屋敷駅周辺
N

国道176号線

雲雀丘花屋敷
阪急電鉄・宝塚線

⑪

絹延橋駅周辺
N

○12能勢電鉄

絹
延
橋

�交通政策課 072-740-1184
駐輪場の利用

自転車駐車場 問い合わせ
① 能勢電北駐輪センター

755-7621② 能勢電南駐輪センター
③ 阪急川西駐輪センター

④ 川西能勢口駅西 050-
1807-0921

⑤ 川西池田駅北第2

755-1256
⑥ 川西池田駅北
⑦ 川西池田駅北立体
⑧ 川西池田駅南第2

⑨ タイムズマンスリー
川西池田（バイク）

0120-
02-8924

市外局番（072）

自転車駐車場 問い合わせ
⑩ 北伊丹駅前・西猪名公園

06-
6477-6081

⑪ 雲雀丘花屋敷駅
⑫ 絹延橋駅
⑬ 滝山駅
⑭ 鴬の森駅
⑮ 鼓滝駅
⑯ 多田駅
⑰ 畦野駅第1
⑱ 畦野駅第2
⑲ 畦野駅第3

自転車駐車場 問い合わせ
⑳ 畦野駅第4

06-
6477-6081

㉑ 畦野駅第5
㉒ 畦野駅第6
㉓ 畦野駅第7
㉔ 山下駅東
㉕ 山下駅南
㉖ 山下駅北
㉗ 平野駅 792-5121

川西能勢口駅・川西池田駅周辺
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滝山駅周辺 鴬の森駅周辺

鴬
の
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名
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⑭

鴬の森第1公園

畦野駅周辺
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能
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⑳
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⑲
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㉑

㉓

㉒

山下駅周辺

N

○25

○26 ○24

能勢電鉄山
下
駅

�川西市公営霊園管理事務所�
（一般財団法人　川西市まちづくり公社）
072-799-2030

墓地

所　在 〒666-0144　柳谷字鷹尾山馬古場12-1
定休日 水曜日（ただし、お盆、お彼岸を除く）、年末年始

（12月29日～1月3日）

川西市公営霊園

募集要領
●�申込資格
　次の条件に該当することが必要です。
①�祭祀を主宰する方で、申込申請日において、市内に住民
登録を3カ月以上されている方又は市内の事業所に6カ
月以上勤務されている方。
②�永代使用料、管理料を納入期限までに一括納入できる方
③許可日から3年以内に巻石等の設置ができる方
●�申し込み
　公営霊園墓所の使用を希望される方は、川西市公営霊園
管理事務所までお問い合わせください。

墓所の使用者を募集しています。

平野駅周辺

平
野

能
勢
電
鉄

N

国
道
１
７
３
号
線

㉗

多田駅周辺

多
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N

国
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号
線

⑯

鼓滝駅周辺
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川
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店
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鉄
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N

国
道
１
７
３
号
線
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�道路管理課 072-740-1181、072-740-1182
道路

　道路の掘削、側溝のふた掛け、建設工事の足場など、道路
を一時使用する場合は許可が必要です。

道路等の掘削・占用許可

　公共用地（市道・里道・水路など）と私有地との境界確定
が必要な場合は、境界明示申請が必要です。

市道などの境界明示

　道路や橋梁の点検整備に努めていますが、道路の陥没な
ど危険個所を発見されましたら、ご連絡をお願いいたしま
す。

�道路整備課 072-740-1188
道路の維持補修

�道路管理課 072-740-1181、072-740-1182
交通安全施設

　安全灯、道路照明、ガードレール、カーブミラーの維持管
理を行っています。
　安全灯などの器具の破損、故障の際は設置場所と柱に設
置されているプレートの番号をお知らせください。

安全灯等新設維持管理

�交通政策課 072-740-1184
交通安全啓発

　幼児に対する基礎的な交通安全及びその保護者に対す
る指導、教育の普及のため、出前講座を開催します。
　地域や保護者の集まりなど、少人数（親子5組10人）から
お申込みいただけます。

幼児交通安全教室出前講座

道路・交通

90

２５１１川西市7(SG90)行政最終.indd   90 2025/09/09   14:50:20

内容 詳細

履歴書の書き方
や面接の受け方、
職種の選び方な
どの相談★

キャリアカウンセリング
日　時 �第1～4月曜日

午後1時～4時40分
予約・問い合わせ
産業振興課　 072-740-1162

解雇・労働災害・
雇用保険・職場い
じめなどの相談

労働相談
日　時 �第2・4水曜日

午前9時半～11時半
予約・問い合わせ
産業振興課　 072-740-1162

39歳までの若年
者に対し、応募書
類添削や面接対
策などの相談★

キャリアカウンセリング
日　時 、予約・問い合わせ については、市
ホームページをご確認ください。

39歳までの若年
者に対し、雇用契
約・労働条件・年
金などの相談★

労働・年金相談
日　時 、予約・問い合わせ については、市
ホームページをご確認ください。

内容 詳細

経営、融資、
起業の相談

川西市商工会で各種相談やセミナーの開催
川西市商工会（〒666-0011　出在家町1-8）
072-759-8222

産業振興課 072-740-1162
中小企業

内容 詳細

市内の
直売所

新鮮・安全・安心の地元川西産の野菜や加工品などを
購入できます。
�黒川ファーム（〒666-0101　黒川字長谷110-9）
�農協市場館　四季の郷
（〒666-0124　多田桜木2-11-21）
問い合わせ 072-791-1312
�川西南部農産物直売所
（〒666-0024　久代1丁目644）
問い合わせ 072-757-3575

有害鳥獣
の相談

アライグマ、ヌートリア、イノシシ、シカによる農作物
被害
産業振興課　 072-740-1164

産業振興課 072-740-1164
農林業

産業振興課 072-740-1162
内容 詳細

求職の相談およ
び紹介★

職業相談
日　時 月～金曜日　午前9時～午後5時
問い合わせ
川西しごと・サポートセンター
072-757-6380

★はパレットかわにしで行っています。

就職・労働
内容 詳細

60歳以上の方
で、生きがいや健
康づくりのため
に、働きたい方

入会説明会
日　時 原則、毎週火・木曜日

午後2時～4時
予約・問い合わせ
川西市シルバー人材センター
072-758-6234

072-758-6234
（公社）川西市シルバー人材センター

商工・農業・労働
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　市民の皆さんが直接市政などについて、要望や意見がある
ときは、議会へ請願や陳情を提出することができます。

請願とは
　請願は、国または地方公共団体の機関に対し、その職務に
関する事項について希望を述べることです。
市議会に提出された請願は、議案と同じように本会議で議題

として取り扱われ、採択か不採択かなどの結論が出されます。
「採択」とは、市議会が請願の趣旨を肯定することです。
「不採択」とは、市議会として請願の趣旨を否認することです。
　請願には、必ず紹介議員（1人以上）が必要です。
　請願は、本会議（招集日）午後5時15分までに市議会事務局
まで提出してください。
　本会議（招集日）翌日以降に提出されました請願は、次の定
例会での議題となります。

陳情・要望書とは
　陳情は、公の機関に対し、一定の事項について実情を訴え
て、適当な措置を要望することです。
　陳情・要望書は、原則として本会議での議題にはせず、写し
を全議員に配付し、その趣旨が伝えられます。
陳情・要望書の場合は、紹介議員の署名は必要ありません。

�市議会事務局 072-740-1250
市議会

　本会議には、定例会と臨時会があり、どちらも傍聴するこ
とができます。
　また定例会は、市役所1階の市民ホールに設置されている
テレビでもご覧いただけます。
　このほか、川西市議会では、議会運営委員会をはじめ、常任
委員会や特別委員会など、すべての会議を公開しており、傍
聴することができます。
　これらの会議を傍聴されますと、市政がどう進められ、市
の予算がどのように使われようとしているのかといったこ
となどが、よくわかっていただけます。
　なお、手話通訳を希望される方は、事前に市議会事務局に
ご相談ください。

傍聴の手続きなどは…
傍聴を希望される方は、受付場所で傍聴券の交付を受けて
ください。
傍聴の受付場所は、次のとおりです。
本会議…本庁舎7階　傍聴席の入口
委員会…本庁舎6階　市議会事務局の窓口
なお、傍聴席には限りがありますので、先着順の傍聴となります。

本会議のライブ配信・録画配信
　市議会ホームページで、本会議の様子をライブ配信してい
ます。また、本会議開催日の10日後ごろから約1年間、録画映
像を配信していますので、ご活用ください。

傍聴

請願・陳情

議 会
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名称 内容 問い合わせ

文
化川西市展

洋画、日本画、写真等の一般部門とU18部門計10部門の美術展を開催し
ます。応募は市民に限りません。募集要項は10月ごろから市役所、公民館
等で配布します。
日　程 �1月、2月
場　所 �キセラ川西プラザ

文化・観光・スポーツ課
740-1106

観
光

清和源氏まつり

源氏ゆかりの武将など総勢250名が練り歩く懐古行列は春の代表的な行
事となっています。
日　程 �4月
場　所 �川西能勢口駅及びキセラ川西せせらぎ公園周辺

文化・観光・スポーツ課
740-1161

猪名川花火大会

池田市との共催で行われる花火大会。夜空を彩る大輪の花が次々と上が
り、川西の夏を締めくくります。
日　程 �8月（隔年開催）
場　所 �猪名川河川敷

きんたくんデザイン活用 きんたくんは川西市の元気いっぱいキャラクターです。使用料は無料で
す。ただし、使用規程がありますので、事前にご相談ください。

きんたくん着ぐるみ貸出
きんたくんの着ぐるみを無料でお貸しします。自治会、商店街、学校や幼
稚園などのイベントなどにお使いいただけます。（使用規程があります。）
事前に空き状況を電話でご確認ください。

ス
ポ
ー
ツ

川西一庫ダム周遊
里山ファンラン

晩秋深まる知明湖の景観を背景に、だれもが年齢や体力に応じて楽しく
走れるランニングイベントを開催しています。申込み方法等の詳細はお
問い合わせください。
日　程 �11月
場　所 �一庫ダム周辺

文化・観光・スポーツ課
740-1245

スポーツクラブ21
スポーツクラブ21は、こどもから高齢者までスポーツを楽しめる会員制
のスポーツクラブで、市内すべての小学校区に設立されています。入会方
法等の詳細はお問い合わせください。

交
流姉妹都市交流 平成2年8月1日当時の佐原市（現在の香取市）と姉妹都市提携を行いまし

た。行政間では相互訪問を行うなど交流を行っています。
文化・観光・スポーツ課
740-1106

市外局番（072）

文化・観光・スポーツ
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施設名 キセラホール みつなかホール 川西市立ギャラリーかわにし 知明湖キャンプ場
設備 ホール、大会議室、多目的スタジオ ホール、セミナー室等 ギャラリー 日帰り、宿泊できるキャンプ場

休館日は、12月29日から翌年
1月3日まで。
使用申し込みは
�ホールは1年前の月の初日
から
�大会議室、多目的スタジオ
は6カ月前の月の初日から

休館日は、毎週月曜日。（ただ
し、月曜日が休日に当たると
きは、その翌日が休館日。）
12月29日から翌年1月3日ま
で。
使用申し込みは
�ホールは1年前の月の初日
から
�その他の部屋は6カ月前の
月の初日から

美術に関するものの展示用
ギャラリーとして有料で貸出
しています。休館日は毎週火
曜日と12月28日から翌年1月
4日を含む週まで。
使用申し込みは、使用を希望
する日の属する月の12カ月前
の月最初の開庁日に抽選で決
定します。（1月、4月は別途定
めます）

火曜日は休業（火曜日が祝日
の場合は開業し翌日休業。4月
29日から5月6日の火曜日は
営業）予約は直接キャンプ場
へ。

場所 〒666-0017
火打1-12-16

〒666-0015
小花2丁目7-2

〒666-0033
栄町20-1
「川西能勢口駅」駅舎1階

〒666-0101
黒川字落合381

連絡先 757-1920 740-1117 文化・観光・スポーツ課
740-1106 734-6747［申込み］

施設名 黒川里山センター 総合体育館 弓道場 市民体育館

設備
多目的室・講座室・和室・調理
室・準備室（南北棟のみ一棟貸
しも実施）

第1、2体育室
第1、2武道室
研修室
トレーニング室

近的10人立ち
（的までの距離28メートル）

主競技場・会議研修室・トレー
ニング室・多目的運動室・武道
場・ランニングトラック

令和5年度より開設。貸館だけ
でなく地域の交流施設として
も開放しています。
休館日は毎週月・火曜日・祝
日・12月29日から翌年1月3日

休館日は毎月第4木曜日と12月29日から翌年1月3日。
使用申込みは、使用日前月の1日から7日までにインターネットにて。
ただし、事前の団体登録が必要。

場所 〒666-0101
黒川字中尾264

〒666-0017
火打1-1-4

〒666-0017
火打1-1-4

〒666-0115
向陽台1-11-1

連絡先 738-0107 759-9712 080-4404-5633 793-1888

市外局番（072）

文化・スポーツ施設

施設ガイド

94

２５１１川西市7(SG90)行政最終.indd   94 2025/09/09   14:50:23

施設名 市民運動場 東久代運動公園 市民温水プール

設備
野球場兼運動場
テニスコート 7面
（砂入り人工芝7）

球技場 3面
野球場
テニスコート 5面
（単－土のみ）

一般用 25メートル×6コース
子供用 9メートル×8メートル
幼児用 5メートル×3メートル
ワールプール 2
軽運動室
会議室 20席
採暖室 2

休館日は毎月第4木曜日と年末年始。
使用申込みは、使用日前月の1日から7日までにインターネットにて。
ただし、事前の団体登録が必要。

場所 〒666-0115
向陽台1-11-2

〒666-0023
東久代1-14

〒666-0017
火打1-3-3

連絡先 793-1888 757-6386 755-0257

施設の利用案内
名　　称 川西市市民活動センター・川西市男女共同参画

センター（複合施設「パレットかわにし」内）
※�両センターは併設館で、社会貢献をめざす市民活動や、男女共同
参画社会の実現に向けた活動を支援するための公共施設です。
センターでは、啓発のための講座の実施、情報の提供、交流会の
開催、相談などを行っています。また、グループの活動促進のた
めの会議や交流の場、資料づくりなどにご利用いただけます。
所 在 地 �〒666-0015　小花1-8-1
電　　話 �市民活動センター　 072-759-1826�

男女共同参画センター　 072-759-1856
アクセス �阪急電鉄・能勢電鉄「川西能勢口」東改札から南

へ100m
JR「川西池田」から東へ500m

開館時間 平日　午前9時～午後8時
土・日・祝日　午前9時～午後5時

休 館 日 第4日曜日、12月29日～1月3日
施設の内容
会議室Ａ、会議室Ｂ、プレイルーム（授乳室あり）、ワーキン
グルームＡ、ワーキングルームＢ、情報・図書コーナー、フ
リースペース（湯沸しコーナーあり）、女性チャレンジひろ
ば、印刷室・プリントコーナー、パソコン、相談室

●�市民活動・NPO・起業サポート相談について
　市民活動センターでは、グループ活動やNPO、社会的起
業など、社会貢献活動に関する相談を行っています。お気
軽にお尋ねください。
相談時間 毎週火曜日　午後1時～5時（60分×4枠）

※原則予約制（火曜日が都合悪い場合は応相談）
※火曜日が祝日の場合は休み
※専従スタッフや専門家が対応

●�女性のための相談について
　男女共同参画センターでは、女性のかかえる様々な悩み
の相談を行っています。プライバシーは厳守しますので、
安心してご利用ください。
①専門相談員による相談
相 談 日 �火・水・木曜日（祝日は除く）
相談方法 �電話、面接が選べます。※予約制
相談時間 �正午～午後2時50分（50分×3枠）
予約する際の電話番号 072-759-1856

（平日午前9時～午後5時）
相談する際の電話番号 072-759-1857
②カウンセリング・ボランティアによる相談
相 談 日 �月・金曜日
相談方法 �電話　※予約不要
相談時間 �午前10時～正午（最長50分まで）
電話番号 072-759-1857
※�市民活動センター・男女共同参画センターは、平成22（2010）
年4月から指定管理者制度を導入し、現在はNPO法人市民事務
局かわにしと株式会社ジョイン川西による管理・運営が行われ
ています。

市民活動センター／男女共同参画センター
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　市民の皆様が生きがいある学習を通して、共に“集い”
“学び” “結ぶ”ところが公民館です。お越しになると、きっ
と「何か」に出あえることでしょう。
　公民館では、生涯学習の場として幼児から高齢者の方ま
でを対象とした各種講座を開催し、市民の皆様の心豊かな
文化の創造や学習・交流のお手伝いをしています。
　また、市内の各公民館には自主的に活動されている登録
グループがあり、その内容も趣味・実技・学習・ボランティ
アなどバラエティーに富んでいます。あなたが探し求めて
いるものが見つかるかもしれません。11月には、文化月間
として、登録グループ等による日頃の活動の成果を発表す
る文化祭や文化のつどいを開催しています。
　ぜひ一度、公民館へお越しください。
☆�登録グループの活動内容などの詳細は各公民館にお問
い合わせください。
☆�公民館には図書室があります。本の貸し出し（中央図書
館の資料の予約、貸し出しも可能）ができ、自習席もあり
ます。また、本の読み聞かせと工作なども行っています。

川西市文化財資料館
市内の遺跡発掘で出土した遺物展示
住　所 �〒666-0026　南花屋敷2-13-10
開　館 �午前9時30分～午後5時
休　館 �月曜日（祝日の場合は翌平日）、年末年始
電　話 072-757-8624

川西市郷土館
大正時代の民家
住　所 �〒666-0107　下財町4-1
開　館 �午前10時～午後4時30分（入館は午後4時まで）
休　館 �月曜日（祝日の場合は翌平日）、年末年始
電　話 072-794-3354

川西市歴史民俗資料館
市内最古の江戸時代の民家
住　所 �〒666-0151　美山台3-5-1
開　館 �3月～11月の土・日・祝日　午前10時～午後4時
電　話 �無し

�生涯学習課 072-740-1244
川西市文化財施設案内

�川西公民館 072-758-0103
公民館

出あい　ふれあい　学びあい
公民館活動でいきいき人生を
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川西公民館
（キセラ川西プラザ内）

阪急バス
けやき坂
小学校前
下車徒歩5分

満願寺

日生中央駅

妙見口駅

公民館
マップ

山下駅

平野駅

多田駅

一庫ダム

郷土館
歴史民俗
資料館

川西能勢口駅
ＪＲ川西池田駅

中国自動車道

国道176号

アステ
市民プラザ
中央図書館

文化財
資料館 みつなか

ホール

阪急バス
明峰小学校前
下車徒歩3分

阪急バス久代
または
自衛隊
病院前下車
徒歩5分

能勢電鉄
絹延橋駅下車
徒歩5分

阪急バス
多田神社前
下車徒歩
5分または
能勢電鉄
多田駅下車
徒歩15分

能勢電鉄
平野駅下車
徒歩10分
または
阪急バス
緑台公民館前
下車すぐ

至斎場 至
清
和
台

けやき坂小学校
多田浄水場前

至清和台

明峰
小学校前

至川西警察

自衛隊病院前 久代

中国自動車道

多田神社前

緑台
公民館前

緑台
公民館

多
田
小
学
校 多

田
駅

Ｒ
１
７
３

多
田
神
社

多
田

公
民
館

バ
ス

タ
ー
ミ
ナ
ル

平
野
駅

明峰
小学校

けやき坂
小学校前

阪急バス
清和台4丁目
下車すぐ

清和台公民館
清和台交番

清和台
4丁目

清和台
中央

東谷小学校

能勢電鉄
山下駅
下車徒歩7分

東谷公民館

山
下
駅

Ｒ
１
７
３

北消防署

能勢電鉄
日生中央駅
下車徒歩8分
または
阪急バス
北陵公民館前
下車徒歩2分

日生中央

北陵公民館前

至猪名川町 至山下

北陵公民館

けやき坂公民館

川西篠山線

県立
一庫公園

能
勢
電
鉄

阪急宝塚線

明峰公民館
荻原台配水場

猪 名 川

1

2

8

9

3

4

5

6

7

けやき坂公民館6

川西南公民館2

川西公民館1

多田公民館4

緑台公民館5

明峰公民館3

北陵公民館9東谷公民館8

清和台公民館7

173

川西南中学校

川西南公民館

川西市役所

総
合
体
育
館

猪
名
川

絹
延
橋
駅キセラ川西

プラザ川　西
市役所

絹延橋駅

〒666-0115 向陽台1-6-38
　 072-792-4951 ・ 　 072-792-4952

〒666-0126 多田院1-5-1
　 072-793-0011 ・ 　 072-793-3438

〒666-0017 火灯1丁目12番16号 キセラ川西プラザ3階
　 072-758-0103 

〒666-0024 久代3-16-29
　 072-757-8623 ・ 　 072-757-6429

〒666-0006 荻原台西3-282-11
　 072-759-6901 ・ 　 072-759-6934

〒666-0145 けやき坂2-63-1
　 072-798-0770 ・ 　 072-798-0771

〒666-0143 清和台西3-1-7
　 072-798-1280 ・ 　 072-798-1281

〒666-0105 見野2-21-11
　 072-794-0004 ・ 　 072-794-0226

〒666-0152 丸山台1-5-2
　 072-794-9090 ・ 　 072-794-9099

久代児童センター

水毬公園
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●�川西児童館について
【就学前の幼児とその保護者を対象とした教室】
たんぽぽくらぶでわくわくひろば（2歳児対象）
親子で遊ぼうDAY（1～3歳対象）
産後の骨盤ケアダンス
赤ちゃんねころびアート
おはなしらんど

【学童を対象とした教室】
工作（おもちゃ作りや季節の工作など）
夏休み子ども教室
お楽しみ会（ゲームなど）

【遊戯室と体育室の開放】
　川西児童館では遊戯室と体育室を子どもたちの遊び場
として開放しています。開放時間は以下の通りです。
遊戯室…�午前9時～午後4時30分（就学前の幼児と保護

者対象）
体育室…�午後1時～3時（就学前の幼児と保護者対象）

午後3時30分～4時45分（小学生対象）
※�行事等により開放できない日や時間が変更になる日があります。

施設の利用案内
所 在 地 〒666-0032　日高町1-2
電 話 072-758-8398
アクセス �阪急宝塚線「川西能勢口」駅西出口北へ500ｍ

JR宝塚線「川西池田」駅下車北へ1000ｍ
開館時間 �川西隣保館　午前9時～午後10時

川西児童館　午前9時～午後5時
※�貸館の使用申請、図書・DVD等の貸出しについて
は午後5時まで。

休 館 日 日曜日、祝日、12月29日～1月3日
●�川西市総合センターについて
　川西市総合センターは、住民の社会的・経済的・文化的
生活の改善と、児童の健全な育成によって、同和問題をは
じめとした人権問題の速やかな解決をめざす総合的なコ
ミュニティセンターであり川西隣保館と川西児童館の複
合施設です。
●�川西隣保館について
【イベント】
輝くにんげんフェア…毎年11月中旬ごろ開催
総合センター登録グループ等による舞台発表、模擬店出
店、人権啓発パネル展示など
人権啓発講演会…毎年2月ごろ開催
人権啓発ビデオ上映会…毎月第3金曜日

【各種教室】
けんけんひろば（小・中学生を対象に自主的な学びの支
援や体験学習）
よみかき教室（日本語のよみかきを学びます）
交流和太鼓教室（初級）

【各種相談】
生活人権相談（月～金曜日 午前9時～午後5時）
セクシュアルマイノリティ相談会（毎月第4木曜日 午後
1時半～午後4時）
保健相談（毎月第1木曜日 午後1時半～3時）
子育て相談（月～金曜日 午前9時～午後5時）

川西市総合センター（川西隣保館・川西児童館）
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地図のページに関しましては、該当ページに広告をご掲載いただきました施設の情報のみ表示しています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 102

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 104

・・・・・・・・・ 106

・・・・・・・・・ 110

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 112

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 114

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 116

・・・・・・・・・・・・・ 118

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 122

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 124

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 126

川西市医師会

川西市歯科医師会

川西市薬剤師会

病院・医院 /薬局・薬店MAP（南部）

病院・医院 /薬局・薬店MAP（中部）

歯科医院MAP（南部）

歯科医院MAP（中部）

暮らしのマップ

家づくり・リフォームの基礎知識

相続について

葬儀について

空家対策の基礎知識

99

２５１１川西市7(SG90)企画後半.indd   99 2025/09/10   16:54:42



診療科目の略称

　当医師会は川西市及び猪名川町で勤務する開業医と病院勤務医(令和7年2月現在238名)で
構成されている組織で、住民の皆様の健康を守り、地域医療の充実、福祉の向上を図ることを目
的として日々努力しています。
　会員の主な活動は、個々の医療機関での日々の診療活動に加えて、市民の皆様対象の健康診
断、各種がん検診や相談事業等を行っている保健センターの運営、乳幼児健診や子育て関連相
談事業への協力、各種予防接種の実施、保育所・幼稚園・学校での子どもたちの健康管理、定期
健診並びに学童の心臓検診、小児生活習慣病予防事業、学校保健会への協力、地域の小規模事
業所での産業医活動の実施、川西市休日応急診療所の運営への医師派遣協力、阪神北広域こども急病センターの
運営と医師の派遣、市・町主催イベントへの救急対応医派遣、災害時における救急活動への協力、更にコロナ禍にお
けるコロナワクチン集団接種に全面的に協力しています。そして、令和4年9月開設された川西市立総合医療セン
ターを中心にした地域医療、介護、福祉の体制構築にむけた行政との協議など多岐にわたります。
　また、住民の方々への医療情報の啓発・提供を目的に毎年健康大学を開催し、さらに、医療を巡る様々な問題を皆
様とともに考える機会として市民医療フォーラムを開催しています。その他、各種審議会、協議会、審査等の事業へ会
員を派遣し専門家としての提言を行っています。
　私たち医師会員は日々の診療の空き時間を割いたり休・祝日に関わらず地域の福祉向上を願って活動しておりま
す事を御理解願うと共に、今後とも医師会活動へのご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

〒666-0016 川西市中央町12-２　TEL：072-759-6950　FAX：072-757-5301
HP：https://www.kawamed.or.jp/ e-mail：mail@kawamed.or.jp

川西市医師会
会長

織田 行雄

内科 川西リハビリテーション病院(日･祝のみ）
受 付 時 間

年 末 年 始
場 所
電 話

12/30～1/3の間、日祝に準じて診療

川西市東畦野5丁目18-1 

080-4714-3390

●受診の際はマイナンバーカード、健康保険証及び老人医療証等
をお忘れなくご持参ください。

●乳幼児・小児（15歳未満）は診療できません。小児科は下記を参
照してください。

眼科・耳鼻科 尼崎市立休日夜間急病診療所
土 曜 日

（耳鼻咽喉科のみ）
18：00～20：30

日 曜・祝 日 9：00～16：00
年 末 年 始 12/29～1/3の間、9：00～翌5：30

電 話 06-6480-9500
場 所 尼崎市西難波町6-1-9

小児科 阪神北広域こども急病センター
受 付 時 間 平 日

土 曜 日
19：30～翌6：30
14：30～翌6：30

日曜・祝日 8：30～翌6：30

●けが、骨折、やけど、異物の誤飲には対応できな
いことがあります。　

●受診の際はマイナンバーカード、健康保険証及
び乳児医療証等をお忘れなくご持参ください。場 所 伊丹市昆陽池2丁目10番地

電 話 072-770-9988

●受診の際はマイナンバーカード、健康保険証及び老人医療証等
をお忘れなくご持参ください。

一般社団法人 川西市医師会

ごあいさつ

休日時間外診療のお知らせ

8：30～15：30
（診療時間は10:00～12：00、13:00～16：00）

耳 鼻 咽 喉 科

内 科

消 化 器 科

泌 尿 器 科

精 神 科

形 成 外 科

循 環 器 内 科

呼 吸 器 科 / 呼 吸 器 内 科 / 呼 吸 器 外 科

産 婦 人 科

肛 門 科 / 肛 門 内 科 / 肛 門 外 科

神 経 科

放 射 線 科

外 科

眼 科

胃 腸 科 / 胃 腸 内 科 / 胃 腸 外 科

リハビリテーション科

小 児 科

消 化 器 内 科

産 科

皮 膚 科

心 療 内 科

リ ウ マ チ 科

整 形 外 科 循 環 器 科

婦 人 科

ア レ ル ギ ー 科

麻 酔 科

乳 腺 外 科乳外

腎 臓 内 科
糖内 糖 尿 病 内 科緩 和 ケ ア緩和

神 経 内 科神内

咽 喉 科咽喉 女 性 内 科女性 在 宅 診 療在宅

●令和7年11月1日に上記所在地へ移転しました。
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診療科目の略称

　当医師会は川西市及び猪名川町で勤務する開業医と病院勤務医(令和7年2月現在238名)で
構成されている組織で、住民の皆様の健康を守り、地域医療の充実、福祉の向上を図ることを目
的として日々努力しています。
　会員の主な活動は、個々の医療機関での日々の診療活動に加えて、市民の皆様対象の健康診
断、各種がん検診や相談事業等を行っている保健センターの運営、乳幼児健診や子育て関連相
談事業への協力、各種予防接種の実施、保育所・幼稚園・学校での子どもたちの健康管理、定期
健診並びに学童の心臓検診、小児生活習慣病予防事業、学校保健会への協力、地域の小規模事
業所での産業医活動の実施、川西市休日応急診療所の運営への医師派遣協力、阪神北広域こども急病センターの
運営と医師の派遣、市・町主催イベントへの救急対応医派遣、災害時における救急活動への協力、更にコロナ禍にお
けるコロナワクチン集団接種に全面的に協力しています。そして、令和4年9月開設された川西市立総合医療セン
ターを中心にした地域医療、介護、福祉の体制構築にむけた行政との協議など多岐にわたります。
　また、住民の方々への医療情報の啓発・提供を目的に毎年健康大学を開催し、さらに、医療を巡る様々な問題を皆
様とともに考える機会として市民医療フォーラムを開催しています。その他、各種審議会、協議会、審査等の事業へ会
員を派遣し専門家としての提言を行っています。
　私たち医師会員は日々の診療の空き時間を割いたり休・祝日に関わらず地域の福祉向上を願って活動しておりま
す事を御理解願うと共に、今後とも医師会活動へのご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

〒666-0016 川西市中央町12-２　TEL：072-759-6950　FAX：072-757-5301
HP：https://www.kawamed.or.jp/ e-mail：mail@kawamed.or.jp

川西市医師会
会長

織田 行雄

内科 川西リハビリテーション病院(日･祝のみ）
受 付 時 間

年 末 年 始
場 所

電 話

12/30～1/3の間、日祝に準じて診療
川西市東畦野5丁目18-1 
(旧市立川西病院敷地南側)
080-4714-3390

●受診の際はマイナンバーカード、健康保険証及び老人医療証等
をお忘れなくご持参ください。

●乳幼児・小児（15歳未満）は診療できません。小児科は下記を参
照してください。

眼科・耳鼻科 尼崎市立休日夜間急病診療所
土 曜 日

（耳鼻咽喉科のみ）
18：00～20：30

日 曜 ・ 祝 日 9：00～16：00
年 末 年 始 12/29～1/3の間、9：00～翌5：30

電 話 06-6480-9500
場 所 尼崎市西難波町6-1-9

小児科 阪神北広域こども急病センター
受 付 時 間 平 日

土 曜 日
19：30～翌6：30
14：30～翌6：30

日曜・祝日 8：30～翌6：30

●けが、骨折、やけど、異物の誤飲には対応できな
いことがあります。　

●受診の際はマイナンバーカード、健康保険証及
び乳児医療証等をお忘れなくご持参ください。場 所 伊丹市昆陽池2丁目10番地

電 話 072-770-9988

●受診の際はマイナンバーカード、健康保険証及び老人医療証等
をお忘れなくご持参ください。

一般社団法人 川西市医師会

ごあいさつ

休日時間外診療のお知らせ

（受付は 8：30～開始）
午前診 10：00～11：30 午後診 13：00～15：30

耳 鼻 咽 喉 科

内 科

消 化 器 科

泌 尿 器 科

精 神 科

形 成 外 科

循 環 器 内 科

呼 吸 器 科 / 呼 吸 器 内 科 / 呼 吸 器 外 科

産 婦 人 科

肛 門 科 / 肛 門 内 科 / 肛 門 外 科

神 経 科

放 射 線 科

外 科

眼 科

胃 腸 科 / 胃 腸 内 科 / 胃 腸 外 科

リハビリテーション科

小 児 科

消 化 器 内 科

産 科

皮 膚 科

心 療 内 科

リ ウ マ チ 科

整 形 外 科 循 環 器 科

婦 人 科

ア レ ル ギ ー 科

麻 酔 科

乳 腺 外 科乳外

腎 臓 内 科
糖内 糖 尿 病 内 科緩 和 ケ ア緩和

神 経 内 科神内

咽 喉 科咽喉 女 性 内 科女性 在 宅 診 療在宅

●令和7年11月1日に上記所在地へ移転しました。

医療機関名 所在地 電話番号 診療項目

大
和
・
見
野
地
区

あさくら内科クリニック 大和西1丁目97-7
兼古書店駅前ビル1Ｆ 794-1205

あしだ耳鼻咽喉科 大和西1丁目97-7
兼古書店駅前ビル2Ｆ 794-5280

織田内科診療所 見野2丁目20-9 794-0567
坂本医院 大和東3丁目5-2 794-2131
清水内科循環器科 大和西2丁目1-17 794-9192
たぐちクリニック 見野2丁目15-24 791-5775
戸田医院 見野2丁目36-11-201 794-7778
原田リウマチ科・整形外科 大和西1丁目65-2 大和ビル1F 794-3777
元木クリニック 東畦野3丁目1-46 795-0066
ゆあさ内科 大和西2丁目1-8 795-1706
川西リハビリテーション病院 東畦野5丁目18-1 795-0070

平
野
・
多
田
地
区

いが小児科アレルギー科 平野3-18-19 790-1320
石田皮膚科医院 平野3丁目17-1 792-2220
大西クリニック 新田2-12-6 744-2248
おばた耳鼻咽喉科 多田桜木1-8-27-202 793-5633
さくらホームケアクリニック 平野3-18-27 793-4000
高島循環器内科 平野2-1-9 744-2400
武田外科 多田桜木2丁目1-20 793-5570
辻医院 多田桜木2丁目11-38 792-6181
つちたにクリニック 新田3-3-6 792-8247
つづみがたきTEIクリニック 鼓が滝1-29-4 792-8321
橋本整形外科医院 多田桜木1丁目2-15 792-4566
丸尾眼科医院 多田桜木2丁目3-28 792-1816
協立記念病院 平野1丁目39-1 792-1301
ベリタス病院 新田1-2-23 793-7890

清
和
台
・
け
や
き
坂
地
区

うえだ皮膚科 清和台東3丁目1-8トナリエ清和台2F 799-3350
浦クリニック けやき坂2丁目11-1 799-4111
耳鼻いんこう科
ふじおかクリニック

清和台東3丁目1-8
トナリエ清和台2F 799-8733

杉田クリニック 清和台東5丁目1-13 799-7272
高橋産婦人科医院 清和台東1丁目3-75 799-0001
田畑クリニック 清和台東3丁目2-4 799-4765
どばしクリニック 清和台東3丁目1-8トナリエ清和台2F 799-8777
長井泌尿器科 清和台東3丁目1-8トナリエ清和台2F 799-8188
福地眼科 清和台東3丁目1-8トナリエ清和台2F 790-5050

向
陽
台
・
水
明
台
・
緑
台
地
区

イセキ内科クリニック 水明台1-1-161 OHビル2F 793-1077
神田内科小児科 向陽台2丁目1-26 793-0502
小亀整形外科 緑台4丁目9-31 792-6002
西岡内科医院 水明台3丁目2-92 793-7705
兵庫ライフケアクリニック 緑台4丁目3-41 767-1181
まえだクリニック 向陽台3丁目5-117 790-0517
三木眼科 向陽台3丁目1-20 792-4191
吉田医院 向陽台2丁目1-2 793-0646

萩
原
台
・
湯
山
台
・
滝
山
地
区

いけだ内科クリニック 火打1-16-6
オアシスタウンキセラ川西2F 756-6750 ※1

おおむち診療所 西多田2丁目2-8 三栄ビル4Ｆ 792-0828
おかのうえクリニック 鴬が丘19-10 756-7880
川西おの小児科・アレルギー科 出在家町13-12-3 756-7177

かつら耳鼻咽喉科 火打1-16-6
オアシスタウンキセラ川西2F 755-3387

キセラ川西腎クリニック 火打1-20-7-1 743-9102 （透内）
栗崎整形外科 萩原台東2丁目110 755-5222
くわかど内科 在宅・
緩和ケアクリニック 西多田2丁目2-8三栄ビル3F 744-2636

さやなぎ眼科 火打1-16-6
オアシスタウンキセラ川西2F 764-7677

富山医院 萩原台西１丁目90 757-3051
川西ほんわか訪問診療
クリニック 火打2丁目2-14 768-9113

まえかわこども
クリニック

火打1丁目2-1
キセラ川西オリヴィエ1-1 756-8341 ※2

松下内科 絹延町3-27 エクセルコーワII番館101 755-6466
森本整形外科 西多田2丁目2-8 三栄ビル1Ｆ 792-4973
川西市立総合医療センター 火打1-4-1 0570-01-8199

中
央
地
区

相原病院付属
ブレストクリニック川西 小花1-6-13 イオンビル3F 757-3333

723-9012注）

カトウ眼科 栄町12-8 三宝ビル2.3F 740-3811
北川医院 栄町4-1 757-0130

きただクリニック。 小戸1-2-6 ジオ阪急川西
レジデンスマーク1F 764-7878 ※3

木村メディカルクリニック 小花1-6-18 N&Hビル2F 767-7709
Kこころのケアクリニック 栄町20-1ベルフローラかわにしWEST1F 755-1518
洪クリニック 中央町10-5ディークラディア川西1Ｆ 756-8008
ことぶき皮ふ科クリニック 栄町11-1 ラソラ川西2F 757-1712
こばやしクリニック 栄町10-5 パルティー川西2F 759-0777

川西市医師会 病院・医院リスト〈市外局番〉は（072）です。  ※川西市立総合医療センターは市外局番不要です。 令和7年4月現在
医療機関名 所在地 電話番号 診療項目

中
央
地
区

酒井内科 中央町6-7 セントラルビル2Ｆ 755-1937
坂本耳鼻咽喉科 中央町6-3 セントカワニシビル1Ｆ 758-0965
杉町医院 小戸1丁目5-6 758-8470
青心会メンタルクリニック 中央町6-7 セントラルビル3Ｆ 758-1699
たけもと小児科 栄町13-8 759-6100
たにぐち内科クリニック 栄町20-1ベルフローラかわにしWEST1F 759-6000
谷村眼科医院 中央町5-5 OHMIビル1Ｆ 757-3166
田内科クリニック 中央町13-17エスポワール川西1Ｆ 756-8868
どひ整形外科 小花2丁目7-1-202 758-0606
林眼科医院 小花1丁目5-14 玉井ビル1Ｆ 758-6600
ふかみレディースクリニック 栄町12-8 三宝ビル4Ｆ 740-0230
藤末医院 小花1丁目3-5 759-2952
古野整形外科 栄町11-1 ラソラ川西3F 756-8070
まきの内科クリニック 小花1-6-13 イオンビル3F 755-0033
間瀬内科クリニック 中央町5-5 OHMIビル6Ｆ 757-0086
川西まつもと眼科 栄町20-1 759-2020
宮崎医院 小花1丁目3-7 759-3345
山本クリニック 小花1丁目11-19 曙ビル1Ｆ 755-3511
レディースクリニックかとう 小戸1丁目7-13 764-6306
わたなべメンタルクリニック 中央町3-6 川西大陽ビル3Ｆ 757-6000
第二協立病院 栄町5-28 758-1123 一般外来診療なし

（入院のみ）

九十九記念病院 栄町10-4 759-9020

花
屋
敷
地
区

咲クリニック 南花屋敷4丁目6-16 759-7938

前田ホームクリニック 花屋敷1-5-18
インペリアル花屋敷1Ｆ 757-0886

前田内科クリニック 南花屋敷4丁目1-9 755-0053
まさき内科クリニック 花屋敷2丁目8-11 767-1675
三浦医院 南花屋敷2丁目8-1 759-2404

栄
根
・
加
茂
地
区

川西なかお内科・呼吸器
内科・アレルギー科 加茂3丁目12-2 767-1515

さいとう眼科 栄根2丁目6-32 Vビル4Ｆ 756-0300
阪本医院 栄根1丁目7-11 759-1125
阪本耳鼻咽喉科医院 栄根2丁目16-3 759-4136
第二仁成クリニック 栄根2丁目6-32 Vビル4Ｆ 756-8141
長谷部クリニック 栄根2丁目6-32 Vビル3Ｆ 758-5555
浜田整形外科 栄根1丁目3-8 759-1455

久
代
地
区

おだがき循環器
内科クリニック 久代6丁目2-4-123 740-2010

自衛隊阪神病院 久代4丁目1-50 782-0001
（駐屯地経由）

正愛病院 久代2丁目5-34 758-5821
北
田
原・杉
生
地
区

杉生診療所 猪名川町鎌倉字横大道10-1 769-0015

せいふうクリニック 猪名川町北田原字屏風岳3 766-0030

日
生
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
・
パ
ー
ク
タ
ウ
ン
地
区

生駒クリニック 猪名川町松尾台1-2-20
日生中央タンモトセンタービル2F 767-2555

井之上眼科 猪名川町松尾台1-2-20
日生中央タンモトセンタービル3F 766-7667

植田循環器内科クリニック 猪名川町白金3-9-8 767-2100
岡林クリニック 美山台3丁目3-2 795-1070
北村耳鼻咽喉科 猪名川町若葉1-39-1 766-8751
貴田医院 猪名川町若葉1-4-7 766-0003
クリニックヤマガミ 猪名川町伏見台4-4-21 766-6368
こたけ整形外科クリニック 猪名川町広根字中突田17-1 767-2221
坂田診療所 猪名川町紫合字古津ヶ平157-3 766-5200
整形外科ひぐちクリニック 猪名川町伏見台1丁目1-56 766-2800
たのうえ
こどもクリニック

猪名川町白金2-１
イオンモール猪名川3F 765-1186

中村整形外科
リハビリクリニック 美山台1丁目1-3 795-2711

西岡内科在宅クリニック 猪名川町伏見台1丁目1-56 766-9919 救急

はやし皮フ科クリニック 猪名川町松尾台1-2-20
日生中央タンモトセンタービル1F 767-2336

船田医院 猪名川町松尾台3-2-2 766-1300
ふるさと透析診療所 猪名川町広根字北后久2 765-3324
前田クリニック
耳鼻咽喉科

猪名川町松尾台1-2-20
日生中央タンモトセンタービル3F 766-7133

みどりの眼科クリニック 猪名川町紫合字東垣内400 744-0360
森内科小児科医院 猪名川町伏見台1-2-3 766-0727
森田内科医院 猪名川町若葉1-39-1 767-2811
やながわ整形外科
リハビリクリニック 猪名川町白金3-2-3 765-2020

生駒病院 猪名川町広根字九十九-8 766-0172

※1 内視鏡内科 ※2 小児腎臓内科 ※3 大腸・胃内視鏡内科/肝臓・消化器内科
注）723-9012は予約の電話番号
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一般社団法人 川西市歯科医師会
〒666-0017 川西市火打１-１2-16　
TEL：072-757-5868　FAX：072-740-1061　HP：http://www.kda8020.com

川西市歯科医師会 事業案内
川西市歯科医師会は、川西市より委託を受け次の事業を会員歯科医によって運営しています。

■ 要介護高齢者歯科診療…
　 概ね65歳以上の要介護高齢者の歯科診療　週2回（予約制）
■ 心身障がい者（児）歯科診療…
　 心身障がい者（児）の歯科診療　週2回（予約制）
■ 休日歯科応急診療…日曜・祝日・お盆・年末年始の応急処置

※川西市歯科医師会は、猪名川町からも委託を受け各種健診事業等行なっています。

学校歯科保健事業

成人歯科健診(節目健診)

日曜健診

事業所健診

口腔がん検診

歯と口の健康セミナー

歯と口の健康フェア

歯 の 展 示コーナー

広 報 ｢ かわにし｣ への 投 稿

保育所健診・講話

川西さくら園健診・講話

1歳児親子歯科健診

1歳6か月児健康診査

3歳児健康診査

3歳～5歳児歯科健診

妊婦歯科健診

おとなの歯科健診

● 園児・児童・生徒の歯科健診
● 就学時健診　● 歯科教育・歯みがき指導
● 歯と口の健康週間ポスターコンクール ● 歯と口の健康標語

● 保育所の乳幼児の歯科健診　各保育所にて
● 歯科講話

● 歯科健診　● 歯科講話

川西こども家庭センター健診
● 歯科健診（月1回）

● 保健センターにて月2回／
歯科健診・むし歯予測テスト（個人へ通知）

● 予防歯科センターにて月1回／
歯科健診・歯科講話・歯みがき指導／後期離乳食指導

● 保健センターにて月２回／
歯科健診(個人へ通知)

● 予防歯科センターにて月1回／
歯科健診・歯みがき指導

オーラルフレイル（お口の衰え）予防教室
● 予防歯科センターにて月1回／

検診・口腔機能測定•講話
50歳以上対象（※ひとりにつき年1回限り）

● 会員診療所にて随時（予約制）
妊娠期間中に1回（健診票を妊婦健診費用助成申請時に配布）
歯科健診・歯周ポケット測定など

● 6月アステ川西など各会場にて無料歯科健診・歯みがき指導等

● 予防歯科センターにて常設展示

● 2か月に1回歯のコラム掲載

● 保健センターにて年2回／歯科健診

● 各事業所にて

● 予防歯科センターにて(定期)
● 出張講座(随時申込み受付)

● 予防歯科センターにて年3回舌及び口腔粘膜の検診（予約制）

● 20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70歳の節目に歯
と歯ぐきの炎症や歯周ポケットの測定など（各医院にて）
該当者には受診券を送付（予約制）

● 保健センターにて月2～3回歯科健診・歯周病・簡易健診など

川西市ふれあい歯科診療所 TEL：072-758-7388

■ 歯科医院への通院が困難な方の訪問歯科治療・口腔ケア

川西市歯科医師会立訪問歯科センター

TEL：  072-757-0418   FAX：072-764-6480
※FAXは24時間対応

受付時間 月曜～金曜　午前9時～午後5時

介 護 認 定 審 査 会 委 員 派 遣
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一般社団法人 川西市歯科医師会
〒666-0017 川西市火打１-１2-16　
TEL：072-757-5868　FAX：072-740-1061　HP：http://www.kda8020.com

川西市歯科医師会 事業案内
川西市歯科医師会は、川西市より委託を受け次の事業を会員歯科医によって運営しています。

■ 要介護高齢者歯科診療…
　 概ね65歳以上の要介護高齢者の歯科診療　週2回（予約制）
■ 心身障がい者（児）歯科診療…
　 心身障がい者（児）の歯科診療　週2回（予約制）
■ 休日歯科応急診療…日曜・祝日・お盆・年末年始の応急処置

※川西市歯科医師会は、猪名川町からも委託を受け各種健診事業等行なっています。

学校歯科保健事業

成人歯科健診(節目健診)

日曜健診

事業所健診

口腔がん検診

歯と口の健康セミナー

歯と口の健康フェア

歯 の 展 示コーナー

広 報 ｢ かわにし｣ への 投 稿

保育所健診・講話

川西さくら園健診・講話

1歳児親子歯科健診

1歳6か月児健康診査

3歳児健康診査

3歳～5歳児歯科健診

妊婦歯科健診

おとなの歯科健診

● 園児・児童・生徒の歯科健診
● 就学時健診　● 歯科教育・歯みがき指導
● 歯と口の健康週間ポスターコンクール ● 歯と口の健康標語

● 保育所の乳幼児の歯科健診　各保育所にて
● 歯科講話

● 歯科健診　● 歯科講話

川西こども家庭センター健診
● 歯科健診（月1回）

● 保健センターにて月2回／
歯科健診・むし歯予測テスト（個人へ通知）

● 予防歯科センターにて月1回／
歯科健診・歯科講話・歯みがき指導／後期離乳食指導

● 保健センターにて月２回／
歯科健診(個人へ通知)

● 予防歯科センターにて月1回／
歯科健診・歯みがき指導

オーラルフレイル（お口の衰え）予防教室
● 予防歯科センターにて月1回／

検診・口腔機能測定•講話
50歳以上対象（※ひとりにつき年1回限り）

● 会員診療所にて随時（予約制）
妊娠期間中に1回（健診票を妊婦健診費用助成申請時に配布）
歯科健診・歯周ポケット測定など

● 6月アステ川西など各会場にて無料歯科健診・歯みがき指導等

● 予防歯科センターにて常設展示

● 2か月に1回歯のコラム掲載

● 保健センターにて年2回／歯科健診

● 各事業所にて

● 予防歯科センターにて(定期)
● 出張講座(随時申込み受付)

● 予防歯科センターにて年3回舌及び口腔粘膜の検診（予約制）

● 20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70歳の節目に歯
と歯ぐきの炎症や歯周ポケットの測定など（各医院にて）
該当者には受診券を送付（予約制）

● 保健センターにて月2～3回歯科健診・歯周病・簡易健診など

川西市ふれあい歯科診療所 TEL：072-758-7388

■ 歯科医院への通院が困難な方の訪問歯科治療・口腔ケア

川西市歯科医師会立訪問歯科センター

TEL：  072-757-0418   FAX：072-764-6480
※FAXは24時間対応

受付時間 月曜～金曜　午前9時～午後5時

介 護 認 定 審 査 会 委 員 派 遣

医療機関名 所在地 電話番号
美
山
台

けんたろう歯科医院 川西市美山台2-3-7 795-1482

山
下
・
大
和

くるす歯科医院 川西市見野3-13-18 791-5454

こうじ歯科クリニック 川西市見野2-16-2 794-6471

歯科たなかクリニック 川西市見野3-8-20
米田第1ビル1階 794-8948

中川歯科医院 川西市大和西2-1-9 794-8848

にしだ歯科クリニック 川西市東畦野2-3-26
ビギニングパートⅡ 1階 741-2630

まつうら歯科医院 川西市大和西1-97-7 794-8786

森永歯科医院 川西市大和西1-48-5 794-6030

グ
リ
ー
ン
ハ
イ
ツ
・
平
野

荒垣歯科医院 川西市平野3-3-29 793-7715

西島歯科クリニック 川西市水明台1-1-129 792-8214

原田デンタルクリニック 川西市平野2-2-20
清和ビル2階 793-9127

ふじい歯科 川西市平野3-18-27 790-1101

丸山デンタルクリニック 川西市向陽台3-5-3 703-1209

よこたデンタルクリニック 川西市向陽台3-1-6
イワオビル11番館1階 741-9069

清
和
台

河辺歯科 川西市清和台西2-2-5 790-6480

みずくろ歯科 川西市清和台東3-1-39 798-0648

横田歯科 川西市清和台東1-4-117 798-0230

多
田
・
鼓
が
滝

今村歯科医院 川西市西多田2-22-14
プラザイマイ1階 793-9586

遠藤歯科診療所 川西市鼓が滝1-29-4 792-7887

さくらい歯科 川西市多田桜木1-4-1
イオンタウン川西2階 792-7939

なかむら歯科 川西市多田桜木1-8-6
プラザ多田2階 792-8669

松添歯科医院 川西市多田桜木2-1-21
ディンプル多田2階 793-5857

萩
原
台

頭司歯科口腔外科
クリニック 川西市萩原台西1-53 764-6927

みうら歯科医院 川西市萩原台西1-40 764-5121

火
打
・
滝
山
・
絹
延
橋

あさくら歯科 川西市火打1-16-6 オアシ
スタウンキセラ川西2階 756-8028

小来田歯科 川西市滝山町5-8 758-5545

よしだ歯科 川西市美園町16-12
zone 1/f Part2 1階 755-7778

医療機関名 所在地 電話番号

川
西
能
勢
口
駅
周
辺

井角歯科医院 川西市小花2-13-10 759-3778

市川歯科医院 川西市栄町15-9 757-8822

えいじ歯科 川西市栄町12-8
三宝ビル5階 756-7001

かどの歯科医院 川西市中央町7-24
三友ブロードビル3階 755-6480

北川歯科クリニック 川西市中央町5-5
大海ビル3階 740-6480

くしだ歯科医院 川西市小花1-5-13
谷ビル1階 759-8241

しまだ歯科医院 川西市小花2-10-1
カーサ･デ･フローレス1階 774-1182

しゅういち矯正歯科
クリニック 川西市小戸2-2-23 758-6345

つばめデンタルクリニック 川西市栄町11-3
パルティK2 759-2798

とくなが小児歯科
クリニック

川西市中央町10-2
ファーストプライズ1階 758-8264

畑矯正歯科 川西市小花1-5-13
谷ビル3階 759-4187

福地歯科クリニック 川西市小戸1-2-6 ジオ阪急
川西レジデンスマーク1階 744-3981

藤木歯科医院 川西市小戸1-5-2 759-4945

マツムラ歯科医院 川西市栄町4-2 758-0369

村上歯科医院 川西市栄町11-1-20 757-5229

花
屋
敷
・
寺
畑
・
栄
根

青山歯科医院 川西市花屋敷2-5-14 759-8318

河﨑歯科医院 川西市寺畑2-10-2 759-7148

クリス歯科クリニック 川西市南花屋敷1-4-23 759-8000

真田歯科クリニック 川西市栄根2-5-6
サニーハイツ戸田103 767-1897

関口歯科クリニック 川西市栄根2-7-68 
SOGABEビル1階 755-4618

加
茂

堀池歯科 川西市加茂1-19-5
堀池ビル2階 757-1118

もん歯科・こども矯正歯科
クリニック 川西市加茂6-1-23 767-1030

久
代

室谷歯科医院 川西市久代5-2-12 759-4926

正愛病院 川西市久代2-5-34 758-5821

猪
名
川
町

あだち歯科 猪名川町笹尾字加門田
31-4 768-2600

安達歯科 猪名川町若葉1-30-7 766-0291

安達歯科医院 猪名川町伏見台1-666-1 766-1206

くがい歯科 猪名川町若葉1-2-6 766-7575

ソノ歯科クリニック 猪名川町白金3-16-4 767-4180

やの歯科 猪名川町若葉2-173-70 766-4182

米村歯科医院 猪名川町白金2-1-3F 765-1184

川西市歯科医師会 歯科医院リスト〈市外局番は（072）です〉 令和7年9月現在

※成人歯科健診・妊婦歯科健診（個別）については、
　上記の川西市歯科医師会会員診療所で実施しています。
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一般社団法人 川西市薬剤師会
［事務局］ 川西市出在家町1-8  川西市商工会館内

TEL：072-756-7516　FAX：072-756-7517

処方せんをもらったら 副作用を防ぐために
近年医薬分業が進み処方せんを発行される医療機関が
多くなっております。処方せんをもらったら、保険薬局に
お持ちになり、調剤してもらってください。
保険薬局はあなたの意思で自由にどこでも選べます。
処方せんには、使用期限があります｡特に記載のある場
合を除き、交付の日を含めて、4日以内です。

薬局で作成する薬歴には、下記の情報が書かれています。
❶いままでに処方された薬の履歴（複数医療機関）
❷あなたの体質･アレルギー･副作用など
❸あなたが服用している市販の医薬品や健康食品の情報
❹薬に対しての情報や医療機関への問合せ、履歴などの

情報

薬の飲み方 お薬手帳の利用方法
かかりつけ薬局では、薬剤師が薬を上手く服用できるよ
う工夫します。
たとえば、飲み間違いをしないよう1回分を1包にするこ
とができます。1包化を希望される場合は、お医者さんに
申し出てください。

重複投薬の防止
複数のお医者さんへかかっておられる方でしたら、それぞ
れのお医者さんから処方せんをもらったことがあると思
います｡それぞれの処方せんに同じ名前の薬がなくても、
よく似た作用のものや全く同じ成分のものがあります。

かかりつけ薬局を持ちましょう
かかりつけ薬局を持っていただくことにより、複数の医療
機関にかかられた場合でも医薬品の飲み合わせや重複
をチェックでき、また正しい飲み方を指導することでお
薬を安全で効果的に服用していただけます。

● ｢あなたの大切な情報｣は必ず記入してください。
● 病院や医院、歯科医院、薬局に行くときには、毎回忘れ

ずに持って行きましょう。
● 薬局で市販のお薬を買った場合にも、記録してもらって

ください。
● 病院や医院、歯科医院、薬局でお薬の名前等を書いた説

明書を渡された場合は、この手帳といっしょに保管して
ください。

● 常に携帯しておきましょう。災害、事故、旅先での容体
の急変等緊急の場合に医師の判断に役立ちます。

● お薬について、わからないこと、困ったこと等がある時
には、｢お薬の記録｣のページの右下空欄にメモしてお
きましょう。

● ｢お薬手帳｣は必ず1冊にまとめましょう。病院や医院、
薬局ごとにわけてしまうと同じお薬の重複や副作用の
再発を防ぐこと、不都合な飲み合わせのあるお薬を回
避することができなくなってしまいます。

川西市薬剤師会 薬局・薬店リスト〈市外局番は（072）です〉 令和7年9月現在

薬局・薬店名 所在地 電話番号 FAX番号

川
西
市

あい薬局 久代2-5-44 757-0238 757-0238
アイン薬局 川西池田店 栄根2-6-32-303 757-4193 757-4195
アイン薬局 川西多田店 新田1-3-8 792-8922 792-8933
アイン薬局 ベルフローラ川西店 小花1-1-10 ベルフローラかわにしE-113-A 759-9934 759-5849
e薬局川西 栄根2-25-8 757-8500 757-9388
イオン薬局 川西店 小花1-6-13 755-5031 755-5035
ウエルシア薬局 川西能勢口店 栄町10-5-104 パルティ川西1F 756-6886 756-6886
うねの薬局 大和西2-1-13 794-6150 794-6120
エルム薬局 川西市多田桜木1-8-32 792-6363 792-6373
回春堂薬局 小花1-7-8 759-2766 759-2756
キセラ川西ハートフル薬局 火打1-2-1 758-2222 758-2225
キリン堂薬局 川西西店 西多田2-7-20 790-0502 790-0508
幸生堂薬局 小戸1-2-6 755-0522 755-0533
笹川薬局 清和台店 清和台東3-1-8 799-3788 799-3788
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一般社団法人 川西市薬剤師会
［事務局］ 川西市出在家町1-8  川西市商工会館内
TEL：072-756-7516　FAX：072-756-7517

処方せんをもらったら 副作用を防ぐために
近年医薬分業が進み処方せんを発行される医療機関が
多くなっております。処方せんをもらったら、保険薬局に
お持ちになり、調剤してもらってください。
保険薬局はあなたの意思で自由にどこでも選べます。
処方せんには、使用期限があります｡特に記載のある場
合を除き、交付の日を含めて、4日以内です。

薬局で作成する薬歴には、下記の情報が書かれています。
❶いままでに処方された薬の履歴（複数医療機関）
❷あなたの体質･アレルギー･副作用など
❸あなたが服用している市販の医薬品や健康食品の情報
❹薬に対しての情報や医療機関への問合せ、履歴などの

情報

薬の飲み方 お薬手帳の利用方法
かかりつけ薬局では、薬剤師が薬を上手く服用できるよ
う工夫します。
たとえば、飲み間違いをしないよう1回分を1包にするこ
とができます。1包化を希望される場合は、お医者さんに
申し出てください。

重複投薬の防止
複数のお医者さんへかかっておられる方でしたら、それぞ
れのお医者さんから処方せんをもらったことがあると思
います｡それぞれの処方せんに同じ名前の薬がなくても、
よく似た作用のものや全く同じ成分のものがあります。

かかりつけ薬局を持ちましょう
かかりつけ薬局を持っていただくことにより、複数の医療
機関にかかられた場合でも医薬品の飲み合わせや重複
をチェックでき、また正しい飲み方を指導することでお
薬を安全で効果的に服用していただけます。

● ｢あなたの大切な情報｣は必ず記入してください。
● 病院や医院、歯科医院、薬局に行くときには、毎回忘れ

ずに持って行きましょう。
● 薬局で市販のお薬を買った場合にも、記録してもらって

ください。
● 病院や医院、歯科医院、薬局でお薬の名前等を書いた説

明書を渡された場合は、この手帳といっしょに保管して
ください。

● 常に携帯しておきましょう。災害、事故、旅先での容体
の急変等緊急の場合に医師の判断に役立ちます。

● お薬について、わからないこと、困ったこと等がある時
には、｢お薬の記録｣のページの右下空欄にメモしてお
きましょう。

● ｢お薬手帳｣は必ず1冊にまとめましょう。病院や医院、
薬局ごとにわけてしまうと同じお薬の重複や副作用の
再発を防ぐこと、不都合な飲み合わせのあるお薬を回
避することができなくなってしまいます。

薬局・薬店名 所在地 電話番号 FAX番号

川
西
市

清和台薬局 清和台東3丁目1-8 トナリエ清和台2F 744-0909 744-0909

センター薬局 見野店 見野2-19-34 767-1725 767-1725

双愛薬局 絹延町3-26 759-5559 759-5558

そうけん薬局 つつみがたき店 東多田2-2-33 792-7550 792-7503

それいゆ薬局 萩原台西1-71 萩原台タウンショップ 758-2255 758-2254

タケシタ調剤薬局 川西店 火打1丁目９-24 767-7542 767-7549

ただ薬局 新田1-3-7 790-0878 790-1557

多田の駅前薬局 多田桜木2-1-21 793-7088 793-7370

調剤薬局ツルハドラッグ 南花屋敷店 南花屋敷3-16-9 759-8388 759-8388

調剤薬局マツモトキヨシ 川西能勢口駅前店 小花1-6-18 758-3777 759-8877

とまと薬局 多田桜木1-2-15 MTサンハイム205 792-9900 792-9988

とまり木薬局 美園町1-3-105A 769-6977 769-6977

ドリーム薬局 畦野店 大和西2-2-8-104 791-6707 791-6708

ドリーム薬局 平野店 平野3-18-23 793-6963 793-6964

なの花薬局 川西能勢口店 栄町20-1 ベルフローラかわにしWEST1F 758-2450 758-2451

日新堂薬局 多田桜木1-3-21 793-2626 793-2626

日新堂薬局 小花店 小花2丁目7-1 シャンテ川西2F 768-9410 757-0707

ヒグチ薬局 緑台2-2-8 793-0665 793-0665

ひまわり薬局 栄町12-8 三宝ビル 756-0551 756-1147

ひらの薬局 平野3-17-2 1F 790-2822 790-2828

フェリス薬局 見野2-36-11 YKビル102 794-3313 794-3333

フタバ在宅医療サポート薬局 清和台東3-1-45 YMビル201 764-8127 764-8128

フタバ薬局 川西店 出在家町13-12-2 758-7810 758-7811

フタバ薬局 川西加茂店 加茂3-12-2 767-9523 767-9524

プラザ薬局OASIS Twon キセラ川西店 火打1丁目16-6 OASIS Twonキセラ川西2F 756-6400 756-6401

プラチナ薬局 久代店 久代1-25-27 757-1158 767-7370

プラチナ薬局 水明台店 水明台1-3-4 792-6360 764-5181

プリズム薬局 中央町10-5 ディークラディア川西1F 755-1193 755-1196

プリズム薬局 川西能勢口駅前店 小花1丁目6-21 第2肥爪ビル1階 764-7032 764-7027

フロンティア薬局 花屋敷店 南花屋敷4-6-7-3 756-6762 756-6763

北摂調剤栄町薬局 栄町3-6 740-2121 740-2221

ホワイト薬局 川西店 大和西1-97-7 兼古書店駅前ビル1F104号 794-3715 794-3713

マルゼンうねの駅前薬局 大和西1-65-3 794-3434 794-3636

みどり薬局 川西店 火打1-7-13 ベストハウスキセラ1階 744-7690 744-7691

ミヤケ薬局 出在家町1-6 759-7652 756-7033

薬局オリオンファーマシー 中央町7-11 757-5615 757-5615

薬局サンファーマシー 中央町3-6-303 758-6688 758-6688

薬局ポパイドラッグ 水明台1-1-161 792-8518 792-8567

わかば薬局 小花1-3-5 740-3287 757-3360

猪
名
川
町

アピス薬局 猪名川店 猪名川町広根字奥ノ谷5番外5筆 767-3811 767-3812

いながわ薬局 猪名川町若葉1-39-1-C-2 766-7370 766-7375

なの花薬局 日生中央駅前店 猪名川町松尾台1-2-2 766-1711 766-1724

フタバ薬局 猪名川店 猪名川町紫合字古津ヶ平157-19 765-0600 765-0600

プラチナ薬局 イオンモール猪名川店 猪名川町白金2-1 イオンモール猪名川3F 767-4193 767-4188

プラチナ薬局 猪名川店 猪名川町白金3-9-10 776-0880 776-0881

ライフォートパークタウン薬局 猪名川町若葉1-4-2 767-3405 788-3411

薬局葉の音 猪名川町万善字岩屋163-3 768-1103 768-1104
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まちの身近な医療機関
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生活習慣病チェック

「生活習慣病」とは、生活習慣が発症や進行に大きく関係する慢性の病気。遺伝的にな
りやすい人もいますが、生活習慣を見直すことでかなり予防することができるのです。

労働は1日9時間以内に
とどめている

自覚的なストレスは
そんなに多くない

毎日そんなに多量の酒は
飲んでいない

（日本酒1合以下かビール
  大瓶1本以下）

たばこは吸わない

定期的に運動・スポーツを
している

毎日朝食を食べている

栄養バランスを考えて食事
をしている

1日平均7～8時間は眠って
いる

守っている健康習慣の数が健康習慣指数
7～8：良好　5～6：中庸　0～4：不良
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病院・医院／薬局・薬店MAP 中部

まちの身近な医療機関 中部

正しい薬の使い方

●説明書をよく読む。普段使っている薬でも、新しい情報が追加され
ていることもあります。購入するたびに読む習慣をつけましょう。
●病状が改善されない場合は薬局や薬店に相談または、医師の診
断を受けましょう。

大衆薬を使用するとき
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歯科医院MAP 南部南部

まちの身近な医療機関

歯周病予防診断チェック

歯科の主治医をもとう

歯と健康を
トータルに考えるために
“歯の主治医”をもちましょう

ひとつでも
心当たりがある場合は、
早めに歯科検診を！

現代の食生活は虫歯や歯周病を
増やしただけでなく、思考力や集
中力、生活習慣病などにも影響を
及ぼしているという説があります。
今恐れられている歯周病の主な原
因は生活習慣です。偏った食生活
や夜行性、喫煙、過度の飲酒など
生活習慣の乱れと歯磨き習慣の乱
れは表裏一体。また、糖尿病、ホル
モン変調、心身症なども歯周病の
原因といえますので、それぞれの
専門医にも相談してください。歯は
その人の一生にかかわってきます。
だから年齢の「齢」は「歯」なので
す。歯と健康をトータルに考えるた
めには、信頼
できる“歯の
主治医”をも
ちたいもの
ですね。

歯に歯垢がたまっていない
か？

歯ぐきが赤く充血し、腫れて
いないか？

歯を磨いたときに出血しない
か？

歯ぐきがむずがゆい感じが
しないか？

口の中が嫌なにおい（口臭）
がしないか？

歯ぐきを押すと臭い膿みが
出ないか？

食べ物がよく歯にはさまらな
いか？

水を飲むと歯や歯ぐきにしみ
ないか？

朝起きたときに、口の中がね
ばついていないか？

歯が少しぐらぐらしないか？

歯ぐきが腫れ、痛まないか？

歯がグラついて、ものが噛み
きれないことはないか？

歯が長く見えるようになって
いないか？
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　ドアノブや電車のつり革など様々なものに触れることにより、自分の手にもウイルスが付着している可能性が
あります。外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などこまめに手を洗います。

公衆衛生の豆知識

・爪は短く切っておきましょう。 ・時計や指輪は外しておきましょう。手洗いの前に

流水でよく手をぬらした後、石け
んをつけ、手のひらをよくこすり
ます

手の甲をのばすように
こすります

指先・爪の間を念入りに
こすります

親指と手のひら
をねじり洗いし
ます

石けんで洗い終わったら、十分に水で流し、清潔なタオルやペーパータオルでよく拭き取って乾かします。
手首も忘れずに洗います

咳エチケット

正しいマスクの着用 

指の間を洗います

１ ２ 3

１ ２ 3

4 5 6

　咳エチケットとは、感染症を他者に感染させないために、咳・くしゃみをする際、マスクやティッシュ・ハンカチ、
袖、肘の内側などを使って、口や鼻をおさえることです。
対面で人と人との距離が近い接触（互いに手を伸ばしたら届く距離でおよそ２ｍとされています）が、一定時間以上、

多くの人々との間で交わされる環境は、リスクが高いです。感染しやすい環境に行くことを避け、手洗い、咳エチ
ケットを徹底しましょう。

電車や職場、学校など
人が集まるところでやろう

ゴムひもを耳にかける

3つの咳エチケット
せき

何もせずに咳や
くしゃみをする

せき

咳やくしゃみを
手でおさえる

せき

袖で口・鼻を覆う
おお

ティッシュ・ハンカ
チで口・鼻を覆う

おお
マスクを着用する
（口・鼻を覆う）

おお

鼻と口の両方を確実に覆う
おお

隙間がないよう鼻まで覆う
おお

マスクが
ない時 とっさの時

正しい手の洗い方

出典：厚生労働省ホームページ｢国民の皆さまへ （新型コロナウイルス感染症）｣（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00094.html）より加工・編集して作成

マスクの着用は個人の判断が
基本となります。

※このページは有料広告掲載ページです ※掲載している広告は、川西市が推薦するものではありません

歯科医院MAP 中部

まちの身近な医療機関 中部
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袖、肘の内側などを使って、口や鼻をおさえることです。
対面で人と人との距離が近い接触（互いに手を伸ばしたら届く距離でおよそ２ｍとされています）が、一定時間以上、

多くの人々との間で交わされる環境は、リスクが高いです。感染しやすい環境に行くことを避け、手洗い、咳エチ
ケットを徹底しましょう。

電車や職場、学校など
人が集まるところでやろう

ゴムひもを耳にかける

3つの咳エチケット
せき

何もせずに咳や
くしゃみをする

せき

咳やくしゃみを
手でおさえる

せき

袖で口・鼻を覆う
おお

ティッシュ・ハンカ
チで口・鼻を覆う

おお
マスクを着用する
（口・鼻を覆う）

おお

鼻と口の両方を確実に覆う
おお

隙間がないよう鼻まで覆う
おお

マスクが
ない時 とっさの時

正しい手の洗い方

出典：厚生労働省ホームページ｢国民の皆さまへ （新型コロナウイルス感染症）｣（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00094.html）より加工・編集して作成

マスクの着用は個人の判断が
基本となります。

※このページは有料広告掲載ページです ※掲載している広告は、川西市が推薦するものではありません
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リフォームの進め方とポイント

具体的な
計画をたてる

●時期、期間は？
●予算は？
リフォームの目的から具体的
な計画を立てましょう。
この時点での情報収集も大
切なポイントです。

事業者を決める
～契約する

● 施工業者の事業内容が
リフォーム目的と合致
しているか？

●実績や業務内容を吟味。
信頼できる事業者か？

●候補を数社選んで同じ条
件で見積書を提出しても
らい検討したか？

契約前に疑問点・不安点は徹
底的に確認しましょう。見積
書・提案書や契約書だけでな
く、打ち合わせの際の資料やメ
モなど書類にはしっかり目を
通し、保管しておきましょう。

着工

●工事に向けての準備や近
隣への周知は大丈夫か？

●工程表に基づいて進んで
いるか？

●変更・追加などが発生し
ていないか？

定期的に施工業者から報告・
連絡を受けるようにしましょ
う。また、不安がある場合は施
工業者の担当者を通じて確
認するようにしましょう。

着工後

●事業者立ち会いの下、確
認をし説明をうけたか？

● 今後のメンテナンスや
保証先を確認したか？

家づくり・リフォームの基礎知識❶
※株式会社サイネックスによる編集記事ページです

※このページは有料広告掲載ページです

※掲載している広告は、川西市が推薦するものではありません
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業者の探し方 バリアフリー住宅

最近では自社ホームページを持っているリフォーム会社
も多いようです。ポストに入ってくるチラシも情報収集の
チャンスです。またご近所や知り合いでリフォーム工事を
した家があったら、その会社がどんな対応だったか聞い
てみるのも一つの手です。

バリアフリー住宅は、お年寄りや障がいを抱えている方で
も住みやすい生活をおくれる住宅のことです。床の段差を
なくしたり、階段に手すりを取り付けるなどいつまでも
安全で暮らしやすい家で子どもから高齢のご両親まで、
みんなが居心地よく住めることが重要です。

住まいの整備に関する補助金 リフォームと建築基準法

介護保険制度では、「要支援1～2」や「要介護1～5」と認
定された方が、自宅で生活をしやすい住環境にするため
の手すりの取り付けや段差解消などの、住宅改修に対して
費用が支給されます。
また介護保険制度とは別に、高齢者向けや障がい者向けに住
宅改修に助成金を支給しているところもあります。工事をお
考えの際には事前に自治体に相談してみると良いでしょう。

リフォーム時には、住宅に関する法律についても知って
おく必要があります。通常業者さんが把握しており問題
が起こることはあまりありませんが、知っておきたい法律
としては建築基準法があります。建築基準法は住宅の安
全性、居住性、周辺環境への配慮を目的としている法律
で、新築だけではなくリフォーム時にも適用されるので
注意が必要です。

家づくり・リフォームの基礎知識❷
※株式会社サイネックスによる編集記事ページです

※このページは有料広告掲載ページです

※掲載している広告は、川西市が推薦するものではありません
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etc.

相続人（財産をもらう人）被相続人（亡くなった人）

相続とは
「相続」とは、個人が死亡した場合に、その人が有していた
財産（すべての権利義務）をその人の配偶者や子など一定
の身分関係にある人が承継する制度のことをいいます。
相続では、亡くなった人を「被相続人」、財産を承継する
人のことを「相続人」といいます。

相続税とは？
財産を相続したときの税金。亡くなった人から各相続人等
が相続や遺贈などにより取得した財産の価額の合計額が
基礎控除額を超える場合、相続税の課税対象となります。

相続分の種類 相続税が課される財産

遺言書がある場合は、遺留分の規定に違反しない限り、その指定が
優先されます。遺言書がない場合は、民法で定められている相続人
の身分によって決められている割合により相続
します。また、相続人全員で遺産分割協議により
それぞれの意志によって分割することもでき
ます。その場合「遺産分割協議書」を作成する
必要があります。

種類 内容

法定相続

指定相続

民法の規定によって定められた相続人がそれぞ
れに応じた分をもらう相続。

相続人全員の協議によって、財産を分割する相続。

分割協議よる相続
遺言書により、法定相続分以外の割合で、相続人
らに相続をさせる相続。

被相続人が亡くなった時点において所有していた財産

①土地、②建物、③株式や公社債などの有価証券、④預貯金、⑤現金
などのほか、金銭に見積もりできることのできる全ての財産。日本
国外に所在する財産も含まれます。なお、被相続人の財産で家族の
名義となっているものなども相続税の課税対象となります。

みなし相続財産

被相続人の死亡に伴い支払われる「生命保険金」や「退職金」などは、相続
などによって取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。

被相続人から取得した相続時精算課税適用財産

被相続人から生前に贈与を受け、贈与税の申告の際に相続時精算課税を適用
していた場合、その財産は相続税の課税対象となります。この場合、相続開始の
時の価額ではなく、贈与の時の価額を相続税の課税価格に加算します。

被相続人から相続開始前3年以内に取得した 暦年課税適用財産

被相続人から相続などによって財産を取得した人が、被相続人が亡くなる前3年以内に被相続人から
贈与を受けた財産は、相続税の課税対象となります。この場合、相続開始の時の価額ではなく、贈与の
時の価額を相続税の課税価格に加算します。

相続について
※株式会社サイネックスによる編集記事ページです

※このページは有料広告掲載ページです

※掲載している広告は、川西市が推薦するものではありません
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※このページは有料広告掲載ページです
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知っておきたい葬儀のマナー 弔事の流れ（臨終から法要まで）

※掲載の記事に関しましては、一般的な様式を掲載したものであり、
　各宗教や宗派または地域により異なる場合がございます。

葬儀は人生最後の儀式。弔事の一つひとつにしきたりがあり、意味があります。地方によって、また宗教や宗派によって名称や
作法は異なりますが、大方の流れは次のようになります。

最後の対面の後、別れの花などを行い、遺族の
手で霊柩車へ。会葬者は合掌して見送ります。
※葬儀・告別式の前に行う場合もあります。

出棺・
火葬

法要後、お世話になった人に感謝と慰労の気
持ちを込めて喪主が挨拶。遺族が酒と料理で
もてなし、故人をしのびます。

精進
落とし

初七日に始まり、三十五日、四十九日、百か日
と、お経を上げて、お香で供養します。このとき
納骨を行う場合もあります。

追善
供養

一周忌に始まり、2年目の三回忌、6年目の七回
忌、その後十三回忌、十七回忌、二十三回忌、二
十七回忌、三十三回忌、三十七回忌、五十回忌
と法要を続けます。三十三回忌または五十回忌
をもって、弔い上げ（最終の年忌法要）とする場
合が多くなっています。

年忌
法要

火葬の前に全員が焼香。火葬終了後は、二人
一組になって箸で遺骨をはさみ骨壺にいれる
骨上げを行います。
※葬儀・告別式の前に行う場合もあります。

火葬・
骨上げ

持ち帰った遺骨、位牌を祭壇に安置し、僧侶が
読経する中、遺族による焼香が行われます。こ
のとき、本来7日目に行う初七日法要を、繰り
上げてとりおこなう場合が多くなっています。

還骨
回向

通夜の翌日に、死者を弔うのが葬儀で、故
人に別れを告げるのが告別
式です。読経の後、遺族、親
族が焼香し、参列者の焼
香へと移ります。

葬儀・
告別式

故人との別れを惜しみ、夜通し香と灯火を
絶やさず遺体を守ったのが本来の通夜で
すが、最近では数時間ほどで終わる形式
が多くなりました。通夜が終了した後は、
通夜ぶるまいとして親族や親しい人に食
事を振る舞ったり、代わりに折り詰めなど
を渡したりすることもあります。

通　夜

枕飾りをして遺体を安置。喪服、遺影の準備
と世話役との打ち合わせ。戒名の依頼や隣
近所への挨拶、死亡届の手配も行います。

通夜の
準備

遺体を北枕に安置し、喪主、
儀式の形式と日取り、葬儀社
を決めて依頼し、寺院や知
らせるべき人に連絡します。

臨　終

　故人を悼み、遺族への哀悼を表すために
必ず焼香が行われる仏教に対して、神道で
は故人の霊が子孫を守る守護神となる儀式
であると考え、葬儀以降の儀式にも「祭」が
つきます。死を「故人を神のみもとへ送る」と
されるキリスト教では、祈りは神に捧げるも
ので、葬儀は遺族を慰め、励ますために行わ
れます。このように宗教によって葬儀の行い
方にも異なったルールがあることを知って
おきましょう。

宗教別 拝礼の方法 不祝儀袋 不祝儀袋の書き方

仏　教

神　道

キリスト教

無宗教

焼香・線香・
数珠

玉串奉奠・
手水

献花

献花など

御仏前・御霊前
御香典・御供物料

御榊料・玉串料
御神饌料・御霊前

御花料・御ミサ料
御霊前

御花料・御霊前
などが無難

白黒や双銀の結び切りで、
のしはつけない。

双白や双銀の結び切りで、
のしはつけない。

水引、のしはつけない。
白封筒か十字架やユリの
花が描かれた不祝儀袋。

白黒の結び切りで、
のしはつけない。

葬儀について
※株式会社サイネックスによる編集記事ページです

※このページは有料広告掲載ページです

※掲載している広告は、川西市が推薦するものではありません
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知っておきたい葬儀のマナー 弔事の流れ（臨終から法要まで）
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されるキリスト教では、祈りは神に捧げるも
ので、葬儀は遺族を慰め、励ますために行わ
れます。このように宗教によって葬儀の行い
方にも異なったルールがあることを知って
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空家の適正管理
　空家の管理は所有者の責務です。空家の原因は転居や相続などが多く、
誰もが空家の所有者になる可能性があります。空家の管理をしないと、
近隣住民へ悪影響を及ぼしたり、被害が生じた場合には損害賠償責任
を問われる可能性があります。住んでいるときから権利関係や登記、相続
などについて整理しておくことが大切です。
　住宅は人が住まなくなると傷みが早くなるため、定期的なメンテナンス
（換気、清掃、除草、剪定、破損の確認など）が必要です。傷みが進むと修繕
費用が大きくなり、すぐに使えないこともあります。住まなくなった空家
は、売却・賃貸を専門家に相談するとよいでしょう。

空家でお困りの方へ
　草木の越境、建築材の飛散などの法律問題は、原則
として当事者の間で解決していただくこととなります。
空家の所有者が不明な場合は、法務局で登記事項を
閲覧すれば所有者が分かります。複雑な場合は弁護士
や司法書士などの専門家に相談するとよいでしょう。

空き家は、個人の財産。管理は所有者等の責任です。

空き家を適切に管理せず、放置すると建物の劣化が進み、防災面や防犯面、衛生面の問題が発生する恐れがあり、

ご近所にも影響が出る場合もあります。

空家対策の基礎知識
※株式会社サイネックスによる編集記事ページです

 ※このページは有料広告掲載ページです

※掲載している広告は、川西市が推薦するものではありません
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見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

無断で複写、転載することはご遠慮ください

QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です
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広告
販売

※掲載している広告は、令和7年11月現在の情報です。

川西市市民憲章
私たちは、ふるさと川西への誇りを胸に、
幸せが実感できるまちをつくるため、
ここに市民憲章を定めます。

市民が互いに語り合い、「あした」にベストを尽くすことを積み重ね、
将来のありたい姿を実現しようという思い

語りあう  未来の希望  あしたの話

住宅都市として発展してきた「住みよいまち」川西、
また市内の豊かな自然を市民みんなで大切にしていこうという思い

分かちあう  豊かな自然  住みよいまち

古くからの伝統を受け継ぐ川西が生き生きとにぎわい、
まち全体に発展をもたらすためには、
まさしく市民一人ひとりがその「担い手」であるということ

担おう  賑わいと発展  清和源氏のふるさと

平和や人の絆、また、人を育むやさしい気持ちをいつまでも信じて、
支え合いながら一人ひとりが行動しようという思い

信じよう  平和と共生  育むこころ

掲載されている広告内容については（株）サイネックスにお尋ねくだ
さい。なお、内容や広告主については、川西市が推薦するものでは
ありません。消費生活に関する相談は消費生活センター（P32)へ。
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